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研究要旨： 

 新型コロナウイルス感染症の流行も踏まえながら、保健医療福祉活動の総合的なマネジ

メントの具体的な方策を確立することを目的とした。保健医療調整本部等に関する検討（新

型コロナウイルス感染症対応における保健医療調整に関する情報収集）、令和元年の風水

害における保健医療調整本部等に関する調査結果の分析（実事例に基づく調査）、産学民

官の連携に関する調査（大阪府北部地震における茨木市の災害脆弱性と建物被害・支援需

要の発生と対応状況に関する地理空間分析、令和２年７月豪雨災害・熊本県人吉市・八代

市坂本町における被災者生活実態調査、鳥取県中部地震における鳥取県版「災害ケースマ

ネジメント」事業の検証に向けた調査）、指揮・統制・調整・コミュニケーション(C4)に

関する海外の情報収集（新型コロナウイルス感染症の対応を中心にした文献・資料等の調

査）、分野横断的な情報共有・連携の課題（保健部局と NPO、災害ボランティアの連携等

の検討）、避難所・在宅者等の情報把握・支援の検討（在宅等避難者の情報把握及び支援

方法についての検討）を行った。各分担研究を総括すると、CSCA（指揮・統制、安全、情

報伝達、評価）、特に、平時からの関係性の構築、Web 会議を含めて情報システムを活用

した情報共有、支援・受援を含めた必要な人員の確保、民間と行政との連携などが重要で

ある。実効性を高めるためには、具体的な経験やノウハウを抽出して共有することが重要

となる。 

 

研究分担者・研究協力者 

池田 和功（和歌山県新宮保健所所長） 

相馬 幸恵（新潟県村上地域振興局健康福祉

部地域保健課課長） 

菅 磨志保（関西大学社会安全学部准教授） 

冨尾 淳 （東京大学大学院医学系研究科公

衆衛生学講師） 

池田 真幸（国立研究開発法人防災科学技術

研究所災害過程研究部門特別研究員） 

原岡 智子（活水女子大学看護学部看護学科

准教授） 

藤内 修二（大分県福祉保健部参事監兼感染

症対策課長） 

赤松 友梨（浜松医科大学健康社会医学講座

特任研究員） 

（各分担研究報告書に記載の研究協力者も参

照のこと） 

Ａ．研究目的 

 東日本大震災や熊本地震を始めとしたこれ

までの災害対応の経験から、災害時に人々の

健康を確保するために、公衆衛生マネジメン

トの重要性が認識されるようになっている。

そこで、2017 年 7 月 5 日に、厚生労働省 5 課

局部長通知「大規模災害時の保健医療活動に

係る体制の整備について」が発出された。そ

こでは、各都道府県において、保健医療活動

チームの派遣調整、保健医療活動に関する情

報の連携、整理及び分析等の保健医療活動の

総合調整を行う保健医療調整本部を設置する

ことなどが示されている。しかしながら、具

体的にどのように整備を行うのが良いのかに

ついて検討すべき点が多数ある。そこで、こ

の研究では、まず、これまでの災害時の保健

医療活動の状況の調査、そこから抽出された
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問題点の整理を進めてきた。 

 一方で、2019 年末から始まった新型コロナ

ウイルス感染症（COVID-19）の流行は一種の

災害であるとも言われ、またそのマネジメン

トなどにおいて自然災害と共通する点は多い。

また、感染症が流行している中での自然災害

への対応も重要な検討課題である。 

新型コロナウイルス感染症の流行も踏まえ

ながら、保健医療福祉活動の総合的なマネジ

メントの具体的な方策を確立することを目的

として研究を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

１．保健医療調整本部等に関する検討（新型

コロナウイルス感染症対応における保健医療

調整に関する情報収集） 

 保健医療調整本部等に関する調査検討につ

いて、初年度は、フォーカスグループディス

カッション及び研究班内の検討により、保健

医療調整本部にかかる論点整理を行い、組織

や運営、本部長、本部会議、本部室、リエゾ

ンなどの構成要素が抽出された。また、全国

47 都道府県及び 20 政令指定都市を対象とし

た保健医療調整本部等に関する調査を実施し

た。 

今年度は、感染症流行への対応を行う上で、

また自然災害時の対応の参考とするために、

新型コロナウイルス感染症対応における保健

医療調整等に関して 10 余りの自治体の情報

収集を行った。 

 

２．令和元年の風水害における保健医療調整

本部等に関する調査結果の分析 

 令和元年に災害救助法が適用された 15 都

府県、410 区市町村（保健所設置市と一般市

町村を含む）、および当該地域を管轄とする

保健所を対象に実施した保健医療調整本部等

に関するアンケート調査のデータを用いて詳

細な分析を行った。具体的には、事前準備、

警戒期、災害発生後などにおいて、時間的に

前のフェーズの状況や活動と、後のフェーズ

の状況や活動のクロス集計を行い、統計的検

定によって関係性を確認することで、後のフ

ェーズの状況や活動に影響を及ぼすと考えら

れる状態や活動を抽出した。また、保健医療

調整本部の状況や活動の連鎖関係だけでなく、

地域内で発生した災害による被害の状況も、

全てのフェーズの状況や活動に影響すること

は明らかである。そこで、防災気象情報、被

害状況報告などの災害に関する資料分析結果

を用いて、災害の状況との関係についても同

様に分析した。 

 

３．産学民官の連携に関する調査 

 災害時要配慮者を支援対象としながらも、

保健医療調整本部との接点が薄かった民間の

多様な主体の連携に基づく支援体制や福祉系

専門職による支援体制の実態を把握すると共

に、従来の被災者支援制度の限界を補完する

試みとして注目されている災害ケースマネジ

メント(DCM)の可能性と課題を検討した。 

具体的には、大阪府北部地震における茨木

市の災害脆弱性と建物被害、支援需要の発生

と対応状況に関する地理空間分析として、ど

んな建物被害が・どこで発生していたのか、

どのような支援需要がいつ・どの地域で・ど

のくらい発生していたのか、そして、こうし

た被害と支援需要の発生に影響を与えると考

えられる地域社会の人口構造（高齢化率・単

身世帯率・持ち家率等）を災害脆弱性変数と

して、関係機関から被害や支援需要に関する

記録等を収集し、それらの関係を地理情報シ

ステム（GIS：Geographic Information System）

により分析した。 

令和 2 年 7 月豪雨災害・熊本県人吉市・八

代市坂本町における被災者生活実態調査につ

いては、「災害ケースマネジメント」の考え

方に基づく世帯別の生活課題の把握とそれら

の積み上げによって支援の総量を算出するた

めの調査票（アセスメントシート）を作成し、

主に在宅避難者を対象として、調査対象者本

人によるタブレット等の端末からの入力、必
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要に応じて調査員による入力の支援、調査員

による質問紙を使っての調査と電子的な入力

などの方法で調査を実施した。 

鳥取県中部地震における鳥取県版「災害ケ

ースマネジメント」事業の検証に向けた調査

については、支援活動記録を利用した二次資

料分析を中心に、GIS を使っての地理空間分

析、復興支援過程の分析を行った。 

 

４．指揮・統制・調整・コミュニケーション

(C4)に関する海外の情報収集 

 世界保健機関（WHO）をはじめとする国際機

関及び各国政府等の公的機関の資料、学術文

献、ウェブサイト等のレビュー、ウェビナー、

オンライン会議等を通じて、主に、保健医療

体制及び調整機能、保健医療資源（保健医療

従事者および個人用防護具（PPE））の確保に

ついて情報収集を行った。調査対象は、わが

国と社会背景、医療水準が近い欧米諸国、韓

国とした。 

 

５．分野横断的な情報共有・連携の課題 

 令和２年度災害時健康危機管理支援チーム

（DHEAT）養成研修（特別編）において、受講

者にグループワーク形式でディスカッション

してもらい、災害時の保健部局と NPO、ボラ

ンティアとの連携状況について意見聴取し、

課題を抽出した。また、災害時支援ボランテ

ィア・NPO 等と行政保健部局との連携につい

ての好事例を 3 事例選定し、収集した資料を

中心に連携のポイントについてまとめた。 

 

６．避難所・在宅者等の情報把握・支援の検

討 

 災害時避難行動要支援者（在宅人工呼吸器

装着者を含む）の避難支援について、各自治

体における平時の準備体制や発災時の実際の

対応とその課題等について、４自治体に聞き

取り調査を行った。その結果をもとに、現状

と課題を検討した。なお、「避難行動要支援

者」とは、災害時要配慮者のうち、災害が発

生し又は災害が発生するおそれがある場合に

自ら避難することが困難な者であって、その

円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支

援を要するもの（災害対策基本法第 49 条）で

ある。 

 

Ｃ．研究結果及び考察 

１．保健医療調整本部等に関する検討（新型

コロナウイルス感染症対応における保健医療

調整に関する情報収集） 

 調査を行った各自治体では、新型コロナウ

イルス対策本部及びその下部組織や保健医療

調整に関する組織が設置され、本部会議等が

行われていた。多くの自治体では、大会議室

等を活用して臨時の調整本部室（オペレーシ

ョンルーム）が設置されているが、平時の執

務室を調整本部としている自治体もある。情

報の共有にはメール、掲示、庁内 LAN、会議

等が活用されている。対策本部等の設置や、

CSCA（指揮・統制、安全、情報伝達、評価）

の重要性は自然災害も新型コロナウイルス感

染症も共通である。Web 会議も活用されてお

り、今後の自然災害でも有効と考えられる。

また、人員確保のために、他部局や他自治体

からの応援、民間の人材派遣の活用、業務の

民間委託が積極的に進められており、今後の

自然災害においても重要であると考えられる。 

 

２．令和元年の風水害における保健医療調整

本部等に関する調査結果の分析 

 分析の結果、状況把握に影響を及ぼす状況

や活動として、指定河川洪水予報の氾濫発生

情報が発表された地域の県型保健所と保健所

設置市は、それらが無い地域より多様な手段

で情報収集を行っており、一定程度の被害の

発生が見込まれる場合には、状況把握のため

に多様な手段での情報収集や数量的な集計に

よる分析が行われていた。また、状況把握に

影響を及ぼす事前準備として、効果的な研修

や訓練との関連がみられた。情報収集・分析・

活用の関係について、EMIS によって収集した
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情報は数量的に集計され、支援チームの応援

要請の根拠等に活用されていることなどが分

かった。 

 指揮・調整に影響を及ぼす状況や活動につ

いては、調整ニーズへの影響として、河川氾

濫や人的被害、住家被害の発生した地域では、

他の地域よりも多くの支援組織による応援が

あった。調整リソースへの影響としては、河

川氾濫が発生した場合には、保健所調整本部

の設置、市町村への連絡員の派遣の必要性が

発生する可能性がある。指揮調整に影響を及

ぼす事前準備としては、計画やマニュアルの

作成・更新において、台風など気象災害を明

確に想定すること、関係機関との連携可能性

を再確認すること、発災直後の人員不足を近

隣の都道府県間で相互支援する仕組みを作る

こと等について、今後の体制整備の中で検討

が必要と考えられる。指揮調整に影響を及ぼ

す警戒期の対応については、都道府県や県型

保健所では警戒期の対応の有無に関わらず、

保健医療調整本部の設置が行われている一方、

保健所設置市と一般市町村では、警戒期の対

応を行った組織ほど保健医療調整本部または

それに代わる組織を設置した比率が高かった。 

指揮調整に影響を及ぼす状況把握について、

状況把握フェーズにおける情報収集、分析、

活用が適切に行われることで、多くの支援を

受け入れたと考えられる。調整ニーズ・リソ

ース・活動の関係については、多種支援受入

の県型保健所と市町村では、保健医療調整本

部を設置した比率が高かった。 

調整活動評価に影響を及ぼす状況や活動の

うち、評価に影響を及ぼす事前準備について

は、都道府県と保健所間の連携や、保健所と

市町村間の連携、保健所と福祉部局との連携

調整について、事前の計画やマニュアル策定

において具体的に連携について検討すること

が重要と考えられる。評価に影響を及ぼす状

況把握については、地域内での人員や物資の

リソース調整に、情報収集と分析に基づく判

断の準備が重要であると考えられる。評価に

影響を及ぼす指揮・調整については、事前か

ら本部室の設置が必要になる事態を十分に想

定し、本部室を設置した場合の災対本部や庁

内部局との情報共有や連携調整の方法を、具

体的に検討しておくことが必要と考えられる。 

 

３．産学民官の連携に関する調査 

 大阪府北部地震における茨木市調査の結果、

「半壊」建物は、旧耐震基準では 86 棟

（90.5%）に対し、新耐震基準では 8 棟（8.5%）

と明確な差がみられた。被災者からの支援依

頼内容について、発災から週単位で対応内容

別の件数を集計した結果、発災直後から３週

間は、降雨による屋根からの雨漏を防ぐため

「ブルーシ ート」の対応が集中しているほか

「屋内片付等支援」の割合が高くなっている。 

令和2年7月豪雨における人吉市･八代市坂

本町における被災者生活実態調査の結果、人

吉市においては、浸水高や地域が同じであっ

ても、世帯構成や自営の店舗の被災など生活

状況によって、再建の見通しに差が出ている。

八代市坂本町の調査結果では、病院や商店な

どの生活インフラが集中していた地区や道路

が被災したため、直接被災していない世帯も、

買い物や通院・通学などに困っていて、移動

支援が必要と考えられた。被災者生活実態調

査を行うことで、地域全体の状況や必要とな

る支援の総量を予測することで、より速やか

な生活再建支援の開始につなげられる可能性

がある。なお、人吉市の調査において、避難

しなかった理由として、新型コロナの感染リ

スクを理由にしたケースは 2 件のみであり、

自宅にいる方が安全だと思った、移動できな

かったなどの回答が多かった。 

鳥取県中部地震における生活復興事業の検

証調査の結果、震災復興活動支援センターに

よる訪問などにより 140 世帯が生活復興支援

事業対象として確認された。その中の多くは、

情報提供や関係機関の紹介で自立再建可能で

あったが、より密度の濃い支援が必要な事例

もみられた。鳥取県における災害ケースマネ
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ジメントから、住宅の簡易修繕の補助に加え

て暮らし（安心と健康）を含む居住支援の重

要性、物理的・経済的な依存度が高い地域と、

精神的な支援の必要性が高い地域などの地域

特性・住民層に合わせた支援の必要性が明ら

かとなった。 

今後の研究課題としては、調査方法に関し

て、オンライン調査と二次資料分析が有効で

あり、その標準化や活用の際の手続きなどに

ついての検討が有効であるかもしれない。災

害ケースマネジメントにつなぐアセスメント

調査に関しては、平常時からの情報連携の仕

組みが重要であり、行政内の情報の集約、ICT

を活用した情報の収集、避難所等でコンタク

トする避難者や在宅避難者の情報などから総

合的な避難者集計データを作り、支援に繋げ

ていくことが期待される。 

 結論として、民間組織による被災地支援を

行う体制を創設する動きが活発になっている

中で、災害対応のマルチセクター化に向けた

情報連携が重要である。また、平常時に利用

しているものが災害時の対応にも活用される

ように、災害対応のフェーズフリー化に対応

した制度の拡充と適切な支援需要推計が重要

である。 

 

４．指揮・統制・調整・コミュニケーション

(C4)に関する海外の情報収集 

 保健医療体制及び調整機能について、米国

では、医療提供体制確保の本部として、

Medical Operations Coordination Cells 

(MOCCs)が提案され、地方、州、連邦レベルに

おいて設置が進められ、患者の移動、スタッ

フの配置、物資の要請について分析・対応が

行われている。また、患者の急増に対応する

ため、代替的な患者収容スペースの設置や、

資源の状況に応じて提供する医療水準を引き

下げる「緊急時の標準医療」にシフトした診

療が実施された地域もみられた。英国（イン

グランド）では、緊急事態マネジメントにつ

いて、一般的に、Gold（戦略レベル）、Silver

（戦術レベル）、Bronze（実務レベル）の 3

層構造で実施されている。地方において、実

務を担う地方自治体や医療機関、警察、消防

等は、地方レジリエンスフォーラムと呼ばれ

る合同組織を構成する。地方自治体では、自

治体の公衆衛生部長が主導して地方アウトブ

レイク管理計画を策定し対応を実施するが、

地方自治体の幹部（Gold レベル）はこれに対

してリソースの調整を行う。韓国では、2015

年の中東呼吸器症候群（MERS）感染拡大の抑

制に失敗した要因として、効果的な協力体制

を構築できなかったこと、コミュニケーショ

ン不足、重要な情報公開の秘匿など、政府の

対応が不十分で効果がなかったことなどが挙

げられており、その反省を踏まえた危機管理

体制の構築が図られていた。地方には、地方

災害・安全対策本部を設置し、緊急時に中央

災害・安全対策本部から物資や人員の支援が

提供される仕組みが構築された。 

 保健医療資源の確保として、保健医療従事

者の確保については、民間から公的機関への

動員を含む既存の保健医療従事者の再利用・

再配置や、休止・退職している保健医療従事

者の職場復帰、学生の採用、専門性の低い業

務における一般ボランティアの採用など、

様々な政策・アプローチが行われていた。高

齢者やハイリスク疾患のあるスタッフについ

ては、対面での臨床業務を回避して、遠隔診

療や事務的業務への再配置などが行われた。

米国では、連邦緊急事態管理庁（FEMA）によ

る全国調整で、市民部隊（Citizen Corps）と

呼ばれるボランティアが全国規模で編成され

ている。その中には、コミュニティ緊急対応

チーム（Community Emergency Response Team, 

CERT）、医療予備部隊（Medical Reserve Corps, 

MRC）が含まれ、災害対応の訓練が行われてい

る。MRC のボランティアには、医療及び公衆

衛生の専門家に加えて、医療のバックグラン

ドを持たない市民も含まれており、自然災害

から感染症に至るまで様々な緊急事態に対応

する。COVID-19 に対しても、MRC や他の市民
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部隊が、検査の実施やワクチン接種の支援な

どの専門的な業務から、在宅療養者への食

事・生活必需品等の配布などの支援、児童生

徒に対する遠隔教育の支援に至るまで幅広い

活動を行っている。物資（PPE など）の確保

に関して、備蓄、中央集約化・政府の市場介

入、サプライチェーンなどについての取組が

行われている。 

 多くの国で保健医療体制の確保が困難とな

ったが、既存の対策本部（EOC）機能により最

前線となる地方自治体と国との間での連携・

支援が行われていた。今後のわが国の公衆衛

生危機管理体制の充実に資する知見が得られ

た。 

 

５．分野横断的な情報共有・連携の課題 

 災害時の NPO 等と行政（市町村、保健所等）

との連携の課題について、災害時に、保健所

など保健部局とボランティア、NPO 等との連

携事例は少ない状況であった。受援する側の

市町村保健福祉部局、社会福祉協議会、保健

所の役割分担と連携方法について整理が必要

である。また、災害支援活動の中では、例え

ば、保健所主催の地域災害医療対策会議など

に災害ボランティア団体も参画、情報を共有

し、お互いの役割分担を明確にして得意分野

を生かしながら win-win の関係性を基に活動

することが望まれる。 

 災害時支援ボランティア・NPO 等と行政（市

町村、保健所等）との連携好事例についての

検討結果は以下の通りである。 

ぐんま DWAT（災害派遣福祉チーム）につい

ては、厚生労働省「災害時の福祉支援体制の

整備に向けたガイドライン」に基づき、社会

福祉協議会が事務局を担い、民間の福祉事業

者によって組織されている。災害時には、被

災自治体の要請に基づき、厚生労働省を通じ

て支援調整が行われる。避難所情報の整理、

配慮スペースの設置、何でも相談など、介護

福祉や生活環境の整備の分野で活動している。 

平成30年7月豪雨における坂町被災者アセ

スメント調査における行政と NPO の連携につ

いては、町役場（保険健康課）、坂町地域支

え合いセンターが実施主体となり、（一財）

ダイバーシティ研究所が委託を受けて、種々

の組織と連携しながら被災世帯への聞き取り

調査を行った。調査結果から、見守りが必要

な場合は町の保健師やその他職員が再訪問を

行い、土砂撤去が不十分と思われる場合は坂

町社協（ボランティアセンタ－）に情報共有

を行った。また、地域支え合いセンターの活

動の基礎情報として利用がされた。 

熊本地震における NPO と専門職との連携事

例については、2016 年の熊本地震発生後、内

閣府・県との連携のもと、JVOAD（全国災害ボ

ランティア支援団体ネットワーク）と地元中

間支援 NPO（NPO 法人くまもと災害ボランティ

ア団体ネットワーク、KVOAD）が協働し「火の

国会議」が開催された。行政だけでは手が回

らず、ノウハウを持っている人がほとんどい

なかったなかで、①炊き出し・食事、②避難

所の生活環境、③がれき撤去や家屋の清掃、

④物資配布・輸送、⑤医療・レスキュー、⑥

障がい者・高齢者などの要配慮者支援、⑦子

どもや子育て世代への支援、⑧外国人等のマ

イノリティ支援、⑨ボランティア派遣・ボラ

ンティアセンター支援、⑩団体間のコーディ

ネート、⑪資金助成、⑫調査・アセスメント

の 12 分野で活動が行われた。 

NPO 等は被災者支援において欠かせない存

在となっており、今後は保健医療部局との連

携した活動が期待される。平時からお互いに

共通理解を深める取り組みや、災害時の事例

を積み重ねながら両者が連携するための方法

を検討し、連携協力体制を構築していく必要

がある。 

 

６．避難所・在宅者等の情報把握・支援の検

討 

 災害時避難行動要支援者の避難支援等につ

いて、4 つの自治体に聞き取り調査を行い、

平時の準備、避難勧告時の対応、発災時の動
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き、課題等について把握し、以下のように整

理することができた。 

 人員体制の強化としては、発災直後からの

安否確認や健康ニーズの把握は、平時から避

難行動要支援者台帳の提供がある自治会長や

民生・児童委員など地域関係者をはじめ、地

域包括支援センターや介護居宅支援事業所

（ケアマネジャー等の職員）等が担当する対

象者に対して行っている。行政、民生委員、

地域関係団体の他、地域住民や NPO 法人、ボ

ランティア等、できる限り早期に人海戦術で

対応できる多くの人員を確保する必要があり、

平時から協働できる地域の関係団体を把握し、

協力体制を構築することが必要である。 

 関係機関間の情報の共有化については、避

難行動要支援者の安否確認や避難支援、健康

ニーズの把握等は、様々な分野の関係機関や

自治会長、民生委員、自主防災組織等が高齢

者や障害者、医療ケアを必要とする者など、

それぞれ担当する対象者に対し行っているが、

その際に必要な支援につなぐための確認事項

等の情報は明確になっていないようである。

自治体内、自治体と地域の関係機関・団体、

民間等と、避難行動要支援者に対する各々の

対応、把握する必要な情報の明確化、その共

有化が必要である。 

早期に健康ニーズ等情報収集・共有化する

ための支援拠点づくりと情報を提供する方法

の検討については、在宅等避難者の安否確認

や避難所への誘導について、自治会長や民生

委員、自主防災組織等が行政区等のまとまっ

た単位内で行われている現状もあり、各地区

での支援拠点を設置し、情報収集、情報共有

を行い、迅速な支援につなげる必要がある。 

人工呼吸器装着者等の在宅医療ケアが必要

な者への具体的対応の明確化については、災

害時最も早期に迅速に対応が必要な者は、命

の危険性がある要医療者であるため、その避

難行動要支援者としての対象者のリスト化、

関係機関での共有、個別支援計画の作成と地

域住民も含めた共有化が望まれる。 

個別支援計画作成の推進、早期に対応しな

ければならないニーズを持つ対象の明確化と

具体的支援、在宅避難者自身からの情報発信

などの課題について抽出された。 

 

Ｄ．結論 

 新型コロナウイルス感染症対応における保

健医療調整に関する情報収集、令和元年の風

水害における保健医療調整本部等に関する調

査結果の分析、大阪府北部地震における茨木

市の災害脆弱性と建物被害・支援需要の発生

と対応状況に関する地理空間分析、令和２年

７月豪雨災害・熊本県人吉市・八代市坂本町

における被災者生活実態調査、鳥取県中部地

震における鳥取県版「災害ケースマネジメン

ト」事業の検証に向けた調査、新型コロナウ

イルス感染症の対応を中心にした海外の文

献・資料等の調査、保健部局と NPO・災害ボ

ランティアの連携等の検討、在宅等避難者の

情報把握及び支援方法についての検討を実施

してきた。 

各分担研究を総括すると、CSCA（指揮・統

制、安全、情報伝達、評価）、特に、平時か

らの関係性の構築、Web 会議を含めて情報シ

ステムを活用した情報共有、支援・受援を含

めた必要な人員の確保、民間と行政との連携

などが重要である。実効性を高めるためには、

具体的な経験やノウハウを抽出して共有する

ことが重要となる。 
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衛生学的見地から（特別パネル）．第 6 回

日本混合研究法学会年次大会，2020 年 10

月. 

3) 中里栄介、野田広、高木佑介、坂本龍彦、

近藤久禎、木脇弘二、服部希世子、池邉淑

子、藤田利枝、尾島俊之．令和元年佐賀豪

雨災害における保健医療調整本部活動報告．

第 79 回日本公衆衛生学会総会、日本公衆衛

生雑誌. 67(10 特別付録):439, 2020 年 10 月. 

4) 尾島俊之、原岡智子、藤内修二、池田真幸、

菅磨志保、相馬幸恵、池田和功、冨尾淳．

大規模災害時の保健医療調整本部設置の計

画等の状況と関連要因．第 31 回日本疫学会

学術総会、J Epidemiol, 31(suppl 1):137,2021

年 1 月. 

5) 尾島俊之、池田真幸、原岡智子、池田和功、

冨尾淳．令和元年の一連の風水害の保健医

療調整本部等に関する調査．第 26 回日本災

害医学会総会・学術集会、2021 年 3 月． 

6) 尾島俊之．NPO・住民組織等による運営を

想定した避難所における感染対策．第 26

回日本災害医学会総会・学術集会、2021 年

3 月． 

7) 菅磨志保「災害時における多様な主体の連

携に基づく対応体制の経緯と課題」第 93

回日本社会学会大会（一般研究報告:災害 3）

遠隔大会、2020 年 11 月 1 日． 

8) 山本千恵・田村太郎・菅磨志保「災害ケー

スマネジメントにつなげる被災者生活実態

調査の現状と課題」日本災害復興学会 2020 

年度遠隔大会（予稿集：pp.17-20）、2020

年 12 月 20 日． 

9) 坪井塑太郎・菅磨志保「大阪府北部地震に

おける建物被害と被災者支援状況に関する

研究―大阪府茨木市を事例として」日本災

害復興学会 2020 年度遠隔大会（予稿集：

pp.61-64）、2020 年 12 月 20 日． 

10) 山本千恵・田村太郎・菅磨志保「『災害
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ケースマネジメント』に向けた被災者実態

調査の可能性と課題―令和 2 年 7 月豪雨

における人吉市・八代市の調査事例より」

第 7 回震災問題研究交流会（社会学系 4 学

会連合、遠隔大会）、2021 年 3 月 19 日． 

11) 菅磨志保・白鳥幸太・内田加代子・坪井

塑太郎ほか｢『災害ケースマネジメント』に

基づく被災者支援の可能性と課題―2016 

年鳥取県中部地震における 4 年間の実践

事例の分析より」第 7 回震災問題研究交流

会（社会学系 4 学会連合、遠隔大会）、2021

年 3 月 19 日． 

12) 冨尾淳. 地域社会における災害対策・危

機管理に関する公衆衛生学的研究（奨励賞

受賞講演）. 第 79 回日本公衆衛生学会. 

2020 年 10 月（オンライン） 

13) 冨尾淳. 新型コロナウイルス感染症に対

する公衆衛生対応：日本の取り組みと課題. 

COVID-19 日韓学術ウェビナー 日韓のコ

ロナ対応、その違いと協力の可能性－非対

面社会の生・老・病・死を中心に. 2021 年

3 月（オンライン） 

 

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

特になし 

２．実用新案登録 

特になし 

３．その他 

特になし
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資料 

 

新型コロナウイルス感染症対応における保健医療調整等に関する情報収集 
 
1．目的 

これまで保健医療調整本部に関する自治体向けアンケート調査を行い、自然災害等にお

ける保健医療調整本部に関する論点整理を行ってきた。  

 令和 2 年当初より新型コロナウイルス感染症が流行する中で、各自治体において新型コ

ロナウイルス対策本部や保健医療調整に関する組織が設置された。感染症流行への対応を

行う上で、また自然災害時の対応の参考とするために、各自治体における保健医療調整等

に関する情報収集を行った。  
 

２．方法 

 新型コロナウイルス感染症対応の状況等に関して、全国の 10 程度の自治体（都道府県、

政令指定都市、中核市）について、直接の聞き取りによる情報収集、支援等で関わった人

からの情報収集、自治体のホームページ等による公開情報の収集等を行った。なお、記載

している内容は、時期によって変化する点を留意いただきたい。  
 

３．新型コロナウイルス対策本部、保健医療調整本部等の設置 

 各自治体において首長を本部長とする新型コロナウイルス感染症に関する対策本部が設

置されている。その下部組織や保健医療調整に関する組織は、医療調整本部、幹事会、調

整本部、作業部会など自治体によってさまざまな形となっている。  

 
注．新型インフルエンザ等対策特別措置法により、下記のように定められている。  

第二十二条 第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置されたときは、都道府県知

事は、都道府県行動計画で定めるところにより、直ちに、都道府県対策本部を設置しなけ

ればならない。  

第三十四条 新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行

動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。  
新型インフルエンザ等対策特別措置法による政府の新型コロナウイルス感染症対策本

部は令和 2 年 3 月 26 日に設置された。また、緊急事態宣言は、7 府県を対象地域として

令和 2 年 4 月 7 日に発出され、4 月 16 日には対象地域が全国に拡大された。  

 

４．対策本部・調整本部等の組織 

 対策本部は基本的に庁内の全部局により構成されている。一方で、保健医療に関する実

務を担当する調整本部等は、保健福祉担当部局を中心に構成されている形が多い。また、

感染症対策を専門に担当する課を新設した自治体も多い。  

 対策本部または調整本部等には、業務別に班や担当が設けられている。担当分けは自治

体によって異なるが、情報・調整、物資、電話相談（帰国者・接触者相談センター）対応、

積極的疫学調査、PCR 検査、宿泊療養、入院調整などの担当が設けられている場合が多い。  
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注．業務別の担当体制については、患者対応、濃厚接触者対応、発熱外来・PCR 検査の受

診調整、PCR 検査の検体採取、検体搬送、検査の実施、検査結果の告知、陽性者の搬送、

自宅療養者の健康観察・配食サービス、検疫対象者の健康観察、文書事務、クラスター対

応、宿泊療養施設の運営などについて、自治体の必要性に応じて個別の担当を設けている

場合もある。  

大分県では、新設の感染症対策課に、予防・検査班、企画・広報班、医療調整班をおい

て対策の実務を行っている。医療調整本部はこの医療調整班（４人）が対応している。  
 物資に関する担当班等の直接的に保健医療知識を要しない業務についてについて、全庁

的な組織で分担している場合と保健福祉部局の中で分担している場合とがある。また、広

報、職員の応援調整などについて、全庁的に担当を設けている自治体もある。  

 電話相談対応や、検体搬送、陽性者の搬送、配食サービス、宿泊療養施設の運営などの

業務は民間に委託して対応している自治体も多い。ただし、相談内容によっては保健所職

員等による対応が必要な場合もある。また、陽性者の搬送において職員が同乗することと

している場合も多い。臨時雇用職員、民間からの派遣看護師、他部局や応援職員等も業務

に従事して対応が行われている。時には他自治体からの応援派遣を受けている場合もある。 

 本庁と保健所・各区、都道府県と保健所設置市との役割分担の体制は、自治体の状況に

応じて種々の形がある。一般住民からの電話相談（帰国者・接触者相談センター）は、第

一波の時には各保健所で対応する形が多かったが、その後、まずは本庁一括や民間委託に

よる対応として、必要なケースについて、各保健所に引き継いで対応している形が多い。

しかし、一般住民から、相談センターの電話番号ではなく、各保健所の電話番号に直接相

談が寄せられる場合もある。  

医療調整は都道府県本庁で一括して実施している形の他、医療圏単位などで、政令指定

都市・保健所設置市が担当する圏域と、都道府県が担当する圏域とを分担している形も多

い。医療調整業務については、圏域ごとにまたは全県で１か所に集約して対応した方が、

１つの医療機関に複数の行政機関からの連絡が行くことが避けられて好ましいと考えられ

る。  

積極的疫学調査は、都道府県については各保健所で担当する形が多い。政令指定都市で

は、大阪市、札幌市、熊本市などは、１か所の市保健所で担当し、名古屋市、仙台市は、

各区の保健センターで分散して対応している。浜松市は、基本的に１か所の保健所で担当

しているが、感染者が増加すると、各区の健康づくり課にも対応を依頼している。  

 積極的疫学調査において、住所地、受診した医療機関の場所、職場などが異なる自治体

や保健所にまたがる場合、情報共有や意思決定について苦慮される例も見られた。地域に

より感染状況や対応の逼迫度が異なる場合、他の保健所等に対応を要請しても、迅速な対

応が困難な場合や、対応の水準が異なる課題などが指摘された。  

 政令指定都市における、積極的疫学調査や健康観察等の業務は、１か所での集約した対

応と、各区などで分散しての対応は一長一短がある。電話対応のみの対応の場合は、物理

的距離は問題にならず、市内各地域の感染状況の多寡に応じた対応が行いやすい。一方で、

感染者が PCR 検査検体を持参したり、職員が訪問調査に行ったり、また地域の詳細な状況

を踏まえた対応をする際には各区で分散して対応する形の利点がある。第一波の際には、
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各区における乳幼児健診等が中止となり、新型コロナウイルス感染症対応業務への応援を

依頼しやすい面があった。しかし、それらの業務も再開され、通常通りに実施している場

合や、また一回の健診受診者数を制限するために開催回数の増加など通常以上の負荷があ

る場合、それらの業務と新型コロナウイルス感染症対応との両立などに苦慮している自治

体が多い。  

 

５．対策本部・調整本部等の会議 

 首長も参加する新型コロナウイルス対策本部会議は、感染状況により数日に１回から数

週間に１回の頻度で開催されている。調整本部等の実務的な会議はより頻繁に開催されて

いる。さらに、専門家を含めた会議や、主要医療機関との会議も適宜行われている。  

本庁と各保健所や各区との会議、都道府県と政令指定都市・保健所設置市との連携のた

めの会議も重要であるが、高頻度で定例的に行われている例は少ない。  

 

注．本部会議は基本的に集合して開催する形が多いが、一部の参加者は Web 参加する形も

とられている。例えば、市本庁舎と保健所が物理的に若干離れているため保健所から Web

参加としている自治体もある。  

 実務的な会議として、大分県においては、幹事会をほぼ毎日、福祉保健部長室にて開催

している。また、医療体制の構築について協議を行う新型コロナウイルス感染症対策協議

会、予防や治療等について専門的な観点から意見をいただく感染症対策連絡会議専門部会

も開催している。さらに、COVID-19 患者を受けて入れを行っている約 30 の医療機関の

医師を対象にした Zoom でのミーティングと、看護師長や ICN を対象にした Zoom ミーテ

ィングを開催した。  

行政と医療機関との連携会議は Web 会議として一定の頻度で行っている自治体が多い。 

本庁と各保健所や各区との会議は、感染対策として大勢が集まることが難しいこと、ま

た Web 会議の機材の整備が進んでいないため対策本部会議や調整会議等と比較して余り

活発には開催されていない。新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム

(HER-SYS)に、Microsoft Teams による Web 会議の機能が搭載されているが、それを活用し

て定例的に Web 会議を開催している例は少ない。一方で、必要なインフラの整備などに伴

い、Web 会議の活用も増えてきている。  

都道府県と政令指定都市とで医療調整に関する連絡会議を毎日行っているところもあ

る。  

 
６．調整本部室（オペレーションルーム） 

多くの自治体において、大会議室等を活用して、新型コロナウイルス感染症対応の本部

室としている。ひとつの理由としては、多くの応援職員等が執務するために部屋が必要で

ある。また、各担当班の連携を強化する意図もあると考えられる。ただし、同じ調整本部

室で執務していても、隣で執務している班との連携が十分に図られていないとう声が聞か

れた自治体もあり、会議や情報共有システムを組み合わせて運用することが重要であると

考えられる。  
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注．ひとつのフロアで応援要員等を収容しきれない自治体では、上下の 3 つのフロアに分

かれて新型コロナ対応の臨時の部屋が設けられている自治体もある。 
浜松市は、平時からの健康医療課の執務室を医療調整本部と位置づけており、別途大き

な部屋は設けていない。感染者数が増加した場合には、対応業務を各区健康づくり課や他

部局に依頼し、そこの平時からの執務室で対応してもらっている。  

 

７．リエゾン 

 新型コロナウイルス感染症対応は長期にわたるため、継続的にリエゾンを派遣して常駐

している例は余り多くない。一方で、感染状況が増加すると、一時的に支援と情報共有の

ためにリエゾンを派遣する形は多い。  

 

注．厚生労働省からは、感染者が増加している自治体に対してリエゾンを派遣し、必要に

応じて支援体制の整備を行っている。  

本庁から各保健センターを回ってのヒアリングを行って、対応に活かしている取組もみ

られた。  

 

８．情報の共有、情報システムの活用 

 情報の共有は主として、メール（保健所から本庁等）、壁への掲示、庁内 LAN、会議な

どにより行われている。内容としては、感染者、濃厚接触者、医療施設、宿泊療養施設、

自宅療養者などが多い。 
 

注．壁への掲示では、感染者数をはじめとした重要な数字、対応が必要な患者や入院中等

の人、クロノロ、重要な関係機関やクラスターが発生した施設等の連絡先などの情報が共

有され、対応の検討に用いられている形が多い。  

庁内 LAN の活用では、新型コロナ対応の専用のシステムを稼働させている自治体もみ

られる。発生届や電話での聞き取り結果などを、まずはスキャンをして pdf ファイルを共

有している形も多い。浜松市では、庁内 LAN 上に、各感染者のフォルダーを作成し、関係

する詳細な情報はそこに蓄積している。一方で、全感染者等のマスターファイルは EXCEL

で作成し、必要最小限の項目としている。EXCEL で作成することで、必要な項目の追加な

ども容易に行うことができる。マスターファイルに書き込める職員は限定し、それ以外の

職員は閲覧のみとしている。  

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)は、国への報告に

用いられており、自治体内での対応や意思決定に活用されている例は少ない。  

 

９．意思決定 

 意思決定のレベルとしては、首長、部局長、保健所長、担当などの種類がある。また、

収集された情報を踏まえて意思決定権者から方針が示される形と、担当者が策定した対応

案について意思決定権者や会議での承認を受ける形とがある。  
 意思決定の内容としては、自治体内での事項、関係機関に関する事項、感染者やクラス

ター発生施設に関する事項などがある。また、より具体的には、人員や業務分担に関する
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事項（配置、応援派遣等の受け入れ、クラスター対応等の派遣）、病床や宿泊療養施設の確

保、業務委託、対応の基準や方針などがある。 
 

注．人員の配置において、保健福祉部局内での保健所と本庁や担当課をまたいでの応援や

再配置などについては、主として保健福祉の部局長の意思決定で実施可能であるが、部局

を横断しての応援等には全庁的な部局長の協議や首長の意思決定が必要となる。市長の強

いリーダーシップにより、多数の人員が他部局から保健所等への配置転換が行われている

例もみられた。政令指定都市においては、区役所の中での保健衛生担当部署への他の部署

からの応援において、区長の意思決定も重要となる。  

 医療機関との調整には既に関係性が築かれている職員や DMAT による対応が行われて

いる。平時からの関係性の構築が重要であると考えられる。医療機関への財政的支援や、

新型コロナウイルス感染症専用の医療機関の開設などについては、首長の意思決定が重要

となる。  

 PCR 検査対象者の基準や、濃厚接触者の判断基準、積極的疫学調査での聞き取りの内容

などについては、基本的に国から示されているものがあるが、地域の感染状況や対応の逼

迫度によって、保健所長等の意思決定により柔軟な対応が行われる場合もある。さらに個々

人については、各担当者の判断もある。接触者が着用していたのが、布マスクか、不織布

マスクかなどの違いも考慮して濃厚接触者であるか否かを判断している場合もある。  

 クラスターが発生した場合や、行政機関内で感染者や濃厚接触者が発生した場合の PCR

検査の範囲などについて、基本的には保健所長等の現場の責任者の意思決定によることが

多いが、社会的な関心が高い場合には、首長による意思決定が行われた事例もある。  

 

10．職員の過重労働対策や感染防止 

 対応が長期化する中で、職員の健康障害や退職が発生せずに持続可能な対応とするため

にも職員の過重労働対策は重要である。そのためには、各自治体において、人員の増強と、

さらに業務量が増大している自治体においては業務の重点化・優先順位づけの対応が行わ

れている。各自治体では、時間外労働時間の確認などをしながら過重労働対策に取り組ん

でいる。また、特定の職員に負担が集中しないような工夫も行われている。一方で、感染

者数が増加し続ける中で、実施できる対応策も限られてきている状況がある。  

 職員の感染防止への対応も図られている。第一波の際には職員をいくつかのチームに分

けて出勤日を変えるなどの取り組みが試みられた自治体もあるが、持続的な実施は困難な

状況がある。また、個人情報を扱う業務も多いため、自宅からのテレワークなども推進し

にくい。休憩時間の感染予防策として、休憩時間をずらして、休憩スペースが過密になら

ないような配慮を行っている自治体もある。一方で、応援の人員などが増える中で、執務

スペースが過密になる課題もあり、より広い執務スペースの確保が課題となっている。  

さらに、職員のモチベーションの維持などメンタル面の支援が重要となっている。  

 

注．積極的疫学調査等について深夜までの対応とならないように、一定時刻以降の発生届

については、緊急入院が必要な患者への対応などを除き、翌日の対応としている自治体も
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多い。リーダーを担当する職員を大勢指名し、日替わりでリーダーを担当してもらうこと

で、特定の職員が毎日遅くまで残業することが無いようにしている例もみられた。  
 大分県においては、二段階認証により庁内 LAN に接続できるタブレット端末を保健所

長等の職員が活用しており、職場外にいる場合にも、必要な情報を参照できるようにして

いる。  

感染者数が急激に増加した際には、在宅療養者の人数が増え、オンコールによる深夜の

連絡等も増加するため、職員の睡眠時間の減少につながり、心身への負担となっている。 

 
11．まとめ（自然災害と新型コロナウイルス感染症対応の比較） 

 首長を本部長とする対策本部や、保健医療調整のための本部等が設置され、CSCA（C: 

Command & Control：指揮、統制、S: Safety：安全、C: Communication：情報伝達、  A: 

Assessment：評価）が重要な点は、自然災害と新型コロナウイルス感染症対応と共通して

おり、経験やノウハウの相互の活用が可能であると考えられる。特に情報の伝達や共有は

いずれの場合も重要である。固定的な情報システムは十分に活用することが困難な場合が

あり、庁内 LAN などを用いて種々の情報を柔軟に扱える形が重宝されている。また、感染

予防のために、大人数が集合しての会議を開催することが好ましくない状況があり、特に

医療機関との連携などにおいて Web 会議が活用されている。本庁と保健所間での Web 会

議なども含めて、今後の自然災害においても、Web 会議の活用は有効であると考えられる。  

 一方で、自然災害においては、多くの被災者に向き合う第一線は市町村や避難所等であ

るのに対し、新型コロナウイルス感染症対応においては、人員が限られる保健所や本庁の

保健福祉部局が第一線機関として個々の感染者や濃厚接触者等に対応する必要がある点が

大きく異なる。また、自然災害においては、物資の不足が大きな課題となることが多いの

に対し、新型コロナウイルス感染症対応では保健・医療等における人員の不足が大きな課

題となっている。その対応として、他部局からの応援や、民間の人材派遣の活用や業務の

民間委託が積極的に進められており、今後の自然災害においても踏襲されることが望まれ

る。自然災害については、一般的に災害発生から時間が経過するにしたがって、対応が進

んで状況が改善していくが、感染症の流行では、対応が長期にわたり、第二波、第三波な

どより状況が深刻化し、職員の過重労働対策やメンタル面の支援がより重要となる。この

ような時間の経過は、火山噴火災害において似た状況となる可能性がある。  
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令和元年の風水害における保健医療調整本部等に関する調査結果の分析 

 
研究分担者    池田真幸（防災科学技術研究所 特別技術員） 

研究協力者  高杉 友（ＳＯＭＰＯ未来研究所株式会社） 

梅山吾郎（ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社） 

       大塚理加（防災科学技術研究所） 

水井良暢（防災科学技術研究所） 

 
研究要旨： 

 本報告では、令和元（2019）年に発生した 7 月豪雨、房総半島台風、東日本台風等の、

一連の風水害の被災地を対象に実施したアンケート調査の結果を分析することで、災害時

保健医療活動調整の実態を把握することを目的とした。分析は、災害の状況や対応は連鎖

するという概念に基づき、災害や対応の状況の時間的な前後関係に注目して、保健医療調

整活動に影響を及ぼす要因の抽出を行った。分析の結果、保健医療活動の調整における状

況把握、調整活動、連携・調整の評価に影響を及ぼす災害の状況や、事前事後の活動を抽

出することができた。これらの結果を今後の保健医療調整本部の体制検討に活かすととも

に、更に詳細な実態把握が必要な箇所を特定し、必要に応じて追加の調査分析を行いたい。 

 

 

Ａ．研究目的 

災害時の保健医療福祉活動マネジメントの

在り方を検討する上で、都道府県や保健所に

設置される保健医療調整本部による災害時の

保健医療福祉活動の調整（以下、「保健医療

調整」と言う）の現状を把握することは重要

である。本報告では、災害とその対応は連鎖

するという概念（例えば、D. Alexander (2017) 

による Cascading Disasters など）に基づき、

保健医療調整に関わる体制や活動の時間的な

前後関係に注目し、その影響を明らかにする

ことを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

2020 年 2 月 21 日～3 月 6 日の期間に、2019

年に災害救助法が適用された 15 都府県、410

市町村（保健所設置市と一般市町村を含む）、

および当該地域を管轄する 91 の県型保健所

を対象にアンケート調査を行った。 

本報告では保健医療調整を「警戒期の対応」

「状況把握」「活動調整」「活動評価」の４

つのフェーズで捉え、表 1 に示す通りアンケ

ート調査項目との対応を整理した。さらに、

状況把握は「情報収集、情報分析、情報活用」

の３つ、活動調整は「ニーズ、リソース」の

２つ、活動評価は「事前準備、連携」の２つ

にそれぞれ細分化して整理した。また、被害

等の災害状況も保健医療調整に影響を与える

と考えられるため、各地の災害状況に関する

表 2 の項目を分析に加えた。 

これらの項目を対象にクロス集計と統計的

検定を行い、保健医療調整の前後関係におい

て影響のあった項目を抽出した。統計的検定 

 

表 2 分析対象とした災害状況に関する項目 

資料 災害状況に関する項目 
被害状況報告 
（各都道府県） 

十万人あたり人的被害 
千世帯あたり住家被害 

防災気象情報

（気象庁） 
氾濫発生情報の発表有無 
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には尺度に応じてｔ検定、χ 二乗検定、Fisher
の検定のいずれかを用いた。5%水準で有意差

が認められたものを影響があった項目として

抽出した。 

 

Ｃ．研究結果と考察 

１．都道府県における影響の分析結果 

都道府県の保健医療調整に見られた影響は、

以下の通りであった。 
(1) 災害状況による影響 

都道府県（n=8）では、災害による千世帯

あたりの住家被害が 0.5 棟より多かった場合、

活動において受入れた支援組織の種類は平均

10.2（0.5 棟以下だった場合は平均 1.0）と有

意に多かった（t(5.8) = 3.00, p < .05）。 
(2) 警戒期の対応による影響 

都道府県における警戒期の対応による影響

は、5%水準で有意な結果は得られなかった。 
(3) 状況把握による影響 

都道府県における状況把握による影響は、

5%水準で有意な結果は得られなかった。 
(4) 活動調整による影響 

都道府県における活動調整による影響は、

5%水準で有意な結果は得られなかった。 
 

２．県型保健所における影響の分析結果 

県型保健所の保健医療調整に見られた影響

は、以下の通りであった。 
(1) 災害状況による影響 

県型保健所では、災害による十万人あたり

の人的被害が 0.5 人より多かった場合、状況

把握において連絡員の派遣を行った割合が

56.2%（n=21, 0.5 人以下だった場合は 0.0%）

と有意に高かった（fisher の検定, p < .05）。

また、状況把握において利用した情報収集手

段の種類は平均 3.0（n=51, 0.5 人以下だった

場合は平均 0.5, t(32.9) = 4.38, p < .01）、活動

において受入れた支援組織の種類は平均 5.0
（0.5 人以下だった場合は平均 0.6, t(24.4) = 
3.72, p < .01）と有意に多かった。 

次に、災害による千世帯あたりの住家被害

が 0.5 棟より多かった場合、利用した情報収

集手段の種類は平均 2.1（0.5 棟以下だった場

合は 0.2, t(46.3) = 4.83, p < .01）、活動におい

て受入れた支援組織の種類は平均 3.3（0.5 棟

以下だった場合は 0.3, t(46.1) = 3.64, p < .01）
と有意に多かった。 

また、災害による氾濫発生情報が発表され

た場合、状況把握において被災地の巡回を行

った割合が 80.0%（n=21, 発表されなかった

場合は 27.3%, χ2(1) = 3.92, p < .05）、市町村へ

の連絡員を派遣した割合が 100.0%（n=19, 発

表 1 アンケート調査の主な項目とフェーズ 

フェーズ 質問項目 
警戒期対応 対応の有無（警戒本部設置、職員緊急配置、市町村の調整、医療機関の調整、福祉機関の調整） 

状
況
把
握 

情報収集 情報収集手段（EMIS、EMIS 以外の情報システム、被災地巡回、連絡員派遣、電話連絡、衛星

電話、防災無線、メール、SNS、その他） 
情報分析 数量的に集計した、マップに表示した 

情報活用 支援チーム応援要請の要否検討に活用した、被災地内の人員配置の検討に活用した、被災地内の

物資配分の検討に活用した、その他 

活
動
調
整 

ニーズ 

受け入れの有無（災害医療コーディネーター、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、都道

府県社協、市町村社協、地域包括支援センター、DMAT、JMAT、日赤救護班、国立病院機構、

歯科医師チーム、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チーム、DHEAT、DPAT、JDA-DAT、
JRAT、DWAT、DCAT、JVOAD、対口支援、その他の管轄する機関、管轄外の機関、その他） 

リソース 保健医療調整本部の設置、本部会議の開催、本部の設置日数、本部室の設置、本部室の設置日数 

評
価 

事前準備 事前の地域防災計画や災害時保健医療活動マニュアルに従って対応を実施できたか 
事前の研修や訓練は災害対応において効果や課題があったか 

連携 
災対本部との連携評価、県保健医療部局との連携評価、県型保健所との連携評価、保健所設置市

との連携評価、市町村との連携評価、福祉部局との連携評価、関係各課との連携評価、活動チー

ムとの連携評価、国との連携評価、人員確保の評価、物資確保の評価、支援組織の撤退の評価 
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表されなかった場合は 44.4%, fisher の検定, p 
< .05）と有意に高かった。加えて、活動にお

いて保健医療調整本部を設置した割合が

53.3%（n=51, 発表されなかった場合 13.9%）、

医師会の支援を受けた割合が 70.0%（n=20, 
発表されなかった場合は 10.0%）、歯科医師

会の支援を受けた割合が 50.0%（n=20, 発表

されなかった場合は 0.0%）、看護協会の支援

を受けた割合が 50.0%（n=20, 発表されなか

った場合は 0.0%）と有意に高かった（いずれ

も fisher の検定, p < .05）。さらに、利用した

情報収集手段の種類は平均 3.1（n=51, 発表さ

れなかった場合は 1.0, t(20.0) = 3.01, p < .01）、
活動において受入れた支援組織の種類は平均

6.2（n=51, 発表されなかった場合 1.1, t(15.0) 
= 3.11, p < .01）と有意に多かった。 
(2) 警戒期の対応による影響 

県型保健所では、警戒期において医療機関

との調整・支援を行った場合、状況把握のた

め収集した情報を数量的に集計した割合が

100.0%（n=19, 行わなかった場合は 50.0%）、

管轄外の関係機関の支援を受けた割合が

42.9%（n=20, 行わなかった場合は 0.0%）と

有意に高かった（fisher の検定, p < .05）。 
また、警戒期において福祉関係機関との調

整・支援を行った場合、評価において事前の

計画やマニュアルに沿って問題なく対応でき

たと回答した割合が 100.0%（n=21, 行わなか

った場合は 15.8%）と有意に高かった（fisher
の検定, p < .05）。 

さらに、警戒期において緊急対応のための

職員配置を行った場合、保健医療活動調整の

ための部屋（本部室）を設置した割合が 16.7%
（n=15, 行わなかった場合は 100.0%）と有意

に低かった（fisher の検定, p < .05）。 
(3) 状況把握による影響 

a) 情報収集による影響 

情報収集による影響について以下に示す。 
県型保健所では、状況把握においてＥＭＩ

Ｓを利用した場合、収集した情報を数量的に

集計した割合が 81.2%（n=19, 利用しなかっ

た場合は 0.0%）、メールによる連絡を行った

場合、応援要請の検討に情報を活用した割合

が 100.0%（n=19, 行わなかった場合は 57.1%）、

被災地の巡回を行った場合、医師会の支援を

受けた割合が 63.6%（n=20, 行わなかった場

合は 11.1%）、連絡員の派遣を行った場合、

市町村社協の支援を受けた割合が 37.5%
（n=20, 行わなかった場合は 0.0%）と有意に

高かった（いずれも fisher の検定, p < .05）。 
また、ＬＩＮＥ等のＳＮＳによる連絡を行

った場合、災害医療コーディネーターの支援

を受けた割合が 100.0%（n=20, 行わなかった

場合は 17.6%）と有意に高く、一方でＤＭＡ

Ｔの支援を受けた割合が 0.0%（n=20, 行わな

かった場合は 70.6%）と有意に低かった。 
さらに、被災地の巡回を行った場合、評価

において人員確保を問題なく実施できたと回

答した割合が 72.7%（n=20, 行わなかった場

合は 0.0%, fisher の検定, p < .01）、防災無線

による連絡を行った場合、評価において人員

確保を問題なく実施できたと回答した割合が

100.0%（n=20, 行わなかった場合は 29.4%, 
fisher の検定, p < .05）と有意に高かった。 

加えて、ＥＭＩＳを利用した場合、受入れ

た支援組織の種類が平均 7.1（n=21, 利用しな

かった場合は平均 2.8）と有意に多く（t(18.9) 
= 3.29, p < .01）、衛星電話による連絡を行っ

た場合、受入れた支援組織の種類は平均 3.5
（n=21, 行わなかった場合は平均 6.5）と有意

に少なかった（t(15.4) = -2.42, p < .05）。 
b) 情報分析による影響 

次に、情報分析による影響を以下に示す。 
県型保健所では、収集した情報を数量的に

集計した場合、評価において人員確保を問題

なく実施できたと回答した割合が 53.8%
（n=19, しなかった場合は 0.0%）、収集した

情報をマップに表示した場合、被災地内の人

員配置の検討に情報を活用した割合が 75.0%
（n=17, しなかった場合は 7.7%）と、有意に

高かった（いずれも fisher の検定, p < .05）。 
c) 情報活用による影響 
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次に、情報活用による影響を以下に示す。 
被災地内の人員配置の検討に情報を活用し

た場合、評価において活動チームの撤退・終

了を問題なく実施できたと回答した割合が

66.7%（n=12, しなかった場合は 0.0%）、被

災地内の物資配分の検討に情報を活用した場

合、評価において人員確保を問題なく実施で

きたと回答した割合が 100.0%（n=18, しなか

った場合は 26.7%）と有意に高かった（いず

れも fisher の検定, p < .05）。 
(4) 活動調整による影響 

県型保健所では、保健医療調整本部を設置

した場合、日赤救護班の支援を受けた割合が

45.5%（n=20, 設置しなかった場合は 0.0%）

と有意に高く、一方、ＤＭＡＴの支援を受け

た割合は 36.4%（n=20, 設置しなかった場合

は 88.9%）と有意に低かった（いずれも fisher
の検定, p < .05）。そのうち、本部会議等を開

催した場合、災害医療コーディネーターの支

援を受けた割合が 83.3%（開催しなかった場

合は 0.0%）、医師会の支援を受けた割合が

83.3%（開催しなかった場合は 0.0%）、日赤

救護班の支援を受けた割合が 83.3%（開催し

なかった場合は 0.0%）と有意に高かった（い

ずれも fisher の検定, n=11, p < .05）。 
また、医師会の支援を受けた場合、評価に

おいて県保健医療部局との連携を問題なく実

施できたと回答した割合が 62.5%（n=18, 受
けなかった場合は 10.0%）、歯科医師会の支

援を受けた場合、評価において県保健医療部

局との連携を問題なく実施できたと回答した

割合が 80.0%（n=18, 受けなかった場合は

15.4%）、ＪＭＡＴの支援を受けた場合、評

価において市町村との連携を問題なく実施で

きたと回答した割合が 100.0%（n=19, 受けな

かった場合は 42.9%）と有意に高かった（い

ずれも fisher の検定, p < .05）。 
 

３．市町村における影響の分析結果 

保健所設置市を含む市町村の保健医療調整

に見られた影響は、以下の通りであった。 

(1) 災害状況による影響 

市町村（保健所設置市含む）では、災害に

よる十万人あたりの人的被害が 0.5 人より多

かった場合、収集した情報を数量的に集計し

た割合が 92.9%（n=31, 0.5 人以下だった場合

は 47.1%, χ2(1) = 5.42, p < .05）、医師会の支援

を受けた割合が 46.7%（n=31, 0.5 人以下だっ

た場合は 6.2%, fisher の検定, p < .05）、歯科

医師会の支援を受けた割合が 26.7%（n=31, 
0.5 人以下だった場合は 0.0%, fisher の検定, p 
< .05）、薬剤師会の支援を受けた割合が 26.7%
（n=31, 0.5 人以下だった場合は 0.0%, fisher
の検定, p < .05）、市町村社協の支援を受けた

割合が 60.0%（n=31, 0.5 人以下だった場合は

18.8%, χ2(1) = 3.95, p < .05）、相互応援協定に

基づく支援を受けた割合が 40.0%（n=31, 0.5
人以下だった場合は 0.0%. fisher の検定, p 
< .01）、企業による支援を受けた割合が 31.2%
（n=39, 0.5 人以下だった場合は 4.3%, fisher
の検定, p < .05）と、有意に高かった。また、

活動において受入れた支援組織の種類も平均

3.4（n=141, 0.5 人以下だった場合は平均 0.6）
と有意に多かった（t(29.5) = 3.50, p < .01）。 

また、災害による千世帯あたりの住家被害

が 0.5 棟より多かった場合、状況把握におい

て利用した情報収集手段の種類は平均 2.0
（n=141, 0.5 棟以下だった場合は 0.0, t(6.0) = 
4.10, p < .01）、活動において受入れた支援組

織の種類は平均 1.7（0.5 棟以下だった場合は

0.2, t(124.5) = 4.45, p < .01）と有意に多かった。 
さらに、災害による氾濫発生情報が発表さ

れた場合、活動において歯科医師会の支援を

受けた割合が 50.0%（n=31, 発表されなかっ

た場合は 4.0%）、薬剤師会の支援を受けた割

合が 50.0%（n=31, 発表されなかった場合は

4.0%）、ＤＰＡＴの支援を受けた割合が 33.3%
（n=31, 発表されなかった場合は 0.0%）と有

意に高かった（いずれも fisher の検定, p < .05）。 
(2) 警戒期の対応による影響 

市町村（保健所設置市含む）では、警戒期

において警戒本部の設置・会議開催を行った
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場合、保健医療調整本部を設置した割合が

38.1%（n=141, 行わなかった場合は 7.5%）と

有意に高かった（fisher の検定, p < .01）。 
また、警戒期において避難行動要支援者の

支援を行った場合、応援要請の検討に情報を

活用した割合が 75.0%（n=30, 行わなかった

場合は 31.8%, fisher の検定, p < .05）、被災地

内の物資配分の検討に情報を活用した割合が

87.5%（n=30, 行わなかった場合は 27.3%, 
fisher の検定, p < .01）と有意に高かった。 

さらに、警戒期において福祉避難所の開設

を行った場合、保健師チームの支援を受けた

割合が 66.7%（n=31, 行わなかった場合は

3.6%）、評価において活動チームとの連携に

課題があった、または連携できなかったと回

答した割合が 100.0%（n=10, 行った場合は

0.0%）と、有意に高かった（いずれも fisher
の検定, p < .05）。 
(3) 状況把握による影響 

市町村（保健所設置市含む）では、状況把

握において収集した情報を数量的に集計した

場合、活動において市町村社協の支援を受け

た割合が 55.6%（n=26, しなかった場合は

0.0%）と有意に高く（fisher の検定, p < .01）、
受入れた支援組織の種類も平均 5.0（n=31, し
なかった場合は平均 2.7）と有意に多かった

（t(26.9) = 2.97, p < .01）。また、収集した情

報をマップに表示した場合、評価において事

前の研修や訓練に課題があったと回答した割

合が 100.0%（n=18, しなかった場合は 50.0%, 
fisher の検定, p < .05）と有意に高かった。 

また、応援要請の要否の検討に情報を活用

した場合、災害医療コーディネーターの支援

を受けた割合が 41.7%（n=25, しなかった場

合は 0.0%, fisher の検定, p < .05）、医師会の

支援を受けた割合が 58.3%（n=25, しなかっ

た場合は 0.0%, fisher の検定, p < .01）、看護

協会の支援を受けた割合が 33.3%（n=25, し
なかった場合は 0.0%, fisherの検定, p < .05）、
ＤＭＡＴの支援を受けた割合が 66.7%（n=25, 
しなかった場合は 0.0%, fisherの検定, p < .01）、

評価において活動チームの撤退・終了を問題

なく実施できたと回答した割合が 54.5%
（n=20, しなかった場合は 0.0%, fisherの検定, 
p < .05）と有意に高かった。さらに、事前の

研修や訓練の効果があったと回答した割合が

76.9%（n=30, しなかった場合は 29.4%）と有

意に高かった（χ2(1) = 4.89, p < .05）。保健所

設置市による「効果的だった研修や訓練」の

自由回答の内訳は、保健医療調整本部の設置

や調整会議の運営、ＥＭＩＳやクロノロ等の

医療機関との情報連絡・活用研修、等があっ

た。一般市町村では、情報伝達、要配慮者対

応、避難所運営、保健所との連携等に関する

研修や訓練があった。加えて、活動において

受入れた支援組織の種類は平均 6.4（n=30, し
なかった場合は 2.6）と有意に多かった

（t(13.0) = 3.83, p < .01）。 
さらに、被災地内の人員配置の検討に収集

した情報を活用した場合、活動において他の

関係機関の支援を受けた割合が 61.5%（n=25, 
しなかった場合は 0.0%）と有意に高かった

（fisher の検定, p < .01）。市町村による「他

の関係機関」の自由回答の内訳は、市立病院、

近隣市町村、県広域振興局、県保健所、栄養

士会、日赤こころのケアチーム、等があった。 
(4) 活動調整による影響 

市町村（保健所設置市含む）では、保健医

療調整本部を設置した場合、災害医療コーデ

ィネーターの支援を受けた割合が 44.4%
（n=31, 設置しなかった場合は 9.1%, fisherの
検定, p < .05）、県型保健所からの連絡員を受

入れた場合、保健師チームの支援を受けた割

合が 100.0%（n=7, 受入れなかった場合は

0.0%, fisher の検定, p < .05）、災害医療コーデ

ィネーターの支援を受けた場合、評価におい

て事前の研修や訓練に効果があったと回答し

た割合が 100.0%（n=30, 受けなかった場合は

45.8%, fisher の検定, p < .05）、医師会の支援

を受けた場合、評価において事前の研修や訓

練の効果があったと回答した割合が 100.0%
（n=30, 受けなかった場合は 40.9%, fisher の
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検定, p < .01）、看護協会の支援を受けた場合、

評価において県型保健所との連携を問題なく

実施できたと回答した割合が 100.0%（n=25, 
受けなかった場合は 36.8%, fisher の検定, p 
< .05）と有意に高かった。 
Ｄ．結論と今後の展望 

災害状況に注目すると、状況把握や活動調

整に対する影響はあるが、活動評価に対する

影響は見られなかった。いずれの組織におい

ても、一定数の人的被害や住家被害が発生す

ると状況把握や活動調整が活発化していた。

さらに氾濫発生情報が発表された地域では、

市町村で歯科医師会、薬剤師会、ＤＰＡＴ等

の受入れ割合が高いことから、各分野の活動

が発生していたと考えられる。また、県型保

健所に保健医療調整本部が設置される割合が

高いことから、これらの各分野の活動を調整

する必要性が高まったと考えられる。 

市町村の警戒期の対応では、避難行動要支

援者の対応や警戒本部の設置、およびこれら

に係る事前の準備や関係性が、その後の状況

把握や調整活動の体制構築を円滑にしたと考

えられる。一方、警戒期における福祉避難所

のあり方や、警戒から対応への体制移行にお

ける連携調整が共通的な課題と言える。 

県型保健所の警戒期の対応では、実行性あ

る計画やマニュアルの準備が警戒期の医療・

福祉関係機関との連携に影響し、その後の情

報収集や分析を円滑に行えたと考えられる。

一方、警戒期における緊急の職員配置は本部

室の設置に負の影響があった。これは、災害

時の職員配置の準備が出来ていた保健所では

保健医療調整を災害対策本部内で行えた可能

性や、保健医療に係る支援組織の受入れを平

時の執務室等で行えた可能性がある。 

状況把握に注目すると、市町村では事前の

研修や訓練により収集した情報の数量的集計

や応援要請への活用が促進され、その結果と

して受け入れた支援組織が多く、特に災害医

療コーディネーター、医師会、看護協会等の

支援を受けた割合が高かったこと、活動チー

ムの撤退・終了を問題なく実施できた割合が

高かったことから、急性期以降への体制移行

が円滑に行えたと考えられる。一方、収集し

た情報のマップ表示を行ったことにより事前

の研修や訓練の課題認識が高まっていること

から、災害情報に関する研修や訓練では地図

活用が促進されていない可能性がある。 

県型保健所の状況把握では、ＥＭＩＳによ

る情報収集が情報の数量的な集計を促進し、

支援組織が増えた。さらに、ＥＭＩＳやその

他の各種手段による情報収集、収集した情報

の数量的集計やマップ表示により、人員確保

を円滑に行えたと考えられる。また、地域内

の人員配置の検討に情報を活用することで、

活動チームの撤退・終了が円滑に行われた。 

活動調整においては、県型保健所から市町

村への連絡員派遣により保健師チームの応援

受援が促進される、県保健医療部局と県型保

健所の連携により医師会や歯科医師会の応援

受援が促進される、等、個別具体的な影響が

散見された。 

以上から、令和元年の一連の風水害におけ

る保健医療調整について、今後の保健医療調

整本部の在り方を考える上で重要な示唆を得

ることができた。今後、研究班の提言のとり

まとめに際し、より詳細に把握すべき事項を

特定し、必要な調査分析等を行っていきたい。 

 

Ｅ．研究発表 

１．論文発表 
 特になし 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 
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参考資料：調査項目の説明と集計結果 

 

１ 災害状況に関する項目 

 十万人あたり人的被害は，各都道府県による死者，行方不明者，重傷者，軽傷者の報告数の合計
を，住民基本台帳による平成 31 年 1 月時点の人口総数で除した値を用いた。 

 千世帯あたり住家被害は，各都道府県による全壊，大規模半壊，半壊，一部損壊，床上浸水，床下
浸水の報告数の合計を，住民基本台帳による平成 31 年 1 月時点の世帯総数で除した値を用いた。 

 氾濫発生情報は，気象庁防災情報 XMLによる指定河川洪水予報（VXKOii）の「氾濫発生情報」該
が該当期間中に発表された地域とした。 

   
最小値 中央値 平均値 最大値 

十万人あたり 

人的被害（人） 

都道府県（n=8） 0.00 0.53 0.77 2.78 

県型保健所（n=53） 0.00 0.40 1.38 8.39 

市町村（n=141） 0.00 0.00 1.14 25.40 

千世帯あたり 

住家被害（棟） 

都道府県（n=8） 0.14 2.35 5.74 19.98 

県型保健所（n=53） 0.00 1.90 13.97 143.27 

市町村（n=141） 0.00 1.37 15.27 286.55 
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２ 警戒期の対応 

 警戒期に行った対応について，質問紙調査で次の質問を行った。 

気象庁等が行う気象予報の発信（記者会見等）から災害発生までのリードタイム（警戒期）におい
て，貴自治体の保健医療部局（または貴保健所）が行った対応はありますか？（複数回答可） 

１．警戒本部の設置に伴う連絡調整  ２．緊急対応用の職員の配置 
３．市町村等との調整・支援     ４．医療機関との調整・支援 
５．福祉関係機関との調整・支援   ６．その他（                   ） 
７．特にない 
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３ 状況把握 

 災害発生後の状況把握について，質問紙調査で次の質問を行った。 

災害発生直後からの情報収集において、次のことを利用しましたか。（複数回答可） 

１．EMIS  ２．EMIS以外の情報システム（名称：                   ） 
３．被災地の巡回  ４．連絡員の派遣  ５．電話による連絡  ６．衛星電話による連絡 
７．防災無線による連絡  ８．メールによる連絡  ９．LINE 等の SNS による連絡 
10．その他（                                     ） 

 

収集した情報について、次のような分析を行いましたか。（複数回答可） 

１．数量的に集計した  ２．マップに表示した 
３．その他（                                    ） 

 

収集した情報について、次のような意思決定に活用しましたか。（複数回答可） 

１．支援チーム応援派遣の要請の要否 ２．被災地内の人員配置  ３．被災地内の物資の配分 
４．その他（                                    ） 
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４ 活動調整 

 災害発生後の保健医療活動の調整について，質問紙調査で次の質問を行った。 

以下に示す関係機関や活動チームから、貴自治体の本部や会議への参加、被災地での活動等の協力や
支援を受けましたか。※電話等による照会や各機関内での対応活動のみの場合は含みません。 

（複数回答可） 

１．災害医療コーディネーター  ２．管轄内の医師会  ３．管轄内の歯科医師会 
４．管轄内の薬剤師会  ５．管轄内の看護協会  ６．都道府県社会福祉協議会 
７．管轄内の区市町村社会福祉協議会  ８．管轄内の地域包括支援センター  ９．DMAT 
10．JMAT  11．日本赤十字社救護班  12．国立病院機構医療班  13．歯科医師チーム 
14．薬剤師チーム  15．看護師チーム  16．保健師チーム  17．DHEAT  18．DPAT 
19．JDA-DAT  20．JRAT  21．DWAT  22．DCAT  23．JVOAD 
24．総務省対口支援による応援職員  25．他の相互応援協定や要請による応援職員 
26．他の管轄内の関係機関（                             ） 
27．管轄外の関係機関（                               ） 
28．その他（                                    ） 
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保健医療関係について企業の協力や支援を受けましたか。（業務委託による活動を含む） 

（○はひとつ） 

１．はい  ２．いいえ 

 

貴庁には保健医療調整本部、またはそれに代わる組織は設置されましたか。（○はひとつ） 

１．はい  ２．いいえ 

 

保健医療調整本部会議や地域災害医療対策会議等の保健医療に関する関係機関を含めた合同会議を開
催しましたか。なお、回数には、課内の打合せ等は含みません。（○はひとつ） 

１．はい  ２．いいえ 

 

保健医療調整本部のための部屋（＝本部室）を設置しましたか。（○はひとつ） 

１．はい  ２．いいえ 
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５ 評価 

 災害対応の評価（事前の準備）について，質問紙調査で次の質問を行った。 

事前に策定していた地域防災計画や災害時保健医療活動マニュアル等にしたがって、実際の災害対応
を実施できましたか。（○はひとつ） 

１．問題なく実施できた ２．実施できたが課題あり ３．実施できなかった 
４．地域防災計画や災害時保健医療活動マニュアル等を策定していない 

 

事前の研修や訓練は、実際の災害対応において効果がありましたか。（○はひとつ） 

１．効果があった ２．効果があったが課題あり ３．効果がなかった 
４．事前の研修や訓練は実施していない 

 

普段から要支援者の安否確認の方法や要支援者リストの関係機関との共有などの準備を行っていまし
たか。（○はひとつ） 

１．行なっていた   ２．特に行っていない 
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 災害対応の評価（組織間の連携）について，質問紙調査で次の質問を行った。 

災害対策本部（防災部局）との連携や調整はいかがでしたか。（○はひとつ） 

１．問題なく連携・調整できた ２．連携・調整できたが課題あり ３．連携・調整できなかった 
４．必要なかった 

 

福祉部局との連携や調整はいかがでしたか。（○はひとつ） 

１．問題なく連携・調整できた ２．連携・調整できたが課題あり ３．連携・調整できなかった 
４．必要なかった 

 

保健医療活動に関係する上記以外の複数の課（または部）の間の連携や調整はいかがでしたか。（○
はひとつ） 

１．問題なく連携・調整できた ２．連携・調整できたが課題あり ３．連携・調整できなかった 
４．必要なかった 

 

県型保健所との連携や調整はいかがでしたか。（○はひとつ） 

１．問題なく連携・調整できた ２．連携・調整できたが課題あり ３．連携・調整できなかった 
４．必要なかった 
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都道府県の保健医療部局（または保健医療調整本部）との連携や調整はいかがでしたか。 

（○はひとつ） 

１．問題なく連携・調整できた ２．連携・調整できたが課題あり ３．連携・調整できなかった 
４．必要なかった 

 

保健所設置市との連携や調整はいかがでしたか。（○はひとつ） 

１．問題なく連携・調整できた ２．連携・調整できたが課題あり ３．連携・調整できなかった 
４．必要なかった ５．保健所設置市はない 

 

管内の市町村との連携や調整はいかがでしたか。（○はひとつ） 

１．問題なく連携・調整できた ２．連携・調整できたが課題あり ３．連携・調整できなかった 
４．必要なかった 

 

活動チーム（依頼文書参照）との連携や調整はいかがでしたか。（○はひとつ） 

１．問題なく連携・調整できた ２．連携・調整できたが課題あり ３．連携・調整できなかった 
４．必要なかった 

 

※ 質問紙調査の依頼文には以下の用語の説明を掲載した。 

活動チーム 

前述の平成２９年７月５日付・科発０７０５第３号他連名通知において、「保健医療活動チー

ム：災害派遣医療チーム（DMAT）、日本医師会災害医療チーム（JMAT）、日本赤十字社の救護班、独

立行政法人国立病院機構の医療班、歯科医師チーム、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チー
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ム、管理栄養士チーム、災害派遣精神医療チーム（DPAT）その他の災害対策に係る保健医療活動を

行うチーム」とある。本調査では、これに沿って、これらのチーム及びそれに準じるチーム等を

「保健医療活動チーム」または単に「活動チーム」と呼称する。 

厚生労働省や他の府省庁、国の機関等との連携や調整はいかがでしたか。（○はひとつ） 

１．問題なく連携・調整できた ２．連携・調整できたが課題あり ３．連携・調整できなかった 
４．必要なかった 

 

災害対応に必要な人員の確保・支援は不足なく行えましたか。（○はひとつ） 

１．問題なく実施できた ２．実施できたが課題あり ３．実施できなかった ４．必要なかった 

 

避難所などの現地で必要な物資や資機材の確保や供給は適切に行えましたか。（○はひとつ） 

１．問題なく実施できた ２．実施できたが課題あり ３．実施できなかった ４．必要なかった 

 

活動チームの撤退や本部体制の移行・終了は円滑に行えましたか。（○はひとつ） 

１．問題なく実施できた ２．実施できたが課題あり ３．実施できなかった ４．必要なかった 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）  
分担研究報告書  

 
産学民官の連携に関する調査 

 
研究分担者    菅磨志保（関西大学社会安全学部 准教授） 

研究協力者  坪井塑太郎（人と防災未来センター リサーチフェロー） 

研究協力者  山本千恵（(一財)ダイバーシティ研究所 副代表理事） 

研究協力者  田村太郎（(一財)ダイバーシティ研究所 代表理事） 

研究協力者  浦野 愛（(認活)レスキューストックヤード 常務理事） 

研究協力者  園崎秀治（(特活)JVOAD シニア・コンサルタント） 

 
研究要旨： 

本研究分担班では、災害時要配慮者を支援対象としながらも、保健医療調整本部との接

点が薄かった［1］民間の多様な主体の連携に基づく支援体制や［2］福祉系専門職による

支援体制の実態を把握すると共に、従来の被災者支援制度の限界を補完する試みとして注

目されている［3］災害ケースマネジメント(DCM)の可能性と課題を検討した。調査は感染

症拡大防止の観点から、現地調査の一部をオンライン化したり、社会統計･支援活動記録等

の資料分析等の手法も導入して実施した。特に GIS による空間分析は DCM の諸側面を｢面

で｣把握することを可能にし、従前の備えや応急対応から復興支援への移行過程に必要な支

援に関する有用な知見が得られた。今後は［3］に関する調査結果等の再分析を通じて、被

害と支援需要に影響を与える要素を抽出し、事前の支援需要推計の検討につなぎたい。  
 
Ａ．研究目的 

災害時は、日常的に保健･医療･福祉サービ

スを受けている人達だけでなく、被災により、

または劣悪な環境の被災生活によって、新た

に要援護状態に陥る人たちが急増する。こう

した人達を発見し、支援につないでいくため

には、保健医療分野に限定せず、分野やセク

ターを超えた連携が必要になる。 
本研究分担班では､災害時に要援護状態に

陥る人達を支援対象としながらも、災害救助

法の枠組の外で構築されてきた（保健医療調

整本部との接点が薄かった）［1］民間の多様

な主体の連携に基づく支援体制や［2］福祉系

専門職の応援派遣体制の実態を把握するとと

もに、従来の被災者支援制度の限界を補完す

る試みとして近年注目されている［3］「災害

ケースマネジメント（DCM）」の考え方に基

づく被災者支援体制の可能性と課題を検討し、

中長期的な視点から、多様な主体の連携に基

づく効果的な被災者支援体制の在り方を明ら

かにすることを目指してきた。 
2019 年度に実施した研究課題［1］［2］に

関する調査では、関係機関からの情報収集や

質問紙調査を通じて、支援体制が構築されて

きた経緯とその全体像を把握することを試み

た。その結果、東日本大震災以降、官民が災

害情報を共有しながら被災者を支援する連携

体制が整えられてきたこと、また災害福祉支

援の分野では、多様な専門職が個別に応援派

遣体制を構築してきたこと等が把握されたが、

同時にこれらの活動や体制は、災害救助法の

枠の外で、要請ではなく支援団体独自の判断

に基づいて行われているケースが多く、保

健・医療分野の救援活動と十分な連携・調整

が取られていないことが課題として把握され

た。 

研究課題［3］では、専門家からの情報収集

および先行事例の調査を行った。その結果、
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DCM を実際に進めていくためには、①従前

の人口構成に基づく支援需要の推計と地域資

源を踏まえたニーズアセスメントを行ってお

くこと、②災害後は面的にニーズを把握する

こと、③世帯単位で支援内容を管理する手法

を確立させることなどが課題として把握され

た。 
2020 年度調査では、これらの課題を掘り下

げる形で、また調査の視点も、支援体制全体

の把握から市町村の被災現場に移し、被害の

実態・生じた支援需要・支援需要に対する対

応がどのように行われたのか、その一連のメ

カニズムとプロセスを明らかにすることを目

指した。またその際、被害や支援需要がどの

ように配置されているのかを地理空間上で把

握することも試みた（それぞれの調査概要は、

次節で述べる）。 
なお、2020 年度調査の多くは、市町村域を

対象に設定して実施したが、市町村レベルの

メカニズムを明らかにすることで、市町村支

援を行う都道府県域の保健医療支援体制づく

りに有用な知見を提供することも念頭におい

て実施した。 
 

Ｂ．研究方法 

2020 年度は Covid-19 の感染拡大の影響を

受け、現地調査の実施に大きな制約がかかっ

たため、当初の計画を一部変更し、オンライ

ン調査の手法を導入したり、社会統計・支援

活動記録等の二次資料分析の手法を導入する

などして、調査目的の達成に努めた。 
以下、今年度実施した３つの主要な調査事

例の概要と研究方法について述べる。 
 

１．大阪府北部地震における茨木市の災害脆

弱性と建物被害、支援需要の発生と対応状

況に関する地理空間分析（研究課題［1］） 
2018 年 6 月 18 日に発生した大阪府北部地

震では、最大震度が 6 弱であったため、大規

模な建物倒壊は生じなかった。しかし、屋根

瓦の損壊を中心とする一部損壊の被害は 5 万

件以上に達した。避難所は早期に解消された

が、一部損壊家屋への公的支援は薄く、在宅

避難者の支援需要の把握と対応が課題となっ

た。 
これらの課題に対し茨木市の社会福祉協議

会（社協）では、開設した災害ボランティア

センター（VC）において、屋根にブルーシー

トを張る技術を持つ NPO との連携体制を構

築し、潜在的ニーズを把握するローラー調査、

福祉専門職による生活実態調査の支援等も行

ってきた。また茨木市社協では、災害前から

概ね小学校区の範域ごとに担当者を置いて地

域福祉活動事業を実施しており、従前の地域

状況を踏まえた災害支援の調整も行っていた。 
当初は、自治会等の住民組織を対象に、専

門的技能を提供した NPO、社協の災害 VC、
住民組織が、被災現場でどのように連携しな

がら具体的なニーズに対応していたのかを把

握する訪問聴取調査を予定していた。しかし、

感染症拡大により現地調査が困難になったた

め、関係機関から被害や支援需要に関する記

録等の収集に力を入れ、これらの資料を中心

に分析を行った。 
具体的には、茨木市域全体の中で、①どん

な建物被害が・どこで発生していたのか、②

どのような支援需要がいつ・どの地域で・ど

のくらい発生していたのか、これらを把握す

ることと併せて、③こうした被害と支援需要

の発生に影響を与えると考えられる地域社会

の人口構造（高齢化率・単身世帯率・持ち家

率等）を災害脆弱性変数とし、①②の変数と

の関係を地理情報システム（GIS：Geographic 
Information System）により分析した。 

分析に使った資料の変数化と分析手続きは、

以下の通り。 
①建物被害データ：茨木市総務部危機管理課

の協力により「罹災台帳」から被災建物の

位置・築年数・構造等に関する情報の提供

を受けた。データの提供に際しては、茨木

市に利用目的・範囲等を記した依頼文書を
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提出し、許可を得た後、個人が特定できな

い形に処理してもらった上で、受け取った。 
②支援依頼に関するデータ：茨木市社協の協

力を得て災害 VC の支援依頼と支援活動の

記録から、支援依頼が出された年月日・住

所、支援依頼内容（a ブルーシート張り／b
屋内片づけ／c 屋外の廃棄物撤去／d その

他）、支援活動に必要人数などに関する情

報の提供を受けた（発災から約 5 か月間の

支援依頼 2,192 件分）。またデータの授受

に際しては、①同様の手続きを、茨木市社

協との間で交わした。 
③災害脆弱性の指標となる高齢化率・単身世

帯率等の変数：2015 年国勢調査の小地域集

計結果と 5 次メッシュデータ（250mMESH）

を用いて作成した。 
分析に際しては、①②は住所情報を緯度経

度情報に変換した後、統計処理（町丁目単位

の世帯数を母数とした被害率・支援需要率等）

を行い、③の災害脆弱性変数と共に、GIS を

使って空間統計分析を行った。 
 

２．令和 2 年 7 月豪雨災害・熊本県人吉市･

八代市坂本町における被災者生活実態調

査：「災害ケースマネジメント」につなぐ

アセスメント調査の可能性と課題 
（研究課題［2］［3］） 
2020 年 7 月 3～8 日、活発に活動する梅雨

前線が、西日本から東日本にかけて停滞し、

各地で記録的な大雨を降らせた。特に熊本

県南部・球磨川流域の人吉市・八代市では

10m 近い浸水が発生した。 
本調査では、他地域と比べて被害規模が

大きく、長期の避難生活が予想される人吉

市・八代市を対象に、生活再建支援施策の

立案や、地域支え合いセンターによる支援

活動に必要な基礎的データの収集を目的と

する被災者生活実態調査を行った。 
具体的には、人吉市と八代市からの委託

調査という形で、「災害ケースマネジメント」

の考え方に基づく世帯別の生活課題の把握と

それらの積み上げによって支援の総量を算出

するための調査票（表３：アセスメントシー

ト）を作成し、主に在宅避難者を対象にした

調査を実施した。また、実施に際しては、関

西大学社会安全学部研究倫理委員会の倫理審

査を受け「承認」の回答を得ていることも付

記しておく（審査番号：20-009）。 
ここで本調査が基づいている「災害ケース

マネジメント」の考え方と、この考え方に基

づく調査の方法について解説を行っておく。 
現行の被災者支援は、避難所への収容を中

心としており、支援内容も住家被害判定のみ

に基づいて決められているため、家屋被害が

ない「被災による生活状況の変化に伴う問題」

の解決につながり難いことが問題視されてき

た。「災害ケースマネジメント」は、こうし

た問題を乗り越える試みとして、東日本大震

災後、自治体と NPO が連携して、各種福祉サ

ービスと被災者支援を組み合わせ、個々の被

災者ニーズ（ケース）に対応した実践から生

まれた手法であり、近年、特に生活再建期の

支援方策として被災自治体に取り入れられる

ようになってきている。 
「災害ケースマネジメント」では、住戸の

再建状況を中心とした住まいの支援ニーズの

多寡と、健康や就業状況の変化など生活の支

援ニーズの多寡という２つの指標を設定し、

この２つを軸とする下の図１のような 4 象限 

図１：住まいの再建と生活再建の二軸で分類 

した災害ケースマネジメントの概念 
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（住まい・生活支援いずれも支援が必要/いず

れかの支援が必要/いずれの支援も不要）に、

調査対象世帯を分類することで、効率的かつ

抜け漏れのない世帯毎の支援計画づくりにつ

なげることをねらいとしている。 
本調査では、世帯単位の生活実態の把握を

通じて、生活再建期に必要な支援の総量を把

握することを目的としていたため（【資料 5】
参照）、被災者の生活課題が避難所等での「生

活の維持」から仮設住宅等での「生活の再建」

に移行する発災後 2～3 か月の時期（9/5-10/31
の期間の土日を中心とする 18 日間）に、ソー

シャルワークの知識等を有する調査員･サポ

ート調査員の協力を得て構造化面接調査の方

法で実施した。 
調査は、被災世帯からの申請のみでは把握

できない世帯のニーズを把握するため、方法

論として「アウトリーチ」で行うことが求め

られるが、感染症拡大の影響を受け、調査員

の確保や訪問調査に限界があったため、オン

ライン入力などの方法も併用して実施した。 

調査の対象と方法、調査票（アセスメント

シート）の主な内容を表１と２に示す。 

 
表１：調査の対象と方法 
調査対象 ･人吉市：8 月末時点の罹災証明

半壊以上の世帯 2,190 世帯(*1) 
（人吉市人口：4,388 人） 
･八代市坂本町：当該地区の全

世帯 1,505 世帯(*2) 
（八代市人口：3,202 人） 
 

調査方法 
 

（右記①②

③の方法

で実施） 

 

 

①調査対象者本人が, タブレッ

ト等の端末から質問紙と同

一の入力フォームを経由し

て電磁機的記録により記入 
②必要に応じて, 調査員がフォ

ームへの入力を支援 
③調査員が訪問し, 質問紙を使

って面接調査を行った後, 電
磁機的記録により記録 

（*1）調査実施過程で変更が加わった。詳細は調査

結果（C の 2.）を参照 

（*2）世帯･人口は 2015 年国勢調査より 

表 2：調査票（アセスメントシート）の内容 
1． 
世帯情報 

住所,世帯構成,要援護情報（介

護,障害,子ども,外国人等） 
2． 
家屋情報 

家屋種・築年数,被災状況,り災

証明,今後の意向 
3． 
避難情報 

避難時期,方法,避難先,今後の見

通し 
4． 
健康情報 

被災前,発災直後,現在,通院・介

護ケアの状況,今後の方針 
5． 
生活情報 

収入,移動,買い物,通勤・通学,食
事 

6． 
支援情報 

情報入手方法,支援履歴,相談相

手,不安,今後の見通し 
 

３．鳥取県中部地震における鳥取県版「災害

ケースマネジメント」事業の検証に向けた

調査：条例に基づく支援制度を利用した生

活再建プロセスの把握（研究課題［3］） 
2016 年 10 月 21 日に発生した鳥取県中部地

震は、最大震度が 6 弱であり、15,000 件以上

の一部損壊の家屋被害が発生した。鳥取県は、

2000 年の鳥取県西部地震後に創設した住宅

再建支援に関する条例を適用し、一部損壊で

も修繕費用を支給することを決定した。さら

に鳥取県は、地震から 2 年後に、防災と危機

管理に関する条例に生活復興事業を推進する

体制を整備することを追加した。これにより、

家屋の改修だけでなく、生活・福祉に関わる

問題にもワンストップで被災者に対応する体

制が整えられることになり、全国で初めて「災

害ケースマネジメント（DCM）」が条例化さ

れた事例となった（【資料 8】参照）。 
本調査は、この鳥取県版 DCM の運営を鳥

取県から受託している（公財）とっとり県民

活動活性化センター・震災復興活動支援セン

ター（以下センター）からの依頼を受ける形

で、DCM の検証事業（5 年を迎える 2022 年

に実施予定）の準備作業として実施した。 
まず、支援活動記録（「生活復興プラン」

等）に基づいて、全支援対象 140 世帯の属性・

支援内容を分類・整理し、その結果の一部を

地理空間上で可視化した。また支援対象世帯

を前述の図１の概念図に基づいて４つに類型
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化し、各類型の中で典型的な事例を抽出して

受けた支援に関する聴取調査を行った。 
但し、感染症拡大の影響を受け、鳥取県に

移動して訪問調査を行うことが難しくなった

ため、支援活動記録を利用した二次資料分析

を中心に据えて行った。また、DCM 利用者

への訪問調査も、調査票をセンター職員に託

けて実施してもらい、許可が得られた世帯に

おいて、オンラインで参加させてもらった。 
なお、本調査は、震災復興活動支援センタ

ーと共同で実施し、分担研究班はデータの分

析を主に担当した。データの利用に際しては、

センターに利用目的・範囲等を記した依頼文

書を提出し、許可を得た後、個人が特定でき

ない形に処理をしてもらった上で、受け取っ

た。分析に用いた主なデータとその分析の手

続きは、次の通りである。 
①支援活動記録を使った地理空間分析： 
・センター職員に「生活復興プラン」等の支

援活動記録に基づいて、全支援対象 140 世

帯の属性情報（世帯員数・世帯員の年齢・

建物被害の状況・支援に至った経緯・支援

内容等）をカテゴリカルデータに分類し、

さらに個人を特定できないように処理をし

た（氏名を削除して ID を付した）データ

を Excel に入力してもらった。 
・他の災害事例との比較を可能にするために

前述の２．の調査で掲示した図１（災害ケ

ースマネジメントに基づく世帯分類）と同

じ枠組を使って、センター職員に、支援内

容/支援コストの観点から、支援対象 140 世

帯を 4 段階で評価してもらい、その結果を

4 象限に分類した（【資料 12】参照）。 
・これら対象世帯の諸属性や支援/コストの評

価結果などの変数を、GIS を使って空間統

計分析を行った。 
②復興支援過程の分析： 
・上記①で、支援内容/コストの観点から４つ

に分類した世帯類型の中で、比較的支援コ

ストが高かった２つの類型から、典型的な

事例を抽出し、その中で調査への協力を承

諾してくれた数世帯に対して、「いつ・ど

のような支援を受け・その結果どうなった

のか」という事実関係と、それらの支援に

対する主観的な評価について聴取した。 
・聴取調査に際しては、事前に支援活動記録

等に基づいて世帯の生活再建過程に関する

「事実関係年表」（被災→生活問題の発生

→把握→（方針決定/連携）→支援実施→結

果）を作成し、これに沿って、前述の質問

内容を聴取して「ヒアリング記録」を作成

した。併せて、事実関係年表に「主観的評

価」情報を加筆し、これら支援-受援主体の

行動と主観的評価を時間軸に沿って整理し、

分析を行った（【資料 13,14】参照）。 
 
Ｃ．結果と考察 
１．大阪府北部地震における茨木市調査 

本調査では、既往研究ではデータの制約等

により、入手が困難であった建物被害や支援

依頼内容などの「個別の状況」に関する情報

を関係機関から提供してもらえたため、これ

らの位置情報をもとに，GIS による空間統計

機能を用いて人口構造からみた災害脆弱性と

併せて検討を行った。 
まず、それぞれの集計結果の概要を記す。 
建物被害を新･旧耐震基準別に「被害程度」

と「主体構造」に集計した結果、被害程度が

「一部損壊」建物については、新･旧耐震基準

においてはほぼ同じ割合であったが、「半壊」

建物は、旧耐震基準では 86 棟（90.5%）に

対し，新耐震基準では 8 棟（8.5%）と明確

な差がみられた。また主体構造別では，木造

（W 造）の旧耐震基準の被災割合が 59.7%と

新耐震基準を大きく上回っていることが分か

った（【資料 1,2】参照）。 
被災者からの支援依頼内容については、発

災から週単位で対応内容別の件数を集計した。

その結果、発災直後から３週間は、降雨によ

る屋根からの雨漏を防ぐため「ブルーシ ー
ト」の対応が集中しているほか「屋内片付等

支援」の割合が高くなっている。発災から 12
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週目の９月初旬で再び「ブルーシート」の対

応が突出しているのは、 関西地方に記録的な

豪雨をもたらした「平成 30 年台風第 21 号」

の影響によるものであると考えられる。 
災害ボランティアの対応種別による地域的

偏在は少なく、市内全域において「ブルーシ

ート張り」「屋内片付等支援」 が行われた 

（【資料 3】参照）。 
本調査では、災害対応のニーズ （対応種別）

が発生した地域的特徴を検討する観点から、

高齢化率との重ね合わせを行ったうえで空間

統計を実施し、高齢化率別に災害ボランティ

ア対応の内容の集計を行った。【資料 4】に

示す同結果からは、高齢化率の高い地域にお

いてニーズが発出していることが示された。

また、単身世帯割合と対応種別の内容におい

ても高齢化率と同様に一定程のニーズが出て

おり、単身世帯割合が増加する傾向にある近

年の人口・世帯動向を勘案した際に、「声を

上げられない被災者」 が見過ごされないため

の方策を併せて検討していくことが求められ

そうである。 

本調査では、人口構造からみた災害脆弱性

を中心に検討を行ったが、一部では脆弱性が

高い反面、支援需要（支援依頼件数）が少な

い地域もあった。この背景には地域福祉活動

を背景とした自主的な対応が実施されるなど、

平時から地域内で強い互助的関係があったこ

とが推察される。 

今年度は感染症拡大の影響を受け、地域調

査が実施できなかったが、来年度はこれらの

地域福祉活動など災害からの「回復力」に影

響を与える要素について、地域調査を通じて

把握し、被害と支援需要、災害脆弱性と回復

力に関する総合的な評価を行い、多様な主体

の連携に基づく、支援活動・支援体制の検討

につなぎたい。 
 

２．令和 2 年 7 月豪雨における人吉市･八代

市坂本町における被災者生活実態調査 

 人吉市、八代市坂本町における被災者生活実

態調査結果の概要は、次の通りである。  

人吉市は、とくに被害が大きい地区（合計

3,335 世帯）を中心に、市役所から提供された

半壊世帯のリストになかった世帯も含めて訪

問した（3,335 世帯）。のべ調査員数は 145 名、

有効回答数は 629 件（回収率 18.9％）であった。

被災世帯数が非常に多く、回収率が低かった

ことを考慮する必要があるが、調査回答の罹

災証明の内訳について確認したところ、実際

に発行されている罹災証明の内訳比率と、ほ

ぼ一致していた。 
八代市は、旧坂本町の全ての地区住民

（1,607 世帯）を対象に訪問調査を実施、の

べ調査員数 201 名、有効回答数は 926 件 （回

収率 57.7％）であった。 
この調査結果を、世帯単位の被害状況を位

置情報から地図上で可視化すると共に、「災

害ケースマネジント」の考え方に基づく世帯

分類の枠組み（前掲の図１参照）に当てはめ

て分類し、評価（生活再建に必要な支援総量

を推計）した。 
 【資料 6】に、人吉市の被災地域全体の評

価結果を示す。浸水高や地域が同じであって

も、世帯構成や自営の店舗の被災など生活状

況によって、生活再建や住まいの再建の見通

しに差が出ている（プロットの色が混在して

いる）傾向が読み取れる。また、自宅に被害

があっても、再建見通しが立っている世帯が

存在する一方、自宅被害が少ないため各種支

援対象になり難く、再建見通しが立ち難い世

帯も存在していることが分かる。 
これらの結果を見ると、世帯毎の支援に加

え、コミュニティ形成など、面的なまちづく

りへの支援が必要であることが示唆される。 
 【資料 7】に、八代市の被災地既全体の評

価結果を示す。ここから、住まいの再建支援

が必要な世帯の割合が低く、日常生活支援が

必要な世帯が非常に多い傾向が読み取れる。

また、これを地図上で確認すると、住宅再建

支援が必要な世帯は、川沿いの浸水した地区
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に集中しており、浸水地区から離れた山間に

日常生活支援を要する世帯が存在しているこ

とが分かる。 
八代市は、生活インフラが集中していた地

区が被災し、病院や商店、道路などのインフ

ラに大きな被害があったため、直接被災して

いない世帯も、移動を伴う買い物や通院、通

学などに困る世帯があり、生活を営むうえで、

当面の移動支援が必要であることが伺える。 
表３は、被災者生活実態調査を、生活再建

支援の視点から時間軸で整理した結果である。 
 
表３：人吉市･八代市の生活再建過程 
時期 状況 
7/4 球磨川氾濫 
7/11 避難者数最大 

→避難所運営、インフラ復旧、各種

支援制度の運用、災害 VC の活

動、仮設住宅の建設など各種被災

者支援実施 
10/末 地域支え合いセンター開設 

→生活再建支援に移行。 
仮設団地、みなし仮設、在宅避難

者などの被災世帯を対象とした

支援活動（推計世帯数：みなし

2,000 世帯、在宅 550 世帯）。 
→但し、この時点で、支援を要する

被災者が誰で何処にいるのかが

全て把握されていない。 
 
以前から「地域支え合いセンター」を開設

する段階で、支援を要する被災者が誰で何処

にいるのかを把握することが困難という課題

が指摘されてきたが、センターが開設される

前に、被災者生活実態調査を行うことで、地

域全体の状況や必要となる支援の総量を予測

するとともに、地域支え合いセンターの支援

対象世帯確定のサポートや巡回計画等の活動

基礎資料を提供し、より速やかな生活再建支

援の開始につなげられる可能性があるといえ

る。 

また、本調査対象は、感染症拡大下の災害

事例であり、避難行動から集団避難生活の運

営を経て生活再建に移行する一連の過程にお

いて、常に感染症対策が課題となった。本調

査自体も、感染症に対する最大限の配慮をし

ながら行うことになった。この点について最

後に述べておきたい。 

市の全域で避難指示が出された人吉市では、

多くの市民が避難していたが、避難しなかっ

た理由を問う質問において、Covid-19 の感染

リスクを理由にしたケースは 2 件しかなかっ

たことは特筆しておきたい。 

図２は、人吉市における住家被害別に当面

の居所（避難先）を見た結果である。これを

見ると、全壊と判定されても 4 割以上が在宅

で避難生活を送っており、全体的に在宅避難

世帯の多さが目立つ。 

図２：人吉市・住家被害別にみた避難先 

（当面の居所） 

 

先述の通り、Covid-19 の感染を理由に避難

所に行かなかった世帯が少なかったという事

実（今回、在宅避難世帯が多い理由は、感染

症の影響だけではない）に加え、過去の被災

者生活実態調査結果からも、在宅避難世帯は

多い傾向が把握されていたことも、指摘して

おきたい。 

感染症拡大の影響は、現地での訪問調査に

も大きな影響を与えた。これまでの被災者生

活実態調査では、被災地外から社会福祉士等

の福祉専門職を募集して、 短期間で多くの世

帯を訪問し、必要な情報を収集してきた。し
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かし、今回の調査では、被災世帯を直接訪問

する調査員を熊本県内在住者に限定せざるを

得なかった。災害 VC の募集も県内在住者に

限定されたため、被災者支援に臨む各方面で

人員不足が生じた。本調査も、当初予定して

いた期間を大幅に延長して実施することにな

った。調査期間が長期化すれば、初期に訪問

した世帯と後で訪問する世帯の間にタイムラ

グが生じ、調査結果の扱いに留意が必要とな

る。従って、可能な限り短期間で調査が完了

できるよう調査方法を工夫する必要があるこ

とも指摘しておきたい。 
 

３．鳥取県中部地震における生活復興事業の

検証調査 

鳥取県中部地震の影響を受けた１市４町に

おける 2015 年時点の合計世帯数は 37,004 世

帯であった。罹災証明発行数は 15,974 件であ

ったため、DCM の対象世帯数 140 件は、被

災市町内の世帯総数の 0.4％、罹災証明発行

件数の１％弱に相当する（【資料 9】参照）。 
この 140 ケースの属性を分析した結果、全

体の約 2/3 程度が高齢者世帯であると想定

（不明も多いため）され、高齢者世帯が高い

割合を占めていることが伺える。 
次に「支援に至った経緯」では、センター

によるアウトリーチで把握されたケースが多

いこと、またその割合も自治体によって差が

あることに注目したい（DCM にあまり積極

的・協力的でなかった自治体からは報告が殆

どなく、センター職員の訪問により把握され

ている） 
【資料 12】は、DCM に基づいた世帯分類

（前述の図１）を念頭に、縦軸に住居に対し

て行った支援（負担）、横軸に生活全般に対

して行った支援（負担）を、それぞれ 4 段階

で評価した結果に基づいて分類し、さらにそ

の中で典型的な支援パターンとして以下の４

つのグループ（G）を抽出した。 
・G1：一二度訪問した程度で、情報提供。業

者斡旋などの情報支援で自律 

・G2 は、金銭的な困り事。専門職と訪問相談

して、自力で屋根を修繕 
・G3 は、経済的な困窮。補助金制度を活用し

て屋根の修繕 
・G4 は、福祉課や社協と共に生活相談しなが

ら、補助金制度も使って再建支援した 
ここから、全支援対象 140 世帯の中の多く

は、情報提供や関係機関の紹介で、自力再建

を果たしていることが伺える。 
さらに、多くの支援を必要としていた G3・

G4 に分類された世帯の中から、特に密度の濃

い支援を受けていた事例を抽出して、より詳

細な生活再建過程分析を行った。 
【資料 13】は、密度の濃い支援を行った事

例Aの生活再建過程を概括的に示したもので

ある。以下、この資料 13 に基づいて、世帯の

状況・被害状況・支援内容の概要を記す。 
世帯構成は、4 人の母子世帯。孫が生まれ

て 5 人になった。地震後に県外から借家に引

っ越してきた。 

被災状況は、雨漏りによるカビの発生、お

よびそれらの被害の拡大である。借家を契約

した後で問題に気が付いたが、移住者のため

周囲に相談し難く、自力でブルーシートをか

けていた。 

こうした問題に対するセンターの主な支援

は、①最初の社協との訪問後、必要に応じて

随時面談を行い、②非営利の支援団体を紹介

し、屋根の簡易修繕を行ってもらった。また、

③大家との家賃交渉の支援（母子家庭で家賃

支払いが苦しい状況を大家の間に入って説

明）や、④生活課題を整理し、家の借り換え

については宅地建物相談を、医療保険の受取

りについてはファイナンシャルプランナー等

の専門家につなげるなどの支援も行った。 

事例 A は、生活再建の途上で、県外への移

転を一時計画していたが、最終的には鳥取県

に住み続けることを選択した。その選択の背

景には、多様な支援の存在があったこと、ま

た、センター職員による助言・情報提供等に
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より、自分で公的機関を利用して問題解決で

きる能力が身に付いたこと等を挙げていた。 
 以上、支援対象 140 世帯全体の評価と、個

別の事例分析を行った結果から、鳥取県版の

DCM の可能性と課題として、次の 2 点を指

摘しておきたい。 
一点目は、居住支援の重要性である。DCM

は、もともと被災者支援の内容が、家屋被害

のみに基づいて行われることの限界を補完す

る支援手法として始まったが、今回の事例で

は、建物被害が中長期的に生活や健康に大き

な影響を与えることが確認された。DCM の

運営母体となる震災復興活動支援センターで

は、住宅の簡易修繕の補助事業を中心としな

がらも、生活の多岐に亘る困り事に対応して

いたが、その内容を見てしいくと、住まいと

暮らし（安心と健康）が密接に関わっている

ことが伺える。 

住まいは、安全な建物であるというだけで

なく、安心できるくらしの場として重要な役

割を果たしている。仕事・学校・医療など、

くらしに必要なもの得る拠点として、近隣と

の人間関係、地域コミュニティの中での役割

など、様々な要素が含まれおり、これらの機

能の維持という観点からも、支援内容を考え

る必要があることが改めて確認された。 

二点目は、地域特性･住民層に合わせた支援

の必要性である。今回の事例は、持家が多く

（対象世帯の 3/4 が持家）、都市部とは「家」

に対する考え方も異なっている。こうした地

域性にも配慮が必要である。 

今回、生活再建過程分析の対象事例として、

支援コストが高かったＧ3・Ｇ4 の中から数世

帯の事例分析を行ったが、これらの事例にお

いて世帯主は「自分の家に住み続けたい」「こ

の地域に住みたい」という強い意志を持って

おり、そのために必要な努力は自ら進んで行

っていた。物理的・経済的な依存度は高くて

も、精神的な自律度は高く「どんな支援をし

て欲しいのか」については、主体性を持って

支援者との関係を築けていた。この点は、都

市部で賃貸住宅に住み、会社に雇用されてい

る人が多い地域の住民とは異なっているかも

しれない。今後、この手法を他地域で実施し

ていく際は、こうした地域住民の特性の違い

なども念頭において支援を組み立てていく必

要があるだろう。 

 

４．今後の研究課題 

2020 年度調査では、基礎自治体（市町）の

範域で、一部、町丁目単位のコミュニティレ

ベルの分析も視野に入れた調査設計し、実施

してきた。以下、結果の考察を、今後の研究

課題にも触れながら述べておく。 
（１）調査方法の可能性と課題：オンライン

調査と二次資料分析 
2020 年度は、感染症拡大の影響を受け、現

地調査に大きな制約がかかった。そのため人

吉市・八代市での被災者生活実態調査では、

構造化面接調査の一部を、オンライン入力（自

記式/他記式）に代えて行った。鳥取県版 DCM
対象世帯への聴取調査でも、オンライン会議

システムを利用した調査を試みた。いずれも、

いくつか課題は残ったが、一定の成果を収め

ることができた。今後も当面の間は、感染症

拡大防止のため接触が制限される状態が続く

ことが予想されるため、オンライン調査の可

能性を拡げていくことも求められそうである。 
ただ、オンラインであっても、災害時の調

査は、調査者にとっても、また調査対象者に

とっても負担が大きい。他方、災害対応や支

援活動を行う機関には、支援対象者の情報や

記録が蓄積されていく。これらの資料・記録

を活用することで、調査コストを減らし、か

つ適切な実態把握や予測に必要な情報の収集

と分析が可能になる。 
今回の調査では、支援活動記録の一部を変

数化して空間分析につないだり、時間軸上に

整理するなどして、定性的な情報の可視化を

試みた。特に DCM の結果を地理空間上で把

握できると、支援活動に直接役立つ情報源に

なることが分かった。 
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今後は、二次資料分析を通じた実態把握と

対策検討への活用の可能性を広げるという観

点から、災害対応過程で作成する資料・支援

活動記録などの入力内容の標準化や、活用の

際の手続きを検討しておくことも有効である

かもしれない。 
（２）災害ケースマネジメントにつなぐアセ

スメント調査の可能性と課題 
災害救助法等に基づく被災者の認定および

支援策の提供は、 避難所等で作成された名簿

や、一定以上の家屋被害を受けた罹災証明書

交付世帯に限定されてきた。 

しかし、研究協力者ら（ダイバーシティ研

究所）がこれまで実施してきた被災者生活実

態調査では、家屋被害は軽微であっても、災

害により生活環境が大きく変化したり、 被災

前は要支援世帯ではなかったが同居する家族

が被災地外に移動したため単身世帯となって

しまう等、新たに支援が必要になる世帯が少

なからず存在していた。 

加えて、感染症拡大下では避難所での集団

避難生活が新たなリスクになるため、今後は

在宅避難・分散避難など指定避難所以外の場

所での避難生活を送る人が増えていくことが

予想される。自宅で生活を続ける世帯や、家

屋被害はないものの生活に支障を来している

世帯の実態を把握し、対応していく支援体制

を構築することが必要になってきていると言

える。 
避難所以外で生活する被災者の把握が困難

なことは知られているが、被災者に関する情

報は、行政各課や支援団体、ボランティアセ

ンター、自治会など、様々な組織が収集して

いる。実際、本調査を実施する過程で、上述

の様々な組織が被災者に関する多様な情報を

保有していることが明らかになり、また各主

体とも、他組織と連携して情報を集約する必

要があるという認識を持っていることも分か

った。しかし今回、発災後に自治体から調査

を受託し、関係組織間との情報連携を試みた

ところ、これを実現させることが、いかに困

難であるかが明らかになった。 

情報連携の仕組みは、事前に準備しておか

なければ実現可能性は低い。行政内の情報の

集約、ICT を活用した情報の収集、避難所等

でコンタクトする避難者や在宅避難者の情報

などから総合的な避難者集計データを作り、

様々な支援に繋げていくことを期待したい。 
2021 年度は、2020 年度に実施してきた「面

で把握する災害ケースマネジメント」で得ら

れた知見に基づき、さらに過去に実施してき

た被災者生活実態調査の蓄積を再分析する形

で、被害と支援需要に影響を与える要素を抽

出し、事前の支援需要推計の検討につなぎた

い。 
具体的には、鳥取県版DCMの支援実績や、

発災前の世帯の状況と被災状況の関係を詳し

く見ていくことで、災害に対する脆弱性と有

効な支援策、支援が必要になる環境条件や発

生率などの予測変数を出すことができるので

はないかと考えている。 
また、これまでにも、災害に対する（世帯

の）脆弱性は、年齢や介護認定、障害の有無

などが考えられてきたが、「古い木造住宅」

や、税等の減免、児童扶養手当、生活保護の

受給など金銭的困窮に繫がっているかどうか

なども、脆弱性の一つとして考えられる。 

その結果を、情報集約の仕組みや、被災者

生活実態調査の調査票や分析指標に反映させ

ることで、地域全体の状況や支援の総量、個

別の支援計画素案をアウトプットできる可能

性についても検討していきたい。 

 
D．結論 
１．災害対応のマルチセクター化に向けた情

報連携 
東日本大震災以降、災害対応の「マルチセ

クター化」が進められてきた。とくに民間組

織で、被災地支援を行う体制を創設する動き

が活発になり、災害が発生すると、被災地か

らの要請に基づかない支援活動が、現地で多
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数展開されるようになった。こうした支援に

対する「受援」や連携調整が新たな課題にな

っており、実際、災害後に組織間・セクター

間の連携調整を支援する体制が構築されつつ

あること（2019 年度調査）を見てきたが、こ

うした多様な主体による支援を被災地の支援

需要に有効に生かしていくためには、被災の

実態を把握・共有し、状況認識の統一を図っ

ていくことが必要になる。そして、そのため

の情報連携の仕組みは先述の通り、事前に準

備しておかなければ実現可能性は低い。困難

ではあるが、総合的な避難者集計データを作

り、様々な支援に繋げていくことを検討して

いくことが求められている。 

 

２．災害対応のフェーズフリー化に対応した

制度の拡充と適切な支援需要推計 
東日本大震災後に顕著になった災害対応課

題として、従来の災害関係法制に基づく被災

地・被災者支援枠組みの限界が挙げられる。

近年の災害の激甚化・多発化は、災害対応・

応急復旧・復興に、より多くの資源を必要と

する傾向を生み出しており、被災自治体の負

担を増やす一方、被災者の生活再建に要する

時間の延長にもつながっている。 
本研究で取り上げてきた「災害ケースマネ

ジメント」は、こうした課題に対して災害関

係法制の枠組みを超えて社会資源を活用する

試みでもあり、災害対応の「マルチセクター

化」に加えて、「フェーズフリー化」の試み

でもある。 
2020 年度は、家屋被害をベースにして公的

支援が設計されていることの限界を乗り越え

るために「フェーズフリー化」の対応（につ

なぐこと）を試みた事例として、①公的支援

から漏れる被災者への支援制度の運営事例の

分析（発災から 4 年目）と、②水害被災地に

おける被災者実態調査（発災から 2 か月目）

を実施し、①では具体的な支援需要に対する

対応実績の把握、②では、生活再建過程にお

ける支援需要の推計を試みた。 

いずれも再調査・再分析の途上であるが、

①の結果からは、生活の拠点の安定性が心身

の健康に大きな影響を与えている事実が多く

見られた。今後さらに支援需要に対する支援

実績の関係の分析を進め、両者の関係性をも

う少し明らかにしていくことを目指したい。

また、災害関係法制以外で、災害後の居住の

安定性に活用できる社会資源開発の可能性に

ついての検討も必要かもしれない。 
②および先行調査の結果からは、災害に対

する（世帯の）脆弱性に影響を与える変数と

して、新たに住まいの状態（老朽化・木造）

や税等の減免の有無等といった変数が浮上し

てきた。こうした新たな脆弱性変数と、実際

の被害に関する変数（ライフラインの復旧状

況）の関係性を検討することで、より適切な

支援需要推計につながる可能性も見えてきた。

今後は、こうした可能性を検討し、支援需要

パターンの類型化なども視野に入れて研究を

進めていきたい。 
  

Ｅ．研究発表 

１．論文発表 
 特になし 
 
２．学会発表 
・菅磨志保「災害時における多様な主体の連

携に基づく対応体制の経緯と課題」第 93
回日本社会学会大会（一般研究報告:災害 3）
遠隔大会、2020 年 11 月 1 日． 

・山本千恵・田村太郎・菅磨志保「災害ケー

スマネジメントにつなげる被災者生活実態

調査の現状と課題」日本災害復興学会 2020 
年度遠隔大会（予稿集：pp.17-20）、2020
年 12 月 20 日． 

・坪井塑太郎・菅磨志保「大阪府北部地震に

おける建物被害と被災者支援状況に関する

研究―大阪府茨木市を事例として」日本災

害復興学会 2020 年度遠隔大会（予稿集：

pp.61-64）、2020 年 12 月 20 日． 
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・山本千恵・田村太郎・菅磨志保「『災害ケ

ースマネジメント』に向けた被災者実態調

査の可能性と課題―令和 2 年 7 月豪雨に

おける人吉市・八代市の調査事例より」第

7 回震災問題研究交流会（社会学系 4 学会

連合、遠隔大会）、2021 年 3 月 19 日． 
・菅磨志保・白鳥幸太・内田加代子・坪井塑

太郎ほか｢『災害ケースマネジメント』に基

づく被災者支援の可能性と課題―2016 年
鳥取県中部地震における 4 年間の実践事

例の分析より」第 7 回震災問題研究交流会

（社会学系 4 学会連合、遠隔大会）、2021
年 3 月 19 日． 

 
Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 
 

２．実用新案登録 
特になし 
 

３．その他 
特になし 
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産学民官の連携に関する調査の概要（2019-2020）

厚生労働科学研究「災害発生時の分野横断的かつ長期的なマネジメント体制構築に資する研究」
2020/09/27 中間報告資料

担当：関西大学 菅磨志保

【概 要】 災害現場では､被災によって新たに要援護の状態に陥る人たちが一気に増大する。本研究班では､こうした災害後の福祉的支援需要
への対応として、保健・医療分野の活動と内容や対象は重なるものの、接点が薄かったNPO･NGOや福祉専門職による支援活動体制づくりに注
目し、その概観を把握すると共に､これらによる組織間・セクター間の連携・協働がどのように行われてきたのか、また応急対応期だけでなく、災害前、
復旧･復興期における要援護者支援の連続性を維持する試み（災害ケースマネジメント等）について、関係団体・機関・被災現場での観察聴
取、活動記録の収集・分析、質問紙調査などを実施し､これらのメカニズムとプロセスを明らかにすることを目指す。

【2019年度】 概観の把握

（1）セクター間(官民)連携体制の把握:
・一般の被災者支援の枠組の中で行われ
てきた多様な主体による連携体制づくり
の経緯と現状の把握

・JVOAD/内閣府/全社協への聴取、
（大阪府北部地震の事例分析）

（2）福祉専門職による連携体制の把握:
・JVOADを通じた関係団体への聴取、
質問紙調査の実施

（3）｢災害ケースマネジメント」事例検討:
・福祉と防災の連携に基づく被災者支
援体制の連続性を維持する試み

・鳥取県（全国で初めてDCM条例化）
訪問聴取

【2020年度】 質問紙調査・活動記録の分析

（1）多様な主体の連携に基づく支援活動
・大阪府北部地震における支援活動分析
└ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀ+被害ﾃﾞｰﾀ+活動実績ﾃﾞｰﾀ
→GISにより脆弱性・対応力などを可視化

（2）被災者の生活再建支援のための
実態把握（次頁参照）

・感染症拡大防止の特別な配慮が求められる
中､避難のあり方も大きく変化。分散避難/在
宅避難の実態を把握すると共に、生活再建
支援に必要な基礎的データを収集・分析

（3）｢災害ケースマネジメント｣事例検討
・鳥取県中部地震の5年検証に向けた準備
└制度利用者のライフヒストリー調査
└鳥取県下19市町村調査の準備

https://kumamoto2020.glideapp.io

【質問紙】自記式+自記支援+訪問聴取
・「日常生活の自立性の確保」
・「住まいと再建の実現可能性」
①世帯情報､②家屋状況､③避難行動
④健康福祉､⑤生活状況､⑥今後の見
通し､⑦心配･不安

（出所）内閣府(2018.3)「防災における行政のNPO・ボランティアとの連携・協働ガイドブック」

調査(1)［参考］多様な主体の連携に基づく災害支援体制の概念図
と茨木市の事例調査における対象主体の範囲（---）
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住家
被害
A

災害
脆弱性
B

災害VCへ
の支援依頼

D

3

地域福祉
活動状況
C

• 高齢化率
• 単身世帯割合
• 持ち家率

(町丁目で集計)

茨木市危機管理室
提供

茨木市社会福祉協議会提
供

• 地域福祉活動実
績と評価(小学校
区単位)

• 社協職員への聴取
調査

［参考］大阪北部地震における茨木市の事例調査
資料分析：対象データとデータの変数化

• 位置情報
• 被害程度
• 耐震基準
• 主体構造

国勢調査
（2015年）

• 支援の位置情報
• 支援内容と対応日
(町丁目で集計)

調査(1)

（作成）関西大学・菅研究室

【資料１】 大阪府北部地震における茨木市の建物被害

新・旧耐震基準別の被害程度・主体構造

不明 合計

棟数 割合 棟数 割合 棟数 棟数

一部損壊 7,334 55.1% 5,852 43.9% 133 13,319
全壊 3 100.0% 0 0.0% 0 3
半壊 86 90.5% 8 8.4% 1 95

コンクリートブロック 12 100.0% 0 0.0% 0 12
軽量鉄骨造 105 18.9% 452 81.1% 0 557
鉄筋コンクリ（RC造） 174 38.2% 281 61.8% 0 455
鉄骨造（S造） 202 25.5% 591 74.5% 0 793
鉄骨鉄筋造（SRC造） 6 54.5% 5 45.5% 0 11
木造（W造） 6,924 59.7% 4,531 39.1% 134 11,589

主体
構造

項目
旧耐震基準 新耐震基準

被害
程度

調査(1)

（作成）茨木市提供資料より、坪井塑太郎
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【資料２】 大阪府北部地震における茨木市の事例調査：空間分析結果
耐震基準（左）と主体構造（右）の被災建物分布

（作成）茨木市提供資料より、坪井塑太郎

調査(1)

【資料３】 大阪府北部地震後･週単位のボランティア支援依頼内容内訳 調査(1)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

第01週（0618_0624）
第02週（0625_0701)
第03週（0702_0708）
第04週（0709_0715）
第05週（0717_0720）
第06週（0723_0729）
第07週（0730_0805）
第08週（0806_0812）
第09週（0813_0819）
第10週（0820_0826）
第11週（0827_0902）
第12週（0903_0909）
第13週（0910_0916）
第14週（0917_0923）
第15週（0924_0930）
第16週（1001_1007）
第17週（1008_1014）
第18週（1015_1021）
第19週（1022_1028）
第20週（1029_1119）

ブルーシート 屋外清掃等支援 屋内片付等支援 その他支援

（作成）茨木市社会福祉協議会提供資料、国勢調査2015より、坪井塑太郎
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【資料４】 大阪府北部地震における茨木市の事例調査：空間分析結果
ボランティア・対応種別（左）高齢化率（右）

（作成）茨木市社会福祉協議会・茨木市提供資料より、坪井塑太郎

調査(1)

調査(2)
［参考］令和2年7月豪雨における被災者生活実態調査の概要

（作成）ダイバーシティ研究所
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［参考］災害ケースマネジメントの世帯分類と基本的な支援方針

情報提供

l 戸別訪問
l 健康支援
l 見守り・生活相談
l 福祉サービス

l 戸別訪問
l 就労支援

l 状況確認

l 戸別訪問
l 健康支援
l 見守り・生活相談
l 福祉サービス

住まいの再建支援世帯

生活再建可能世帯日常生活支援世帯

l 住宅再建支援l 住宅提供支援

• 民間賃貸住宅入居支援• 住宅相談

支
援
に
よ
り
日
常
生
活
自
立
性
の

向
上
が
見
込
ま
れ
る
世
帯

継
続
的
な
支
援
が
無
け
れ
ば

生
活
の
維
持
が
難
し
い
世
帯

災
害
前
か
ら
要
支
援
世
帯

災
害
に
よ
り
新
た
に
要
支
援
世
帯

• 家賃補助・バウチャー • 金融相談• 公営住宅• ケア付き復興住宅

日常生活・
住まいの再建支援世帯

• 不動産関係団体
• 金融機関等

• 自治体施策
• 弁護士・建築士等

• 社協
• NPO・企業等

• 地域包括

9

日
常
生
活
自
立
性

住まいの再建実現性

調査(2)

調査(3)

（作成）ダイバーシティ研究所

［参考］災害ケースマネジメントに基づく被災者生活実態調査

10

• 発災から2〜3ヶ月頃に実施
• 調査員が各世帯を訪問
• 災害ケースマネジメントに基づいた調査票を使用
• 回答結果を数値化し、世帯分類を判定
• 調査結果（個票）と集計結果を行政にお渡し

調査員：
福祉の専門知識を持つ方、調査経験者を含む二人一組
事前にガイダンスを実施

被災者生活実態調査（被災者アセスメント調査） 坂本町被災者アセスメント調査票 R3  シート番号：            □入力済 

 

記入者： 調査日時： 地区名：  

回答方法   〇訪問調査  〇調査会場  〇セルフアセスメント  〇その他（          ） 

対面での回答場所 
〇自宅   〇避難所（        ） 〇仮設（        ） 〇みなし仮設（       ）       

〇調査会場（         ）  〇その他（         ）  

回答者：  〇世帯主本人  〇同居する家族・親族  〇知人・友人  〇その他（             ） 

調査状況：  〇調査済み  〇不在   〇調査拒否   〇居住の有無不明  〇その他（          ） 

 

■調査の目的 

この調査は一般財団法人ダイバーシティ研究所が人吉市からの依頼を受けて、令和２年７月豪雨で被害にあわれた

皆さまの生活状況等をお聞きし、今後の復旧・復興を迅速かつ的確に進めるための基礎資料を作成することを目的と

して実施します。皆さまのご協力をよろしくお願いします。 

 

■調査内容と個人情報の取り扱いについて 

• 世帯情報、家屋状況、避難行動、健康や福祉、生活状況、今後の見通し、不安・心配ごと、をお聞きします。 

• 調査で得た個人情報は当調査の分析にのみ用い、他では使用しません 

• 調査票および調査データは当法人および人吉市が厳重に保管します 

• 調査後、人吉市からお問合せや訪問をさせていただく場合があります 

• お答えいただいた内容は、個人情報保護条例等の範囲で、人吉市や生活再建支援等を行う団体（社会福祉協
議会等）と共有する場合があります 

 

• 上記の内容について、調査委員から必要十分な説明を受けました 

• 調査に同意・協力します 

ご署名 

 

 

 

1． 世帯情報             （日中連絡がとれる電話番号） 

住 所 
（住民票） 

 
 
 

世帯主 
氏名 

 連絡先  

現在の居所 
〇自宅（住民票住所）  〇避難所  〇仮設住宅  〇みなし仮設  〇親族・知人宅 

〇その他（                      ） 

世帯人数 〇1人世帯  〇２人世帯  〇３人世帯  〇４人世帯  〇５人以上の世帯 

世帯の様子 

（複数回答可） 

□高齢者（65歳以上）がいる  □高齢者のみで居住  □訪問介護・訪問看護の利用必要   

□障害福祉サービスの利用が必要  □乳幼児・妊産婦がいる   □小・中・高校生がいる 

□外国人がいる  □医療機器（人口呼吸器・在宅酸素等）の使用 

□医療的ケア（人工透析・ｲﾝｼｭﾘﾝ注射等）が必要 □要配慮食（アレルギーや減塩食等）が必要 

要配慮者の

属性 

（続柄、年齢、性別、要配慮事項を人数分記入） 

その他 

記入欄 

 

 

 

 

令和 2年 7月豪雨（人吉市） 

1 

調査(2)

（作成）ダイバーシティ研究所
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調査(2)［参考］オンライン版・調査票の構成と入力画面

（作成）ダイバーシティ研究所

【資料５】令和2年7月豪雨 被災世帯実態把握調査結果
・自治体単位の必要な支援の総量評価（アセスメント）（右）
・世帯単位のアセスメント（左）

12

• どういう状態の世帯がどの
くらい存在するか

• ある被災世帯が状態がど
こにあるか

• ある世帯がどの様な状態か

調査(2)

（作成）ダイバーシティ研究所
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13

日常生活・住まいいずれかまたは両方の支援が必要な世帯が全体の63.8%（401世帯）

同じ地域内でも支援ニーズの傾向が異なる世帯が混在している
⚫ 浸水高が同じ地域内でも、世帯構成（高齢者のみ等）や住まい方（自宅で商売をしている等）によって今後の見通しや

住まい再建の目処に差が出ている
⚫ 世帯毎の支援に加えコミュニティ形成など面的なまちづくりへの支援が必要と考えられる

228世帯
36.2%177世帯

28.1%

110世
帯

17.5%

114世帯
18.1%

生活再建可能世帯日常生活支援世帯

住まいの再建支援世帯日常生活・住まいの
再建支援世帯

赤：日常生活・住まいの再建支援世帯
ｵﾚﾝｼﾞ：住まいの再建支援世帯
ピンク：日常生活支援世帯
緑：生活再建可能世帯

回収率：629件
18.9％

調査(2)【資料６】令和2年7月豪雨 被災世帯実態把握調査結果
人吉市：被災世帯の必要支援内容別集計結果と空間配置

（作成）ダイバーシティ研究所

14

日常生活・住まいいずれかまたは両方の支援が必要な世帯が全体の58.7%（544世帯）

住まいに被害がない世帯でも発災後に生活に変化が生じており支援が必要な状況に
⚫ 駅周辺など生活インフラが集中していた地区が被災したため、被災していない世帯でも買い物に困っていたり、就学期の子ど

もがいる世帯では子どもの教育に悩みがあるなど、復興計画の策定と当面の移動支援が急がれる

382世帯
41.3%274世帯

29.6%

120世
帯

13.0%

150世帯
16.2%

生活再建可能世帯日常生活支援世帯

住まいの再建支援世帯日常生活・住まいの
再建支援世帯

赤：日常生活・住まいの再建支援世帯
ｵﾚﾝｼﾞ：住まいの再建支援世帯
ピンク：日常生活支援世帯
緑：生活再建可能世帯

回収率：926件57.7％

調査(2)【資料７】令和2年7月豪雨 被災世帯実態把握調査結果
八代市：被災世帯の必要支援内容別集計結果と空間配置

（作成）ダイバーシティ研究所
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［参考］被災者生活実態調査の位置付けと実施時期

15

7月 8月 9月 10月 11月・・・・・

7月4日 豪雨により球磨川が氾濫

緊急対
策期

応急対
策期

復旧・復興対策期 復興支援期

避難生活から生活再建支援へ移行

罹災世帯数（県発表）

人吉市 6,117世帯
八代市 350世帯

避難者数最大
（7月11日）
人吉市 1,163人
八代市 311人

• 巡回訪問、情報提供
• 住まいの相談
• 相談事業、健康支援
• コミュニティ再生、サロン活動
• 就労支援 ・・・・・

【被災者生活実態調査】

地域支え合い
センター設置

支援対象：
・仮設団地
・みなし仮設入居者
・在宅避難者 等

支援対象世帯数（10月末時点推計値）

人吉市 2,000世帯（在宅1,400世帯）
八代市 550世帯（在宅400世帯）

⚫ 必要となる支援施
策の立案・準備

⚫ 支援対象世帯
確定の補助

⚫ 地域支え合い
センター活動の
基礎情報

調査(2)

（作成）ダイバーシティ研究所

事例

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/
1160907/seikatufukkoureaflet.pdf

調査(3)

鳥取県発行の「生活復興支援」普及用リーフレット
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2016.10.21 鳥取県中部地震（震度6弱）住家被害 15,408棟（全壊18/半壊312/一部損15,078）
10.24 ｢鳥取県被災者住宅再建等支援条例」 適用を決定（条例制定後初）

└→損壊率10％以上に上限30万円、10％未満に「被災者住宅修繕支援金」支給

2017. 1.13 ｢第1回 鳥取県中部地震 復興会議」開催
3.31 倉吉市災害ボランティアセンター 閉所（屋根にブルーシートをかける高所作業の需要残る）

4. 1 震災復興活動支援センター 開設 （鳥取県委託事業 / とっとり県民活動活性化センター内に設置）

5月~ 支援団体「縁」の活動再開

2021.2月現在､140世帯を｢生活復興支援事業｣対象として確認（104世帯・支援完了、36世帯・支援継続中）

（作成）震災復興活動支援センター、関西大学・菅

2000.10. 6 鳥取県西部地震
10.17 ｢住宅復興補助制度｣を創設 →人口流出回避

2001. 7. 6 ｢鳥取県被災者住宅再建等支援条例」 →2007から、支援基金積み立て開始

2018. 1.18 知事が定例記者会見で「災害ケースマネジメント」導入に向けて｢生活復興支チーム」作りを宣言
4. 1    「鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例」一部を改正→生活復興支援体制を明文化

2018. 5月~ ｢鳥取県中部地震 生活復興支援事業」開始
└→修繕支援制度等に｢未申請」だった974世帯に｢支援制度の再周知と申請｣を勧める連絡
└→無反応の481世帯に被害状況調査を開始（訪問･目視）
└→随時｢ケース会議」を開催（3町１市で合計13回）

2018. 6月~ 生活復興支援チームによる相談と対応

2019.3~4 支援内容の拡充（屋根修繕促進支援事業の創設、ブルーシートは張りの補助最大10→30万円に増額など）

調査(3)【資料８】 鳥取県版災害DCM事例調査：実施に至る経緯

① 訪問活動（聞き取り調査）

18

②「生活復興支援 対象世帯リスト」の作成

③「ケース検討会議」の実施

④「生活復興プラン」の作成

⑤「生活復興支援チーム」（専門家等）の派遣

鳥取県中部地震での「災害ケースマネジメント」手法の流れ

［参考］生活復興プランの作成と多職種連携に基づくケース支援体制 調査(3)

（提供）震災復興活動支援センター
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「地震以来、床が陥没し始めている。
『家全体が傾いている可能性もある』
と言われた・・・
この家で、いつまで暮らせるのか・・
とても不安です」

80代後半の女性（視覚障がい）

市役所福祉課職員

鳥取県建築連合会会長

県職員（建築技師）

民生委員

「生活復興支援」に関わる関係者

震災復興活動支援センター

（提供）震災復興活動支援センター

調査(3)［参考］生活復興プランの作成と多職種連携に基づくケース支援体制

37,004世帯

15,974世帯

268世帯

①鳥取県中部の総世帯数
（倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町の

合計世帯数 /   平成28年 10月1日時点 )

140世帯

②罹災証明の発行数
（倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町の

合計発行部数 /   令和3年 2月1日時点 )

③ブルーシート確認数
（鳥取県中部総合事務所の「ブルーシート調査」の
結果で確認された棟数 /  平成30年10月31日時点 )

④支援対象の世帯数
（倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町の

合計世帯数 /   令和3年 2月1日時点 )

総世帯数の43％

総世帯数の0.7％ 総世帯数の0.4％
中部地震の「災害ケースマネジメント」

では自助互助共助の輪に「つながらない」

方々を主な対象として支援を行っている。

調査(3)

（作成）震災復興活動支援センター

【資料９】 鳥取県版DCMの事例調査
DCM事業による支援対象世帯の位置づけ
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21

［参考］「生活復興プラン」の様式と分析対象項目

位 置
世帯構成
社会関係

（支援対象になった経緯）

支援のプロセスに関する記録
・支援活動の内容
・関係組織との連携
・支援に対する反応

・・・
→支援者による評価
①すまい支援４段階
②くらし支援４段階

（作成）震災復興活動支援センター

調査(3)

倉吉市

（90世帯）

三朝町

（14世帯）

北栄町

（18世帯）

湯梨浜町

（17世帯）
琴浦町

（１世帯）

世帯
世帯

世帯

世帯

（37％）

（20％）

（14％）

（29％）

支援対象世帯の家族構成

調査(3)

（作成）震災復興活動支援センター
坪井塑太郎

【資料10】｢生活復興プラン」に基づく資料分析結果
DCM対象世帯の属性別・空間分析結果：家族構成
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作成協力：人と防災未来センターリサーチフェロー坪井塑太郎氏

倉吉市

（90世帯）

三朝町

（14世帯）

北栄町

（18世帯）

湯梨浜町

（17世帯）
琴浦町

（１世帯）

支援につながった経緯（きっかけ）

世帯

世帯

世帯

世帯

（53％）

（８％）

（30％）

（５％）
世帯

世帯

（２％）

（２％）

（作成）震災復興活動支援センター
坪井塑太郎

調査(3)【資料11】｢生活復興プラン」に基づく資料分析結果
DCM対象世帯の属性別・空間分析結果：支援につながった経緯

日常生活の再建に関する課題

住居の再建や修理に関する課題

作成協力：関西大学社会安全学部 菅准教授

①住居（タテ軸）

生活支援の必要性

住
居
支
援
の
必
要
性

①住居再建や修理の課題

②日常生活の再建の課題

のタテ・ヨコ２方向とそれぞれの

課題を解決する上での「自立性」

に応じて１４０世帯を４つに分類。

②くらし（ヨコ軸）

高

高 低

低

グループ①（32世帯 / 23％）

相談対応（支援）をしない
で自助で屋根の修理や住居再
建を進めることが出来た世帯

グループ②（34世帯 / 24％）

建築士や専門職と共に相談
対応して屋根の修理や住居再
建を進めることが出来た世帯

グループ③（20世帯 / 14％）

建築士や専門職の相談に加
えて、県の補助金制度を活用
して屋根修理が進んだ世帯

グループ④（23世帯 / 16％）

福祉課や社協の担当者など
と共に対応して、県の補助金
制度で屋根修繕を進めた世帯

通常の福祉サービス
による生活支援

通常の福祉と
災害時の対応
の連携で支援

「情報の支援」
自助と共助
による復興

「補助制度」等
災害時の支援
による対応

７％

23％

31％

39％

「生活復興支援事業」の支援対象140世帯に対して行なった支援活動の内容を、
「生活復興プラン」等を踏まえて、支援者が、各世帯の居住支援の必要度と生活・福祉支援の
必要度をそれぞれ4段階で評価した結果を「災害ケースマネジメントの世帯分類と基本的な支援方策」
を分類軸に合わせて整理

（作成）震災復興活動支援センター （協力）関西大学・菅研究室

１

２

３

４

４ ３ ２ １

調査(3)【資料12】 ｢生活復興プラン」に基づく資料分析
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A氏の事例

地
震

2016/10

支援センター初訪問
相談：屋根修繕、家
賃・生活費の工面

2018/6

復興支援隊「縁」による
屋根修繕実施

2018/11 2019/3

支援センターに相談
家族の同居、住宅の
購入などについて

2020/8

健康面で不安

2020/11

借家退去と新
居探し

Q.センターの印象は？
「好印象だった」
「不安はなかった」

Q.どう感じた？
「雨漏れが直ってあり
がたかった」

Q.どう感じた？
「相談できるだけで全然違う」
「〇県に帰ろうと思っていたけど、
今ではここで暮らしていきたい」

現
在

基礎情報
・50代女性で娘2人と息子と同居（母子家庭・5人家族）
・移住直後のため、相談相手がいなかった。

・支援により､生活状況は大きく変化｢話を聞いて
くれるだけで全然違う｣
・公的機関の利用方法を教えてもらい､自分なり
に問題を解決できるようになった。

・生活の細かいところまで支援→都市部で同じような支援を受けることは難しい
・震災復興活動支援センターに対する感謝の言葉が多かった
→孤立して、精神的にしんどい状況であったため、相談相手ができて、心の支えに

調査(3)【資料13】 「生活復興プラン」に基づく支援過程分析と聴取調査結果

（作成）震災復興活動支援センター、関西大学・菅研究室

B氏の事例

・業者の紹介や補助金により､屋根を修繕す
ることができて「助かった」「安心できた」
・ブルーシートがとれて「復興できた」「前
向きな気持ちになれた」
・今後も何か問題があればお願いしたい。

Q.どう感じた？
「早く直さないと。でも、
再建支援金だけでは全
てを直せない」

Q.センターの印象は？
「不安はなかった」
「天の助けだと思った」

Q.どう感じた？
「母屋は直せたが離れは
まだ」→「不安」「早く直
したい」

基礎情報
・60代前後の男性で、母と同居
・業者に修繕見積依頼→断られる。ブルーシートが剥がれてきている

地
震 現

在

2016/10

2018/7 2019/9

・母屋の修繕見積もり
・母屋を再建支援金で修
繕→一部シートが残る

2019/9

補助金で母屋屋
根の葺き止め修
繕を進める

修繕作業 修繕工事完了

2020/8 2020/8

支援センター初訪問
相談：母屋・離れ・蔵の
雨漏れ、修繕の見積もり

・業者の紹介をしてくれない役場に対して「役に立たない」→ 公的支援に期待しなくなった
・住宅の修繕が進む = 生活環境の改善 → 心理的余裕ができる

調査(3)【資料14】 「生活復興プラン」に基づく支援過程分析と聴取調査結果

（作成）震災復興活動支援センター、関西大学・菅研究室
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）  
分担研究報告書  

 
指揮・統制・調整・コミュニケーション(C4)に関する海外の情報収集 

 
   研究分担者  冨尾 淳  （東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学 講師） 

   研究協力者 平澤 暢史（東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻 修士課程） 

 
研究要旨： 

 大規模災害時の対策本部（Emergency Operations Center,EOC）の主要機能とされる指揮・

調整機能等について、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応を中心に、欧米諸国・

韓国の現状について文献・資料等をもとに調査を行った。多くの国で保健医療体制の確保

が困難となったが、既存の EOC 機能により最前線となる地方自治体と国との間での連携・

支援が行われていた。保健医療従事者の確保や物資の備蓄、緊急時のサプライチェーンの

構築など、各国で様々な取り組みが実施されており、今後のわが国の公衆衛生危機管理体

制の充実に資する知見が得られた。  
 

 

Ａ．研究目的 

 大規模災害時に組織的な保健医療活動を実

現するにあたっては、活動の指揮・調整等を

担う「本部」の機能が重要であるとされる。

このような「本部」は、一般に Emergency 

Operations Center (EOC)と呼ばれ、主に指揮

（command）、統制（control）、調整

(coordination)、コミュニケーション

（communication）の機能を担う（頭文字をと

って C４と称される）。 

 近年、わが国では厚生労働省大臣官房厚生

科学課長通知「大規模災害時の保健医療活動

に係る体制の整備について」（平成 29 年 7

月 5 日）を受けて、都道府県の保健医療調整

本部の整備が進められている。北海道胆振東

部地震（2018 年）、令和元年東日本台風（2019

年）等の被災自治体では、実際に保健医療調

整本部が設置・運用され、一定の役割を果た

してきた。しかし保健医療調整本部の設置・

運用のあり方は自治体ごとに異なり、今後の

体制充実に向けた標準的なモデルの構築など

が求められている。  

 このような中で発生した新型コロナウイル

ス感染症（COVID-19）の感染拡大は、世界各

国の保健医療体制にかつてないほどの過大な

負荷をもたらし、既存の指揮・調整機能のあ

り方が問われる状況となっている。 

 本研究は、特に COVID-19 に対する保健医

療にかかる調整機能・保健医療資源の確保に

ついて海外の動向を把握し、わが国の保健医

療調整本部等の体制構築に向けて参考となる

知見を整理することを目的として実施した。 

 

Ｂ．研究方法 

１． 対象 

 調査対象はわが国と社会背景、医療水準が

近い欧米諸国、韓国とした。 

 

２． 方法 

 世界保健機関（WHO）をはじめとする国際

機関及び各国政府等の公的機関の資料、学術
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文献、ウェブサイト等のレビュー、ウェビナ

ー、オンライン会議等を通じて主に下記の項

目について情報収集を行った。

１）保健医療体制及び調整機能

２）保健医療資源（保健医療従事者および個

人用保護具（PPE））の確保

Ｃ．研究結果 

１．保健医療体制及び調整機能

１）米国の体制

米国では、2020 年 3 月以降 COVID-19 の感

染者数が急増し、医療機関の対応能力を超え

て患者が発生する状況となった。米国では、

保健福祉省事前準備・対応担当次官補局

（ASPR）が所掌する連邦助成プログラム

Hospital Preparedness Program（HPP）により、

病院、地方保健部局、危機管理部局、救急医

療サービスの４組織で構成される準備・対応

体制の構築が進められていた。COVID-19 に

対しても同様の枠組みでの対応が実施された

が、医療ニーズの急激な増大に伴い、医療資

源及び患者の分布の適正化を目指して EOC

機能の強化が図られた。医療提供体制確保の

EOC 機能のモデルとして Medical Operations 

Coordination Cells（MOCCs）が ASPR により

提案され、多くの地域で導入された（図１参

照）。MOCCs は、地方（Sub-State Regional）

レベルの RMOCCs、州（State）レベルの

SMOCCs、連邦（Federal）レベルの FMOCCs

の３層構造をとり、それぞれの地域レベルの

医療関連の総合調整窓口として、患者の移動、

スタッフの配置、物資の要請について分析・

対応し、医療システムの負荷軽減に向けたコ

ンサルテーションを行う。地域内の患者移送

の調整活動は RMOCC、州内の地域間の搬送

は SMOCC、州間（10 の連邦地域単位）の搬

送は FMOCC が管轄する。

なお、医療機関では、サージキャパシティ

の確保に向けて Alternate Care Site（ACS）と

呼ばれる代替的な患者収容スペースが設置さ

れた。また、資源の状況に応じて提供する医

療水準を引き下げる「緊急時の標準医療

（Crisis Standards of Care, CSC）」にシフトし

た診療が実施された地域もみられた。

２）英国（イングランド）の体制

 英国における緊急事態マネジメントは、一

般に、Gold（戦略レベル）、Silver（戦術レベ

ル）、Bronze（実務レベル）の３層構造（GSB

構造と呼ばれる）で実施されており、国、地

方の行政機関や医療機関を含む個別の組織に

おいて広く用いられている。行政及び保健医

療サービスは、国（national）、地区（region

（現在 7 地区））、地方（local）の３つのレ

ベルに区分されており、地方において実務を

担う地方自治体（local authorities）や医療機関、

警察、消防等は、地方レジリエンスフォーラ

ム（Local Resilience Forum, LRF）と呼ばれる

合同組織を構成する。LRF の設置は市民緊急

事態法（Civil Contingencires Act 2004）に規定

され、自然災害や大規模事故、感染症など様々

なハザードによる緊急事態への準備・対応を

行うこととされている。現在、COVID-19 対

策は、2020 年 7 月に政府により定められた包

括的な対応枠組 Contain Framework に基づい
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て実施されているが、基本的な対応構造は上

記の既存の体制が用いられている。 

 地方自治体では、自治体の公衆衛生部長

（Directors of Public Health）が主導して地方

アウトブレイク管理計画を策定し対応を実施

する。地方自治体の幹部（Gold レベル）はこ

れに対してリソースの調整を行う。 

 これに対して、地区レベルでは、地区パー

トナーシップチーム（Regional Partnership 

Team, RPT）が構成され、地区内の自治体と

国との間の調整が行われる。RPT は地区の議

長、英国公衆衛生庁（Public Health England, 

PHE）地区責任者、合同バイオセキュリティ

センター（Joint Biosecurity Centre, JBC）の地

区責任者により構成される。PHE は全国規模

で Health Protection Team を構成し各自治体・

地区のサーベイランス及びアウトブレイク調

査と対応などの専門的な支援を行う。JBC は

2020 年 5 月に設置された組織であり、データ

サイエンス、アセスメント、公衆衛生の専門

家などで構成され、COVID-19 の流行状況お

よび感染のリスク要因に関する分析などを担

当している。なお、緊急対応部門の一元化を

目的として、PHE の緊急対応部門および国民

保健サービス（National Health Service, NHS）

の検査・追跡部門、JBC などは、2020 年 8 月

に新設された National Institute of Health 

Protection(NIHP)に統合された（NIHP は、2021

年 4 月より保健安全保障局（Health Security 

Agency, HSA）に改組された）。 

 医療機関での対応も、基本的には従来の枠

組みの中で実施された。NHS の管轄下にある

医療機関は、Clinical Commissioning Group

（CCG）と呼ばれる地域の診療所（GP）や病

院等で構成される経営単位ごとに、

Emergency Preparedness, Resilience and 

Response (EPRR)という緊急事態への事前準

備および対応、業務継続の体制を構築するこ

とが義務付けられているが、COVID-19 に対

しても、CCG 単位で調整センター（Incident 

Coordination Centre）を設置し対応がとられた。 

 

３）韓国の体制 

 韓国は、2015 年に中東呼吸器症候群

（MERS）の大規模流行を経験した。感染拡

大の抑制に失敗した要因として、効果的な協

力体制を構築できなかったこと、コミュニケ

ーション不足、重要な情報公開の秘匿など、

政府の対応が不十分で効果がなかったことな

どが挙げられており、この反省を踏まえて、

中央集権的な調整力の強化、保健当局への権

限付与による迅速かつ透明性の高い対応、な

どを重視した危機管理体制の構築が図られて

いた。2016 年に韓国疾病管理予防センター

（KCDC）内に EOC が常設され、2019 年には、

危機管理に関する標準マニュアルが改定され、

保健当局（厚生省と KCDC）および国家対応

全体を統括する中央災害・安全対策本部

（CDSCHQ）の役割が強化された。また、地

方には地方災害・安全対策本部（LDSCHQ（地

方コマンドとも呼ばれる））を設置すること

とされ、緊急時に中央災害・安全対策本部か

ら物資や人員の支援が提供される仕組みが構

築された。この他、感染症緊急事態に備えて、

2017 年には感染症検査に関する官民連携も

構築された。 

 COVID-19 への対応は、2020 年 1 月 8 日の

国内での疑い患者の検知より開始され、その

後段階的に危機管理レベルを引き上げて、複

数名の感染が確認された 1 月 27 日に中央災

害・安全対策本部（本部長は厚生大臣）が設

置され、市中感染が確認された 2 月 23 日には

首相を本部長とする体制に移行した。地方政

府は地方災害・安全対策本部を編成し、専用
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の拠点病院の設置や病床の確保を行い、中央

政府は、病床や人員、物資の調達など、地方

政府が不足している部分について支援を実施

した。韓国では大邱市をはじめとする地方都

市での大規模クラスターが発生したが、地方

災害・安全対策本部を中心とした患者管理（病

床の調整、ボランティアの医療従事者の確保

など）、中央政府からの公衆衛生専門家の派

遣や人的・物的支援により、対応が可能であ

ったとされている。なお、KCDC は 2020 年 9

月より韓国疾病管理庁（KDCA）に拡大・改

組された。 

 

２．保健医療資源の確保 

 COVID-19 は急激な感染拡大に伴う医療

ニーズの急増（サージ）をきたし、業務継続

の可否を左右する保健医療資源の確保が課題

となった。以下に、人的リソース（保健医療

従事者）と物的リソース（主に PPE）の確保

の実態について記述する。 
 
１）保健医療従事者の確保 
 European Observatory on Health Systems 
and Policies の中間報告（Eurohealth 
COVID-19 special issue）によると、欧州諸

国では表に示すような様々な政策・アプロー

チによる保健医療従事者（専門職・非専門職）

の確保が行われていた。  
 一般的なものとしては、パートタイムから

フルタイムへの移行や超過勤務の許可など、

医療従事者に時間外労働を求める対応（ドイ

ツ、イタリア、スペイン、スウェーデン）、

研修医の外部ローテーションの中断（スペイ

ン）、夜勤・オンコール後の免除の中断（ス

ペイン）などが挙げられる。イギリス、オラ

ンダなどでは、医師の再登録・再認証の義務

の一時的な変更または延期も行われた。 

 民間から公的機関に動員する施策もとられ、

英国（イングランド）では、政府が民間病院

とその職員を引き受けることで合意し、その

結果として何万人もの臨床スタッフが NHS
の医療機関に移動して勤務することが可能と

なった。また、フィンランドでは、18 歳から

68 歳までの民間及び公共の医療機関で働く

すべての職員に、必要に応じて危機に対処す

るために勤務することを義務づける法令が制

定された。 
 学生や退職者の動員も積極的に実施された。

医療従事者を支援するために医学生や看護学

生を採用する規定が 36 か国で設けられ、最

終学年の学生の早期卒業・就業、医療支援を

目的としたギャップ学期の設置などが行われ

た。ドイツ、イタリア、イギリスなどでは、

退職者や以前に登録していた医療従事者に

COVID-19 対策への参加を呼びかける国・地 
   

表１ 保健医療従事者確保政策の例 
既存の保健医療従事者の再利用・再配置 
• 施設内の業務形態の調整・修正 
• ニーズの多い領域、施設、地域への保健

医療従事者の再配置 
• 民間事業者の従業員を公的機関に再配置 
保健医療従事者、学生、ボランティアの動員

と採用 
• 医学生・看護学生の採用 
• 活動を休止または退職した保健医療従事

者の職場復帰 
• 保健医療専門職の新規採用 
• 海外で資格を取得した保健医療専門職の

採用 
• 軍の医療資源の活用 
• 海外および国際機関への支援要請 
• 一般ボランティアの採用（専門性の低い

業務） 
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域のキャンペーンが実施された。なお、高齢

者やハイリスク疾患のあるスタッフについて

は、対面での臨床業務を回避して、遠隔診療

や事務的業務への再配置などが行われた。米

国では、主にボランティアを活用した動員が

行われている。2001 年の同時多発テロを受け

て、2002 年より市民部隊（Citizen Corps）と

呼ばれるボランティアが全国規模で編成され、

現在は国土安全保障省の連邦緊急事態管理庁

（FEMA）によって全国的に調整されている。

市民部隊には、コミュニティ緊急対応 

チーム（Community Emergency Response Team, 

CERT）、米国消防隊（Fire Corps）、全国警

戒見回りプログラム（National Neigborhood 

Watch Program）、医療予備部隊（Medical 

Reserve Corps, MRC）、ボランティア警察サ

ービス（Volunteers in Police Service）の 5 つの

パートナーにより構成されており、1200 以

上の郡、地方または部族の市民部隊評議会と

56 の州または準州評議会が設置されてい 

る。 

 CERT は、地域に影響を及ぼしうる災害へ

の備えについてボランティアを教育し、防火、

捜索救助、チーム編成、災害医療業務などの

基本的な災害対応スキルを訓練し、チームを

構成している。全国に 2700 以上の地域 CERT

プログラムがあり、60 万人以上がトレーニン

グを受けている。 

 MRC は、地域の健康と安全の向上を目指し

て地域で組織されたボランティアの全国ネッ

トワークであり、約 800 のコミュニティベー

スのユニットに約 20 万人のボランティアが

登録している。MRC のボランティアには、医

療及び公衆衛生の専門家だけでなく、医療の

バックグラウンドを持たない市民も含まれて

おり、自然災害から感染症に至るまで様々な

緊急事態に対応する。 

 COVID-19 に対しても、CERT や MRC のボ

ランティアが、検査の実施やワクチン接種の

支援などの専門的な業務から、在宅療養者へ

の食事・生活必需品等の配布などの支援、児

童生徒に対する遠隔教育の支援に至るまで幅

広い活動を行っている。 

 

２）物資（PPE）の確保 
 各国は PPE の大半を中国からの輸入に依

存していた。急激な需要の増大と中国の輸出
制限に伴い、入手困難となり PPE の価格も高
騰した。PPE の備蓄やサプライチェーンの確

保の各国の概要は下記の通り。 
 
①備蓄の状況 
 米国では戦略的国家備蓄（Strategic 
National Stockpile）として保健福祉省が PPE
を備蓄していたが、2009 年のインフルエンザ
（H1N1）パンデミック及び 2014 年のエボラ
出血熱の流行時点で備蓄不足が指摘されてい
た。2020 年 2 月 25 日時点で、N95 マスクは
必要数 3 億枚に対し、戦略的国家備蓄庫の在

庫は 3,000 万枚であったとされる。 
 フランスでは、2011 年から国家レベルでの
マスクの備蓄量を減らし、その代わりに個々
の施設や医療センター、医師にマスクをスト
ックさせるという政策に変更されている。 
 イタリアの政令では市民保護局と地方衛生
当局が PPE 配布に責任を持つとする一方で、
パンデミックに対する国家計画には国が地域
に PPE のストックを配布する責任が記載さ
れており、責任の所在が明確にされていなか
った。 
 
②中央集約化・政府の市場介入 
 PPE の確保・増産に向けて、国と民間企業
との協定、金銭的なインセンティブ、政府に
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よる固定価格の提示、関税や消費税の減額や
撤廃、といった方法の組み合わせが多くの国
でとられた。イタリアやスペインのように、
各地方行政区に PPE の配布責任を置いてい
る国でも、政府の中央集権的なマスク増産や
購入を強化する方策への移行がみられた。 
 米国では国防生産法（Defense Production 
Act, DPA）により、必要性に応じた PPE の
配分、国内生産の拡大目的のインセンティブ
の使用、独占禁止法を一時的に無効化し政府
が民間企業と自主的な協定を結ぶなど、緊急
時の大統領権限が付与されていた。しかし
2020年 3月の DPA発動後も実質的に中央集
権化された PPE の生産や配備に至らず、州や
病院に対する PPE 供給や分配が不十分であ
った。これに対して、トランプ前大統領は、
国内サプライチェーンの強化を目的として、
DPA に基づいて米国国際開発金融公社
（DFC）が企業に対して融資を可能とする大
統領令を発令した。 
 
③サプライチェーン 
 米国の場合、PPE の製造施設の所在地の報
告のみが義務付けられており、各工場の生産
能力など、基本的なサプライチェーン情報は
機密情報として扱われ、政府も医療提供者も
情報を得ることができない。 
 カナダでは、パンデミック中に政府主導で
PPE の全生産者のリストを作成しオンライ
ンで一般公開を開始した。 
 英国では保健省、NHS 等が協力しパラレル
サプライチェーンを設立した。既存のサプラ
イヤー、新規サプライヤー、英国内での増産
による供給の増加、新しい流通システムの構
築、トラストやその他の医療機関に PPE を緊
急に供給し、適切に分配することが目的であ
った。3 月の段階ではパラレルサプライチェ

ーンから各地域に同量の PPE の支援をプッ
シュ型で行ったが、そのプロセスは継続的に
徐々に改良され、患者数やガイダンスを反映
するようになった。5 月 4 日には LRF の

National Supply Disruption Response Team
（PPE が不足しそうな組織に PPE を緊急配
送するためのヘルプライン）等から、各地域
の保有する PPE 量のデータがパラレルサプ
ライチェーンに毎日報告されるようになり、
より緻密な PPE の分配調整ができるように
なった。 
 スペインでは、3-4 月には 17 の自治州の人
口や疫学データに応じて、保健省からマスク
配布を行っていた。新規導入したモニタリン
グシステムで、各州はマスクの消費量、購入
量等の報告を義務付けられており、5 月 19 日
からはマスクの必要量に応じて国から州へマ
スクが供給される新しいシステムに刷新され
た。 
 
Ｄ．考察 

 今般の COVID-19 の感染拡大は、世界各国

の既存の公衆衛生危機管理体制に対する大き

なチャレンジとなっている。危機は継続中で

あり、最終的な評価は今後の経過を踏まえた

検証により行う必要があるが、現時点でいく

つかの課題も明らかになっている。 

 COVID-19 は、軽症者から重症者に至る

様々な保健医療ニーズへの対応、PPE など感

染症対策特有の課題、全国的なニーズの増大

による外部からの支援の限界、将来の予測が

困難な中での長期的な対応など、現場への負

荷は自然災害等と比較してもより大きなもの

となっている。 

 今回調査対象とした米国、英国（イングラ

ンド）、韓国の公衆衛生危機管理体制はいず

れもオールハザード・アプローチに基づいて
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おり、COVID-19 に対しても既存の EOC によ

る指揮調整が実施された。 

 米国、英国は当初感染拡大の抑制に失敗し

たとされるが、これにはリーダーの政治的な

判断や、マスクの着用・距離の確保などの非

薬物的介入に対する国民の受容の程度など、

様々な要因の関与が考えられる。これに対し

て韓国は今回のパンデミックにうまく対応し

たと評価されている。MERS 対応の反省によ

り構築された KCDC を中心とする危機管理

体制が奏功したとされるが、常設の EOC、中

央と地方の災害・安全対策本部の連携体制、

検査等に関する民間リソースの活用などが効

果的に機能した可能性があり、わが国でも参

考にすべきであろう。なお、韓国の行政区は

17 であり、わが国の 47 都道府県（特別区、

保健所設置市を加えるとさらに多くなる）と

比較するとはるかに小さい。米国は連邦から

州等への支援は 10 の地区単位で実施され、英

国（イングランド）も基礎自治体を 7 地区に

統合し国との調整を行っている。国と自治体

との連携・支援を機能的に行う上で妥当な数

的バランスについても検討する必要があるだ

ろう。 

 COVID-19 への対応は、指揮調整機能の重

要性とともに、医療資源の確保の重要性を明

らかにした。わが国における緊急時の人的リ

ソースの確保は、DMAT や DHEAT など国内

他地域からの支援を前提とした対策が中心で

あり、全国的な保健医療ニーズの拡大を想定

した対策は不十分であり、現在も医療機関や

保健所などでのスタッフ不足や偏在、長時間

労働などが大きな課題となっている。 

 欧州各国では施設間でのスタッフの移動、

学生の積極的な活用、退職者等現場から離れ

たスタッフの活用など多様な人員動員の政策

がとられていた。所属施設以外・専門外での

緊急時の勤務にあたっては、法制度の整備、

安全活効果的な任務遂行を可能にする（再）

教育パッケージの開発、受け入れ施設や職員

の準備、国民の合意形成（学生を現場で勤務

させることについては、実施した国でも議論

の余地があるようである）など、事前準備が

必要であり、今後の人員動員に向けて検討が

必要と考えられる。 

 平時からのボランティアの育成と調整機能

の確立も今後の危機管理体制の拡充に向けて

重要と考えられる。現在、わが国では、検査

や宿泊療養・自宅療養などの調整、ワクチン

接種にかかる人材確保に苦慮していることか

ら、米国の MRC や CERT に代表されるよう

な専門職、非専門職のボランティアの確保・

活用に向けた制度・環境の構築は急務と考え

られる。医療・介護の分野は、一般事務やシ

ステム管理、物資の搬送など、間接的な業務

のボリュームも大きい。現状の災害支援スタ

ッフの人員確保や教育は専門職に偏っている

ため、非専門職の人員確保の体制づくりも求

められるだろう。 

 PPE をはじめとする物的リソースの確保に

ついても多くの国が困難に直面した。米国な

ど PPEの国家的備蓄体制があった国でも実際

は大幅に不足したことから、備蓄体制の見直

しや緊急時の増産体制の構築は今後の課題で

ある。一部の国では PPE のモニタリングによ

り需給状況の把握を行ったが、危機管理に要

するリソースを需給のバランスとともに一元

的に把握するインテリジェンス機能の強化が

求められる。 

 

Ｅ．結論 

 諸外国の COVID-19 に対する保健医療体制

及び調整機能、保健医療資源の確保を中心に

現状を把握した。多くの国で保健医療体制の
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確保が困難となったが、既存の EOC により指

揮調整が実施されていた。保健医療従事者の

確保の手法や物資の備蓄、緊急時のサプライ

チェーンの構築など、わが国の公衆衛生危機

管理体制の充実に向けて参考とすべき知見が

得られた。 
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Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

特になし 

２．実用新案登録 

特になし 

３．その他 

特になし
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）  
分担研究報告書  

 
分野横断的な情報共有・連携の課題 

 
研究分担者    池田 和功（和歌山県新宮保健所） 

研究協力者  坂東 淳 （徳島県危機管理環境部） 

研究協力者  古川 馨子（静岡県牧之原市健康推進課） 

研究協力者  松本 珠実（大阪市健康局健康推進部） 

研究協力者  浦野 愛 （NPO 法人レスキューストックヤード） 

研究協力者  田村 太郎（ダイバーシティ研究所） 

研究協力者  山本 千恵（ダイバーシティ研究所） 

研究協力者  赤松 友梨（浜松医科大学 医学部健康社会医学講座） 

 

 
研究要旨： 

 災害時の行政（市町村、保健所等）の保健部局と NPO、ボランティアとの連携状況や課

題について情報収集を行った。保健部局職員で、災害時に NPO・ボランティアと連携した

経験のある者は少なく、NPO 等の活動内容や連携方法についても十分知られていなかった。

一方、NPO 等の活動好事例についての具体的な情報収集を行ったところ、避難所での被災

者生活支援・避難所環境改善の取り組み、行政から委託を受け在宅被災者の訪問調査、ま

た、多くの NPO 等団体が連携して被災者支援を実施している例があった。NPO 等は被災者

支援において欠かせない存在となっており、今後は保健医療部局との連携した活動が期待

される。平時からお互いに共通理解を深める取り組みや、災害時の事例を積み重ねながら

両者が連携するための方法を検討し、連携協力体制を構築していく必要がある。 

 

 

Ａ．研究目的 
阪神淡路大震災や東日本大震災など過去

の大規模な災害に自治体等が対応してきた

なかで、関係機関の組織横断的な連携が十

分でなかったという課題が挙げられた。 
2017 年 7 月 5 日に、厚生労働省 5 課局

部長通知「大規模災害時の保健医療活動に

係る体制の整備について」が発出され、保

健所は、保健医療調整本部を通じて派遣さ

れた保健医療活動チームに対し、保健医療

活動に係る指揮又は連絡を行うとともに、

当該保健医療活動チームの避難所等への派

遣調整を行うこととされた。 
 これを受けて、保健と医療の連携体制は

徐々に構築されつつある。一方で、災害時

の福祉、NPO、ボランティアによる活動体

制は構築途上にあり、保健と福祉の連携に

ついても十分になされていないのが現状で

ある。 
本研究の目的は、市町村内及び保健所管

内・２次医療圏等における過去の災害時の

NPO、ボランティア活動の現状を調査し、

保健部局と NPO、ボランティアの連携状況、

および、今後連携するにあたっての課題と

要点について明らかにすることである。 
 
Ｂ．研究方法 
１、令和２年度災害時健康危機管理支援チ

ーム（DHEAT）養成研修（特別編）にお

いて、受講者にグループワーク形式でディ

スカッションしてもらい、災害時の保健部
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局と NPO、ボランティアとの連携状況につ

いて意見聴取し、課題を抽出した。 
２、災害時支援ボランティア・NPO 等と行

政保健部局との連携についての好事例を 3
事例選定し、収集した資料を中心に連携の

ポイントについてまとめた。 
 
Ｃ．研究結果 
１、災害時の NPO 等と行政（市町村、保

健所等）との連携の課題 
災害時に、保健所など保健部局とボラン

ティア、NPO 等との連携事例は少なく、そ

の要因として、保健部局は、災害ボランテ

ィア団体の組織概要や活動内容を知らない

ことがあげられ、お互いを知るところから

始める必要があると考えられた。 
災害ボランティア団体は、独自に活動す

る場合、社会福祉協議会のボランティアセ

ンターを通じて活動する場合、また、大き

な団体になると行政と連携して活動する場

合もあり、ボランティアの受援方法や保健

部局からボランティアへの協力依頼方法が

明確になっていないのが現状である。その

ため、受援する側の市町村保健福祉部局、

社会福祉協議会、保健所の役割分担と連携

方法について整理が必要である。また、災

害支援活動の中では、例えば、保健所主催

の地域災害医療対策会議などに災害ボラン

ティア団体も参画、情報を共有し、お互い

の役割分担を明確にし得意分野を生かしな

がらwin-winの関係性を基に活動すること

が望まれる。 
 行政の保健部局と災害支援ボランティ

ア・NPO との連携は始まったばかりであり、

両者が連携するための要点が少しずつ明確

になりつつある。まずは平時に地元で顔合

わせすることや活動内容の相互理解などか

ら始め、信頼関係を深め、連携体制を構築

していくことで、災害時に協力関係ができ、

より良い災害対応ができることが期待され

る。 

 
参考資料：資料１ 災害時の NPO 等と行

政（市町村、保健所等）との連携の課題 
 
２、災害時支援ボランティア・NPO 等と行

政（市町村、保健所等）との連携好事例 
１）ぐんま DWAT＊について  

～福祉と保健・医療が連携した活動～ 
 厚生労働省から発出された「災害時の福

祉支援体制の整備に向けたガイドライン」

を根拠に、都道府県は主体的に「災害福祉

支援ネットワーク」など体制整備をより進

めやすくなっている。 
群馬県の場合、県庁では健康福祉部、支

庁では保健福祉事務所と、保健と福祉の組

織が一体となっており、組織上連携しやす

い形になっている。さらに、群馬県災害時

保健医療福祉活動指針で保健医療福祉の連

携が明確に示されている。 
ぐんま DWAT は、民間の福祉事業者に

より組織されているが、県、社会福祉協議

会（以下、社協）と協定し、また、社協が

事務局を担う組織であるため、行政にとっ

て身近な存在であり、円滑に支援受援調整

が行われている。 
 災害時、DWAT の支援調整は、被災自治

体の要請に基づき、厚生労働省を通じて実

施され、また被災地では地元 DWAT また

は社会福祉協議会が受援する体制にあり、

そのことが、DWAT の円滑な受け入れ、連

携につながっていると考えられる。 
被災地の支援現場では、ぐんま DWAT

から積極的に保健福祉チームに連携の働き

掛けが行われていた。事前の訓練で保健医

療との連携についてしっかり意識づけされ

ており、実災害の場では、保健医療チーム

と多職種ミーティングで話し合い、お互い

役割分担しながら協力して活動が行われて

いた。活動内容は、避難所情報の整理、配

慮スペースの設置、何でも相談などで、介
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護福祉や生活環境の整備の分野で大いに活

動していた。 
 DWAT は、始まって間がない組織で、ま

だ多くの都道府県ではこれから DWAT を

組織するという段階である。ぐんま DWAT
のような組織が全国で育成され、災害時の

保健医療福祉の連携が強化されることが期

待される。 
 
＊DWAT：Disaster Welfare Assistance 

Team の略で、災害派遣福祉チーム 
 
資料２ 群馬県 DWAT について ～福祉

と保健・医療が連携した活動～ 
資料３ 群馬県災害時保健医療福祉活動指

針 群馬県 平成 30 年 3 月 
 
２）平成 30 年 7 月豪雨における坂町被災

者アセスメント調査における行政と

NPO の連携 
平成 30 年 7 月に発生した広島県坂町の

豪雨災害について、町の委託を受けて（一

財）ダイバーシティ研究所が被災世帯への

聞き取りによる調査を実施した事例を報告

する。 
町役場では、保健師による要配慮者の安

否・健康状況確認が行われていたが、被災

世帯数が多く、在宅避難者の把握が全くで

きていない状況であった。そこで、被災状

況を把握し、避難生活での被害拡大を防ぎ

ながら生活再建期・コミュニティ再生期へ

の移行をサポートすることを目的として、

8 月下旬から 10 月下旬にかけて、特に被害

が大きかった地区の被災世帯 2,482 世帯を

対象として訪問調査が行われた。 
調査の実施主体は、坂町役場（取りまと

めは保険健康課）、坂町地域支え合いセン

ターで、（一財）ダイバーシティ研究所が

委託を受け調査を実施した。調査の実施に

あたっては、広島県社会福祉協議会が検討

を進めていた県下の地域支え合いセンター

に提供予定の調査票とのすりあわせを行っ

たほか、調査員募集にあたっての広島県社

会福祉士会の全面的なバックアップ、（特）

ひろしま NPO センター、（特）全国災害

ボランティア支援団体ネットワークによる

運営支援をはじめ、多くの職能団体や NPO
等の協力を得て実施した。 
 調査の準備段階では、保健師の巡回によ

る被災世帯情報、被災地域の区長等が有し

ている情報共有を図り、調査対象地域の既

存情報の集約を行った。また、調査実施を

知らせるため、町役場の屋外拡声器での広

報、全戸ポスティングを実施し、安心して

調査に回答いただけるようにした。調査員

が聞き取りの様子から、「見守りが必要」

のチェックを付けた場合は、保険健康課所

属の保健師や職員が再訪問を行い、土砂撤

去が不十分と思われる世帯があった場合は、

町役場を通して坂町社協（ボランティアセ

ンター）に情報共有を行った。同時に、保

険健康課と坂町地域支え合いセンターがク

ラウド上のデータベースに入力した調査結

果を閲覧できる状態をつくり、初期の地域

支え合いセンターの活動の基礎情報として

利用してもらった。 
NPO の被災地での活動の一例を紹介し

たが、ボランティア・NPO にも様々な種類

の団体がある。それら団体が被災地に入る

ルートとしては、主に２つあり、一つは、

個人ボランティアが地元社協の立ち上げる

災害ボランティアセンターを通じて活動す

る場合と、もう一つは、NPO などの団体が、

地元の支援団体で構成する、いわゆる中間

支援組織を通じて活動する場合がある。ま

た、専門性のある NPO では個別に行政と

連携することもある。災害ボランティアセ

ンターや地元中間支援組織が、市役所・役

場や都道府県庁と連携する形で活動調整さ

れる。したがって、平時から地元ボランテ

ィアや NPO と連携し、災害時には中間支

- 67 -



 

援組織連携会議を開催して連携調整できる

体制を整えておくことがポイントとなる。 
 

 
 
資料４ 平成 30 年 7 月豪雨における坂町

被災者アセスメント調査の実施につ

いて 
資料５ 平成 30 年 7 月被災者アセスメン

ト調査（概要版） 
 
３）熊本地震における NPO と専門職との

連携事例 
 2016 年熊本地震発生後、内閣府・県との

連携のもと、JVOAD＊と地元中間支援

NPO（のちの NPO 法人くまもと災害ボラ

ンティア団体ネットワーク（KVOAD）／

2016 年 10 月設立）が協働し、「火の国会

議」を開催（最終的に約 300 団体が参加・

現在も継続中。活動拠点は県庁内に設置）

した。副大臣からの、「避難所と避難者が

急激に増えたため、行政だけでは手が回ら

ないので民間の手を借りて何とかしたい」

という発言を受け、各地で避難所支援に当

たっていた支援団体らと情報共有した。共

通課題として、「避難所の管理・運営」「物

資ニーズへの対応」「要配慮者対応」「避

難所での娯楽」「外国籍の方への配慮」な

どが浮上し、その後、様々なジャンルで活

動している団体を、下記 12 のテーマ別に

分け、課題解決に向けた相談や、関係機関

との調整、解決のための実働を図りやすい

環境を整備した。また、これらの枠組で活

動する中心団体に対しては、市町村への身

分保障として、熊本県から腕章が発行され、

「NPO 被災者支援チーム」として一体化す

ることで、受け入れ側の不要な不安を解消

し、迅速で円滑な連携への足掛かりとなっ

た。 
（12 分野の分類） 
①炊き出し・食事、②避難所の生活環境、

③がれき撤去や家屋の清掃、④物資配布・

輸送、⑤医療・レスキュー、⑥障がい者・

高齢者などの要配慮者支援、⑦子どもや子

育て世代への支援、⑧外国人等のマイノリ

ティ支援、⑨ボランティア派遣・ボランテ

ィアセンター支援、⑩団体間のコーディネ

ート、⑪資金助成、⑫調査・アセスメント 
広域災害の場合、行政だけで自主避難所

も含めた全ての避難所の状況を把握するの

は不可能であり、民間セクターの協力を得

ることで、早期把握、早期対応が可能とな

った。そのためには、だれでも判断・使用

できるアセスメントシートと、県域での情

報共有の場が必要である。 
 避難所の運営に関しては、多くの行政職

員が初めての経験だったため、医療・保健・

福祉の専門職であっても、避難所の開設や

運営に関するノウハウを持っている方がほ

とんどいなかった。民間セクターの経験者

のマンパワー投入や、お悩み相談の場を作

ることにより、より早い環境整備や改善、

行政職員のストレス軽減やモチベーション

の向上（現状への納得感、他地域との比較

による安心感、過去の災害の好事例の入手

など）の一助となった。 
 
※JVOAD：東日本大震災での経験を踏ま

えて、2013 年 7 月「JVOAD 準備会」を

発足。11 月 1 日に NPO 法人化。行政、

社協、市民セクター（NPO・企業等）と
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の「連携の促進」および「支援環境の整

備」を目的に活動している。 
 
資料６ 熊本地震における NPO と専門職

との連携事例 
 
Ｄ．考察 
 厚生労働省通知「大規模災害時の保健医

療活動に係る体制の整備について」（2017
年 7 月 5 日）にあるとおり、災害時には、

都道府県庁、保健所、市町村のラインを構

築し、保健医療活動チームの調整を行うこ

とが重要である。今後は、保健と医療の連

携に加えて、特に亜急性期以降の被災者、

避難所支援において、福祉、NPO・ボラン

ティアとの連携の必要性が増してくる。 
 現状では、保健医療部局は平時から

NPO・ボランティアとの接点が少なく、ま

た災害時の NPO 等の支援活動内容につい

て把握していないことが多い。そのため、

平時から福祉部局や社会福祉協議会などを

通じて、保健部局と NPO 等がお互いの共

通理解を深めておくことが大切である。 
 生活支援の NPO・ボランティアは多種多

様であり、被災地での行政との連携方法、

支援内容・方法も様々である。福祉部局、

社会福祉協議会、地元ボランティア団体が

協力し、NPO 等の受援方法、連携方法を整

理しておくことで、円滑な受け入れにつな

がると考えられる。また、災害時には直接

的に、あるいは、福祉部局を通じて、保健

部局と NPO 等が連携するために、お互い

が意識して声を掛け合い、情報共有するた

めに会議などの場を設定し、役割分担しな

がら、連携・協力して被災者支援が行われ

ることが期待される。そのために、事例を

重ねながら、具体的な方法を明確にし、連

携体制を構築していく必要がある。 
  
Ｅ．結論 

災害時の行政（市町村、保健所等）の保

健部局と NPO、ボランティアとの連携状況

や課題について情報収集を行った。また、

好事例についての具体的な情報収集を行っ

た。 
 
Ｆ．研究発表  
１．論文発表 
 特になし 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得   特になし 
２．実用新案登録 特になし 
３．その他    特になし 
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災害時の NPO 等と行政（市町村、保健所等）との連携の課題 
 
【目的】「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について」（科発 0705 第３号、医政発 
0705 第４号、健発 0705 第６号、薬生発 0705 第１号、障発 0705 第２号 平成２９年７月５

日）の通知があり、都道府県庁に保健医療調整本部を設置し、保健所、市町村のラインで保健医

療活動チームの派遣調整､保健医療活動に関する情報の連携､整理及び分析等の保健医療活動の総

合調整を行うこととなりました。一方で、福祉部局や災害支援の NPO、ボランティア等との連携

については、十分行われていないのが実情です。災害時の NPO、ボランティアとの連携状況や課

題について明らかにすることを目的とします。 
【方法】 
 令和２年８月２７・２８日に実施された令和２年度災害時健康危機管理支援チーム養成研修（特

別編）の参加者からグループワーク形式で災害時の NPO、ボランティアとの連携について意見聴

取しました。参加人数は、保健所を中心とした行政職員で、2 日間で 237 名でした。ディスカッ

ションのテーマは、①災害時に福祉・生活系ボランティア団体や福祉部局と連携した経験がある

か？、②災害亜急性期以降に福祉部局や福祉・生活系災害ボランティア団体と連携するためにど

うしたらよいか？（保健所、市町村レベルで）としました。 
【結果】 
１）ボランティアとの連携経験 

被災地でボランティアと連携経験のある参加者は少なかった。避難所で、ボランティアを見か

けたり、一部個別ケースで相談したが連携まで至らなかったという事例もありました。 
 連携事例としては、情報共有や保健活動がありました。情報共有については、「避難所で活動し

ていたボランティアから現場で必要な物や避難者の意見を聞かせてもらい情報収集の点で助けと

なった」、「保健所主催の会議で避難所の情報が得られたのはよかった。」という意見がありました。 

保健活動では、「体操などのグループ支援をしている団体と情報交換をして避難者の健康を考

えた。」、「ボランティアと一緒に高齢者に対するローラー作戦をするよう説明があり、一緒に地域

を回ってローラー作戦をした。」という意見もありました。 
生活支援活動では、「子供と遊んだり、絵本の読み聞かせ等を行う」、「体操を行う」、「感染症予

防の観点からトイレ掃除の指導」、「自主避難所の一時保管所の管理」、「ブースを設けたり、巡回

しながら相談を受ける」等を行う団体がありました。 

２）福祉部局との連携 

例えば保健福祉部や保健福祉事務所のように、組織上福祉と保健医療が統合されていたり、同

じ組織でなくても同じ建物内に部署があるということも連携しやすい要因となっていました。災

害時も同様に、同じ建物に災対本部と保健医療調整本部、さらに、ボランティアの窓口になる社協も

入っていると連携がスムーズにいきます。 

３）社会福祉協議会との連携 
災害時には、ボランティアの受け入れは社会福祉協議会が担当しています。実績を積んだ信頼

できる NPO の存在は心強いので、平時から地域でのボランティア情報は把握しておいた方がい

い。 
４）地元ボランティアとの連携 
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地元のことを熟知している市民団体がボランティアとして加わることで、ニーズに合った支援につな

げることができる。○○市では被災したときに、NPO 法人が設置した「くらし復興支援センター」が活

躍した。やはり、知らないボランティアが自宅には入ることには抵抗ある。このセンターでは普段から

「顔の見える関係」を地域で作っていることが功を奏したと思う。医療避難所においても被災時に普

段から関わりのない人間・機関が入ること自体難しいと考えると、平時からの関係づくりが大切。福祉

部局やボランティア団体との顔合わせから始めてはどうか。 

５）災害時要支援者についての連携 
小児慢性特定疾患等の避難行動に配慮を要する方は災害時の個別支援計画を作っている。現場

の区役所の保健師は連携を重要と考えていて、その中には福祉系、生活系のボランティアさんも

ケース会議に入って具体的に進んできている事例もあります。また、コロナに関連し、障害者施設、

介護施設を一つ一つ回って指導を始めました。今後、様々なネットワークを作る際に役に立つと考え

ています。 

６）福祉・生活系ボランティア団体と連携するためにどうしたらよいか？ 
平時からの準備として訓練を行っている事例がありました。災害時に備え、介護福祉コーディ

ネーターがおり社協とも連携して訓練をしている事例、社協とも連携して DMAT の訓練や人材育

成を行なっている事例、保健所が主体となって市町村と連携して行う訓練等に、災害派遣福祉チ

ーム（DWAT）の構成員が参加し、行政と DWAT の連携強化を図っている事例がありました。 
災害時のボランティアとの連携調整については、災害時ボランティアセンター（社協）と災害対策

本部が連携し、役割分担を早期に行うことで効率的に運営することができた事例、県社協と NPO 法

人が連携し NPO を県災害対策本部につないでもらい、さらに、県から市にもつないだことで NPO 

が市の避難所運営のサポートを行うことができた事例がありました。 

ボランティア等との連携の課題としては、全国規模の団体は自治体の危機管理部門に連絡があ

りますが、小さな団体は直接避難所に支援に入っていたり、どういった経緯で入ってきたボランティ

ア団体なのか分からないなど、把握することが難しい。いろいろな支援団体が入ってくるが、統括組

織がなく、誰がどのように音頭を取っているかよく分からなかった。個々のボランティアは何が強みで

何ができるかを社協等で事前に情報収集し、災害時には適切なマッチングができるとよい。 

 災害時にボランティアと保健部局が連携するための方法として情報共有・連携会議があります。

熊本地震の避難所では、行政とボランティア団体と週 1 回のペースで情報共有があり、活動をす

るうえでお互いの需要と供給すべきものがわかり、助かった。仮設住宅ができても、月 1 回のペ

ースで会議を継続して開催されており、より良い支援に繋がっています。行政からボランティア

団体に依頼する場合、団体の活動内容がわからないと、依頼するのに躊躇してしまうので、連携

会議でお互いを知ることで円滑な連携が図られます。 
 情報共有は重要ですが、一方で、個人情報保護について注意する必要があります。行政が NPO
等の団体に業務委託して、守秘義務を科すという事例がありました。 
【まとめ】 

災害時に、保健所など保健部局とボランティア、NPO 等との連携事例は少ないです。その要因

として、保健部局は、どのような災害ボランティア団体があるのか、どのような活動をしている

のか知らないということがあります。したがって、共同で対応できる内容がわからず、連携しよ

うという意識にならないのが現状です。同様に、ボランティア団体がどの程度行政の活動につい
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て理解してくれているかもわからない状態なので、まずは、お互いを知るところから始めること

が大切です。 
災害支援には、大小さまざまな多くのボランティアが活動します。これらボランティアを被災

地で統括する仕組みも十分ではありません。独自に活動する場合、社協のボランティアセンター

を通じて活動する場合、また、大きな団体になると行政と連携して活動する場合もあります。そ

のため、どのルートで協力依頼をするのか明確でなく、連携しずらい要因にもなっています。ボ

ランティア等と連携するにあたって、市町村保健福祉部局、社会福祉協議会、保健所の役割分担

と連携方法をどうすべきか、また、県レベル（県災対本部、県社協）と地域レベル（市町村、社

協、保健所）の調整をどうするか、今後整理が必要です。保健部局がボランティアと連携する場

合、だれにコンタクトを取ればいいのか、行政のどの部署が統括しているのか、これらが明確に

なると、連携が進みやすくなります。 
災害支援活動が始まったら、情報共有や連携のための場を設けている事例がありました。保健

所では、地域災害医療対策会議を開催し、主に保健医療関係者が集まりますが、そこにボランテ

ィアが同席することがありました。また、避難所での情報交換の事例もありました。こういった

場面を通じて、役割分担を明確にし、お互いの得意分野を生かしながら活動することが望ましい

です。 
 とはいえ、災害時にいきなり連携するのも難しいため、平時からの連携が効果的です。平時の

保健医療部門の訓練に、地元ボランティア・NPO が参加し、顔合わせをしておくという取り組み

あがありました。 
 行政の保健部局と災害支援ボランティア・NPO との連携は始まったばかりです。また、両者が

連携するためのポイントもわかってきたので、まずは平時の顔合わせや活動内容の相互理解など

から始め、連携体制を構築していくことで、災害時に協力関係ができ、より良い災害対応ができ

ることが期待されます。 
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群馬県災害派遣福祉チーム（ぐんま DWAT ）について  
～福祉と保健・医療が連携した活動～ 

 
１、群馬県災害福祉支援ネットワークと災害派遣福祉チームについて 
１）群馬県災害福祉支援ネットワークとは 

群馬県では、平成 26 年度より県庁、県社協、県社会福祉法人経営者協議会（以下、経営協）を

含む 21 の関係団体と協定し、災害時の施設間相互応援と災害派遣福祉チーム（ぐんま DWAT）
という 2 つの機能を持つ群馬県災害福祉支援ネットワーク（以下「災害ＮＷ」という。）を構築し

ました。災害ＮＷは、災害時要配慮者対策の一つの仕組みで、社会福祉法人群馬県社会福祉協議

会が事務局となり運営しています。 
また、ぐんま DWAT は、基礎知識を習得するための登録研修、実践力を磨くための養成研修、

平時の体制づくりに資するスキルアップ研修の 3 段階の研修を通じて育成を図ると共に、「群馬県

災害時保健医療福祉活動指針（後述）」に基づく、災害時保健医療福祉活動チームの一員として位

置づけられ、保健医療分野と福祉の連携を平時から行っています。 
災害時要配慮者対策の目的は、在宅、避難所等において、要配慮者の生活に必要なソーシャル

ワーカー、介護福祉士、手話通訳者等の人的資源や、車椅子、障害者用携帯便器等の物的資源及

び福祉サービスを確保するとともに、社会福祉施設等への緊急入所や福祉避難所への移動など、

より適切な生活環境や支援に繋ぐことにより、避難生活による二次被害（災害関連死、心身の機

能の低下等）を防ぐものです。 
 
２）災害派遣福祉チーム（DWAT）とは 

災害派遣福祉チーム（DWAT：Disaster Welfare Assistance Team、以下「DWAT」とい

う。）は、（福祉避難所を除く）一般避難所に避難する高齢者や障害者、子供のほか、傷病者とい

った災害時要配慮者の福祉ニーズを把握し支援を提供する、福祉専門職によって構成されたチー

ムです。 
DWATのチーム員は、日常業務として、高齢や障害、児童等の各分野において福祉サービスを

提供しており、相談支援や介護、保育といった多様な知識・技術を有しており、避難者の生活ニ

ーズに合わせて多様な領域の専門性を組み合わせて、チームを構成します。 
主な活動としては、福祉避難所等への誘導、災害時要配慮者へのアセスメント、日常生活上の

支援、相談支援、一般避難所内の環境整備、他職種や地域資源との連携による支援等がありま

す。 
DWATの活動は、原則福祉避難所を除きますが、例えば、老人福祉センター等、建物がバリア

フリーだが24時間対応する人員等がいない、また、地域の特養に知的障害者と家族が避難した場

合等、その場に適した支援チームを派遣することも想定しています。 
福祉避難所は、福祉施設が指定されることが多く、福祉避難所への避難者の福祉ケアニーズに

対して、DWATではなく、老人福祉施設協議会や社会福祉法人経営者協議会などによる応援・支

援を行った例があります。 
平成30年5月31日付で厚生労働省から「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」

が発出されています。この中で、「各都道府県は、一般避難所で災害時要配慮者に対する福祉支
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援を行う災害派遣福祉チームを組成するとともに、一般避難所へこれを派遣すること等により、

必要な支援体制を確保することを目的として、都道府県、社会福祉協議会や社会福祉施設等関係

団体などの官民協働による「災害福祉支援ネットワーク」を構築するものとする、とあります。

本ガイドラインでは、都道府県内での局地的な災害における相互支援を前提としていますが、広

域的な災害を想定した近隣都道府県間の相互支援体制の準備を進めておくことが望ましいとなっ

ています。これまでの災害では、地元（被災地）DWATが他都道府県の応援DWATと連携して活

動するという事例がありました。 
また、2019年度には、全国社会福祉協議会により、DWAT登録研修の標準プログラムが全国

研修という形で示されました。このようにDWATは全国に広がりつつあります。 
 
２、群馬県災害時保健医療福祉活動指針について 
１）概要 

群馬県では、平成 30 年度 3 月に群馬県災害時保健医療福祉活動指針（以下、本指針）が策定さ

れました。本指針は、災害時の保健医療福祉活動の内容、受援体制の整備を含めた健康福祉部

各組織の役割・業務及び組織体制並びに平時の準備等を定めることにより、関係機関におけ

る理解の促進と認識の共有を図ることを目的としています。また、被災者の生命と健康を守る

ための医療活動、健康を保持するための保健活動、被災地域や避難所の飲料水・食品やトイレの

衛生管理等生活環境改善及び感染症対策並びに福祉サービスの確保、福祉的視点による生活支援

などの要配慮者対策を併せて災害時保健医療福祉活動としており、保健活動スタッフ等の支援の

もと市町村保健師が中心となり、応援保健活動スタッフ等、保健医療福祉活動チーム、住民代表、

ボランティアセンター等連携した活動体制の早期確立を目指すとなっています。 

 

２）群馬県災害福祉支援ネットワークとの連携 
本指針では、災害時要配慮者対策のひとつとして、群馬県災害福祉支援ネットワークとの連携

について記載しています。 
群馬県災害ＮＷは、施設間相互応援と災害派遣福祉チーム（ぐんまDWAT）の２つの柱からな

るが、それぞれ、被災市町村、被災地保健福祉事務所（保健所）及び県庁（健康福祉部）が行う

災害時保健医療福祉活動と連携を図ります。 
表 災害ＮＷと災害時保健医療福祉活動の連携上の留意点 
柱（取組） 連携上の留意点 
施設間相互応

援 
・被災市町村、保健福祉事務所（保健所）、県庁所管課に、要配慮者対策に必

要な以下の3つの情報が、それぞれ断続的に収集されることになる。このた

め、これらの情報を一元管理し、関係機関で共有する仕組みを整備するこ

とが必要である。 
①施設の被災・稼働情報（基本情報） 
②施設に必要な人的・物的支援の内容に関する情報 
③緊急入所や福祉避難所等として支援の受皿になれるか、受皿になれる場合

の受入可能人数等に関する情報（被災地外の施設も含む） 

- 74 -



災害派遣福祉

チーム 
（ぐんま

DWAT） 

・他の保健医療福祉活動チームと同様、県災害対策本部（健康福祉部）、被災

地保健福祉事務所（保健所）、被災市町村の指揮を受け活動を行う。 
・ぐんまDWAT の活動は、要配慮者等への支援であり、市町村保健師が中心

となって行う避難所での保健活動と、活動領域・内容が重複する部分があ

るため、要配慮者への効率的、効果的な支援を行うため、両者の役割分担

や連携について共通認識をもつ必要がある。 
 
３）応援保健活動スタッフ等、保健医療福祉活動チームの調整体制 

本指針で、派遣調整窓口を県庁健康福祉課（健康福祉総務班）に一元化し、健康福祉課が医務

課、保健予防課、薬務課及び食品・生活衛生課の補佐を受け、応援要請及び受入れに関する総合

調整を行うものと定めています。 
また、被災地保健福祉事務所（保健所）は、現地派遣調整機能を担う「活動支援拠点」であ

り、派遣された応援保健活動スタッフの協力を得ながら、応援保健活動スタッフ等及び保健医療

福祉活動チームの派遣計画を作成し、県庁と派遣調整を行います。自発的に訪れる保健・医療・

福祉に関する民間団体やNPO 団体等に対しては、被災市町村の混乱を避けるため、保健福祉事

務所（保健所）にて活動場所のマッチング等の調整を行います。 
 

４）本指針の意義 

 『大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について（平成29年7月5日付厚生労働省関

係部局長連名通知）では、都道府県に、保健医療活動の総合調整を行うための『保健医療調整本

部』を設置するよう求めています。その後、平成30年7月豪雨の経験などから、国は『医療・保

健・福祉と防災の連携に関する作業グループ』が設置されるなど、検討が進められています。 
 群馬県では、本指針の制定により、行政やぐんまDWAT等の関係者間で、保健医療活動と福祉

的支援の連携の必要性が認識されており、次章で説明するように、ぐんまDWATが県外に派遣さ

れた際にも、被災者への支援に生かされています。 
 
３、ぐんまDWATの災害支援活動について 
１）令和元年台風19号 

2019年の台風19号発生時、厚生労働省、長野県の要請を受けて、ぐんまDWATが12クール・

48日間派遣されました。活動内容は、①先遣、②立上期、③運営期、④転換期、⑤閉所期の５つ

の時間軸で避難所の支援を実施しました。 
①先遣 

全国経営協から連絡を受け、発災3日目に2名の先遣隊を長野県に派遣しました。訪問した避難

所で、長野県ふくしチームと合流し、避難所の状況を確認しました。また、地元保健師・支援医

療チームと長野県ふくしチームが別々にアセスメントを行っていたため、保健・医療と福祉が一

体になって支援を展開することを提案し、調整を図りました。 
現地調査後、長野県社協でのミーティングを経て、厚生労働省からの正式派遣要請を受けまし

た。ぐんまDWATチームを募集するにあたっては、登録研修と養成研修を修了していることと、
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「被災者中心」、「地元主体」、「連携・協働」の支援の3原則を順守できることを要件としまし

た。 
②立上期 

支援先では、活動班とは別に、地元の長野県ふくしチームや保健医療関係者、行政、施設管理

者などとの連携を図る「調整班」を配置しました。調整班は、普段からマネジメント業務を行っ

ている経営青年会や施設長など管理者が主に担当しました。保健師と医療チームが一緒に活動し

ている中に、DWATが参画し保健医療福祉の連携体制による避難者への支援体制を整えました。 
具体的な活動としては、医療チー

ムが行っていた避難者の位置情報の

更新作業を引き継ぎ、マップ化、必

要な情報を追記し、行政や保健医療

関係者との情報共有や引き継ぎに活

用できるようにしました。 
また、「なんでも相談」を開設し、

避難者の生活の困り毎に係る相談を

受け付けました。例えば、入浴介助

の相談が寄せられたときは、地元の

介護福祉士会などに協力を求めるな

ど、やりすぎない支援を心掛け、地

元でできることは地元に引き継ぎま

した。 
 
③運営期 

発災から1か月程度経過した運営期の活動は、保健師と一緒にアセスメントを行いながら、長

野県ふくしチームと分担するもの、一緒に行うものなどを整理しながら、活動の定着化を行いま

した。具体的な活動としては、避難所での感染症隔離スペースや学習支援や交流のためのスペー

スの設置、また、女性スタッフが生理用品や下着の配布方法の助言やお手伝いなどを行いまし

た。 
④転換期 

避難所の閉所・統合や仮設住宅への入居が始まろうとする時期です。この時期は外部支援者が

大幅に減少し、地元中心の活動に移行していく時期でもあり、ぐんまDWATとしては、現場活動

はなるべく地元にしてもらうスタンスで、退所者情報の整理などを行いました。 
⑤閉所期 

避難所の閉所や統合避難所の立ち上げの支援を行い、その後、長野県、長野市、保健所などに

必要な情報を引き継ぎ、支援活動を終了しました。 
⑥連携会議 

保健所が保健医療調整会議、当地域ではHANA会議（Health association for Nagano Area）
と呼ぶ会議を主催し、避難所支援にかかわる保健医療チームの配置を決めていました。避難生活

が長期化すると、ボランティアなどによる生活支援型のサポートも必要になります。多様なボラ
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ンティアグループと連携する機会として、JVOAD（全国災害ボランティア支援団体ネットワー

ク）が開催する情報共有会議を活用することも一つの方法です。 
 
２）平時の連携 
群馬県総合防災訓練におけるぐんまDWATの活動（訓練内容）より 
①なんでも相談対応訓練 
 「福祉」に限定せず、避難者の生活上の困りごとを聞くところ

で、ワンストップとして、受け止めるとともに、必要な支援への

つなぎを考えます。福祉は「生活支援全般」に渡るため、多様な

相談が寄せられることが特徴で、解決のための連携先等を含め、

地元の情報を活用できる体制も求められます。 
 
②生活環境改善への対応訓練 ～ 配慮スペースの設置 
 福祉避難所へ移送せず、避難所の環境を変えることで対応可能な配慮方法として、「福祉避難

スペースの設置」が求められます。生活上の不安や困難につながる場合もあるので、スロープの

設置や段ボールベッドの組み立てなど、施設内の点検が必要となります。 
 
 
 
 
 
 
 

 
③アセスメント訓練 
 避難生活者の抱える①保健衛生課題、②介護･福祉課題、③生

活環境課題等を確認しながら、要配慮者を見つけ、より適した

支援につなぐために、巡回を行います。保健師が「健康相談

票」を使って行う巡回（ラウンド）に同行し、保健師では対応

が難しく、DWATでは専門領域となる介護･福祉課題を発見し、

必要な支援につなぐことが求められます。 
 
④連携ミーティング 
 避難所内では、多様な専門職種、ボランティア等の支援者が活動を行っているため、他職種チ

ームでの要配慮者への対応等について検討する場づくりを行いました。今回は、活動開始前に行

う『保健･医療･福祉連携ミーティング』、終了時に行う『福祉ミーティング』を形式的に実施し

ました。その他にも、行政を交えたミーティング、避難所運営者が集まるミーティング等も行わ

れました。行政ミーティングでは物資の供給状況や炊出し等の情報も伝えられます。 
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４、DWAT活動を通じて見えてきた保健医療福祉連携のポイント 
 厚生労働省から、災害時の福祉支援体制の整備について、推進する旨示された通知や具体的に

方法を示したガイドラインが出されました。これらを根拠として、都道府県が主体的に「災害福

祉支援ネットワーク」など体制整備をより進めやすくなったのではないか。また、ガイドライン

に保健医療福祉の連携の重要性が記されており、体制整備の段階からそのことが意識されている

ことも、即座に実活動にも生かされている理由であろう。 
 行政内での保健と福祉の連携については、まず、保健と福祉が同組織になっていることが一つ

のポイントではないか。群馬県の場合、県庁では健康福祉部、支庁では保健福祉事務所となって

いる。その組織体制の中で、災害時保健医療福祉活動指針が作成され、保健医療福祉の連携がし

っかり示されている。災害時の支援受援調整について、支援団体の所管が複数化にまたがるもの

の、健康福祉課が一元的に総合調整する体制も連携を強化するポイントとなります。DWATにつ

いては、民間の福祉事業者ではあるが、行政、社会福祉協議会と協定し、また、行政（または社

協）が事務局を担う組織であるため、より行政にとって身近であり、円滑に支援受援調整ができ

るのであろう。 
 被災地での連携については、DWATの支援は厚生労働省を通じた都道府県間の要請に基づくと

いうことと、被災地では地元DWATまたは社会福祉協議会が受援する体制にあることが、円滑な

受け入れ、連携につながっていると考えられます。また、避難所等での保健と福祉の連携につい

ては、被災地行政組織の中で保健と福祉が連携できていることが大切で、保健部局と福祉部局、

加えて、社会福祉協議会が連携できている必要があります。支援DWATとしては、平時の研修や

訓練で保健医療との連携を認識しておくことと、ぐんまDWATの活動報告にあったように、

DWATから積極的に保健福祉チームに連携を働き掛けていくことが大切です。 
 DWATは、始まって間がない組織で、まだ多くの都道府県ではこれからDWATを組織するとい

う段階です。ぐんまDWATのような組織が全国で育成され、災害時の保健医療福祉の連携が強化

されることが期待されます。 
 
引用文献 
・群馬県災害時保健医療福祉活動指針 群馬県 平成30年3月 
・『月刊福祉』2020年10月号「災害から学ぶ 災害に備える」武田康晴 p82-85 
・経営協 2020年3月 令和元年台風19号被害における「ぐんまDWAT」の活動について 鈴木

伸明 p24-28 
参考文献 
・災害時の福祉支援体制の整備について（災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン） 
平成30年5月31日 社援発0531第１号 厚生労働省 社会・援護局長 
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第１章 総則 

第１節 指針の位置づけ 

群馬県災害時保健医療福祉活動指針（以下「本指針」という。）は、災害対策基本法に基づき、群馬県防

災会議（会長：群馬県知事）が策定した「群馬県地域防災計画」に掲げた事前対策を含む応急対策業務を推

進するものである。群馬県保健医療計画、群馬県災害対策本部健康福祉部各班における応急業務マニュアル

との整合性をもち、大規模災害時の保健医療福祉活動の指針となるものである。 

また、本指針は、今後整備する「保健福祉事務所災害時活動マニュアル」の基本的な指針となるものであ

る。（図 1） 

 

図１ 群馬県計画等体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 指針の目的 

第１項 指針の目的 

大規模災害時においては、被災者の健康を守る、県、市町村及び関係機関・団体が、それぞれの役割等に

ついて共通の認識をもち、連携して保健医療福祉活動を展開していくことが重要となる。 

本指針は、災害時の保健医療福祉活動の内容、受援体制の整備を含めた健康福祉部各組織の役割・業務及

び組織体制並びに平時の準備等を定めることにより、関係機関における理解の促進と認識の共有を図ること

を目的とする。 

 なお、本指針各表中の内容については例示とし、実際の保健医療福祉活動は被災地の状況に応じ、臨機応

変に対応しなければならないことに留意が必要である。 
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第２項 指針の対象とする範囲と用語の定義等 

本指針が対象とする活動の範囲及び用語の定義・解説を表１に示す。 

 

表１ 対象範囲と用語の定義・解説 

 区分 定 義 ・ 解 説 

対
象
範
囲 

活動内容 県内において大規模災害（震度 6 弱以上の震災及び複数市町村にわたる大規模な風水害等に

よる災害）発生時における県の保健活動スタッフ（県庁及び保健福祉事務所職員）による活動

を中心に記載する。 

災害規模 災害救助法が適用される程度の災害規模、又は、災害救助法が適用されなくとも被災者の健康

管理や公衆衛生上の問題等について、被災市町村単独では対応困難で、県内他市町村の応援、

他都道府県等の応援が必要とされる規模とする。 

用 
 
 
 
 

語 

災害時保健医

療福祉活動 

被災者の生命と健康を守るための医療活動、健康や生活機能を保持するための保健活動、被災

地域や避難所の飲料水・食品やトイレの衛生管理等生活環境改善及び感染症対策並びに福祉サ

ービスの確保、福祉的視点による生活支援などの要配慮者対策 

保健活動スタ

ッフ 

保健福祉事務所（保健所）及び市町村に所属する公衆衛生医師、歯科医師、保健師、管理栄養

士（栄養士）、獣医師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、歯科衛生士及び事務職員。 

応援保健活動

スタッフ 

県庁、被災地外の保健福祉事務所（保健所）及び市町村から被災地に応援派遣される保健活動

スタッフ。 

県外応援保健

活動スタッフ 

他都道府県等から派遣される保健活動スタッフ。 

応援保健活動

スタッフ等 

応援保健活動スタッフ及び県外応援保健活動スタッフ。 

保健活動スタ

ッフ等 

保健活動スタッフ、応援保健活動スタッフ及び県外応援保健活動スタッフ。 

保健医療福祉

活動チーム 

災害派遣医療チーム（DMAT）、日本医師会災害医療チーム（JMAT）、日本赤十字社等の医療・

救護班、歯科医師チーム、薬剤師チーム、看護師チーム、災害派遣精神医療チーム（DPAT）、

日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）、災害派遣福祉チーム（DWAT）その他の災害応

急対策に係る保健医療福祉活動を行うチーム（被災都道府県以外の都道府県から派遣されたチ

ームを含む。）。 

災害時健康危

機管理支援チ

ーム 

（DHEAT） 

自然災害時において、被災者の保健医療ニーズとリソースを迅速に把握分析するとともに、医

師会等の地元資源や外部からの保健医療支援チーム等を組織･職種横断的に全体調整するな

ど、被災都道府県等に設置される健康危機管理組織が行う指揮調整を補佐する公衆衛生医師・

保健師・管理栄養士・薬剤師・ロジスティックスなど数名で構成されるチーム。 

本活動指針では、県内の保健福祉事務所、保健所の職員から構成されるチームをいう。 

応援災害時健

康危機管理支

援チーム 

他都道府県から派遣される災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）。 

 

リエゾン（現地

情報連絡員） 

発災直後から被災した地方公共団体の災害対策本部（保健医療福祉部門）に派遣され、被災状

況や必要な支援内容等の情報を把握し、派遣元や関係機関に連絡（発信）するとともに、災害

対策本部（保健医療福祉部門）へ情報提供を行うことを任務とする者。 

災害時要配慮

者（要配慮者） 

高齢者、障害者、乳幼児、その他の災害時において特に配慮を要する者。 

ロジステイッ

ク 

活動に必要な通信、移動手段、物品、生活手段（食糧、休憩・宿泊場所）等の確保や情報の収

集、連絡、記録、調整等を行う業務調整員。 

業務)継続計画 

（BCP） 

大規模な災害時において、人、物等の資源に制約がある状況下において、優先的に実施すべき

業務（災害応急対策業務や業務継続の優先度の高い通常業務が対象）を特定するとともに、業

務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定める計画。 
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第３節 災害時における保健医療福祉活動とは 

第１項 災害時保健医療福祉活動とは 

 災害時保健医療福祉活動は、被災者の生命と安全の確保を図り、被災による健康被害を最小限にし、その

後の二次的な健康被害の予防を図り、被災地の復興に併せ、被災者の復興（被災者のこころの復興など目に

見えない課題を克服すること等）を目指すことを目的とする。 

そのため、災害発生直後は医療救護活動への対応が必要であるが、救命救急等の医療体制の確立後は、被

災者の心身の健康状態、生活環境の実態を把握し、予測性をもった計画的・継続的な活動を展開することが

大切である。 

本指針では、被災者の生命と健康を守るための医療活動、健康を保持するための保健活動、被災地域や避

難所の飲料水・食品やトイレの衛生管理等生活環境改善及び感染症対策並びに福祉サービスの確保、福祉的

視点による生活支援などの要配慮者対策を併せて災害時保健医療福祉活動と称する。 

災害時保健医療福祉活動は、被災者に対する直接的支援の他、情報の収集・整理・分析に基づく対策の立

案・評価及び人的資源・物的資源等確保のための後方支援並びに関係機関との情報連携及び連絡調整を含む

ものである。 

 

第２項 保健活動スタッフ等の活動内容 

保健活動スタッフ等の活動内容は、「直接的支援」（表2）、「情報収集、ニーズ調査、計画策定・評価」（表3）、

「関係機関連携」（表4）に分類される。保健活動スタッフ等は、相互に連携してこれらの活動を行うものとする。 

 

表２ 直接的支援 

所 在 項  目 支 援 内 容（ 例 示 ） 

避難所 生活環境面 ・生活環境の把握と公衆衛生上必要な調整 

・感染症、食中毒等の予防のための衛生管理に関する指導助言 

・感染症等の患者の隔離、清潔、消毒等の指導 

・睡眠環境の確保、改善 

運営面 ・避難所責任者、代表者との連携による支援体制の整備 

・保健医療福祉活動に必要な情報の収集と関係部署への報告 

・医薬品、防疫薬品、衛生材料等の衛生管理に関する助言等 

・水・食料品等の衛生管理に関する助言 

・食事の栄養管理、衛生管理に関する助言 

・関係者ミーティング（避難所責任者、代表等を含む）への参加 

・要配慮者の継続支援のための管理台帳等の作成 

・保健・医療・福祉・介護等各担当部署との連携・調整 

・保健医療福祉活動に必要な職種・マンパワー量の積算と投入への提案 

・保健医療福祉活動に関する避難所運営状況について、関係部署への報告・連携・

調整 

住民支援 ・救護所や福祉避難所等の調整・連携 

・健康相談（巡回）等による要配慮者の把握 

・健康調査等による健康状態の把握（感染症、歯科口腔機能、栄養状態など） 

・福祉避難所・介護保険施設への入所、医療機関受診が必要な被災者への支援 

・療養指導や他職種連携等を要する被災者への支援 

・感染症対策（手洗い・うがいの励行、予防接種等）の実施 

・二次的な健康被害対策（健康相談、健康教育、健康診査等）の実施 

在宅・車

中・テント

泊等 

被災者の健康把握 ・要配慮者の所在把握及び安否確認 

・車中・テント泊の把握と深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）の予防支援 

・要配慮者への個別支援 
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・訪問による健康調査 

応急仮設住

宅 

住民代表連携 ・自治会等の住民代表との連携 

被災者の健康把握 ・入居者の健康調査、要配慮者等の継続的支援 

コミュニティー支

援 

・自治コミュニティー住民代表との連携・調整 

・コミュニティーの支援（集団健康教育、集いの場の提供等） 

・自治体の関連情報の提供 

その他 通常業務の実施 

職員の健康管理 

・各種公衆衛生関係事業等の再開 

・職員の健康管理（休息確保、健康相談等） 

 

表３ 情報収集、ニーズ把握、計画策定・評価 

項  目 具体的内容（例示） 

情報収集・ニーズ把握 ・被災状況、支援ニーズ及び資源等の情報の収集・整理・分析、資料作成 

・保健医療福祉活動に関する活動記録、集計、統計 

・被害が予測される個人・集団・地域のリストアップ 

計画策定・評価 ・必要な職種やマンパワーの算出と調整 

・フェーズ各期における災害時保健活動計画作成と実施・評価・見直し 

・健康状況把握のための調査や対策の検討及び準備 

・医療チーム等外部支援活動終息へ向けた検討や調整 

・通常業務再開へ向けた検討・調整（中止・延期・変更等） 

 

表４ 関係機関連携 

所 属 留 意 点 

災害対策本部（地方部）

等(県庁・保健福祉事務

所（保健所）・市町村) 

・保健医療福祉活動方針の決定及び初動体制づくり 

・被災地の状況や活動状況について関係機関への報告 

・情報提供体制の確立と周知 

関係機関 ・災害医療コーディネーター、災害拠点病院等及び医師会、歯科医師会、薬剤師会や保健

医療福祉活動チームとの連携調整 

・保健・医療・福祉各担当部署及び専門支援チーム等との対策検討 

報告・引継 ・関係者ミーティング（連絡会議等の実施） 

・応援、県外応援保健活動スタッフ、ボランティア等から被災地職員への活動記録などの

引継 

 

第３項 保健活動スタッフ等の活動形態 

被災地における保健活動スタッフ等の活動形態は表5 のとおり分類される。県災害対策本部地方部（保健福祉

班）や、市町村の健康衛生・福祉部門で全体調整的業務を行う場合と、避難所等で被災者の保健予防対策や生活

環境衛生対策を行う場合がある。保健活動スタッフ等の支援のもと市町村保健師が中心となり、応援保健活動ス

タッフ等、保健医療福祉活動チーム、住民代表、ボランティアセンター等連携した活動体制の早期確立を目指す。 

 

表５ 保健活動スタッフ等の活動形態 

全体調整（企画・管理・運営） 健康管理 

統括的事項 管理・運営的事項 避難所・地域健康管理事項 

１ 災害時保健活動計画の策定 

・健康課題の分析、活動計画の策定 

２ 情報管理 

・現地情報の確認、助言、 

・全体情報の整理、関係機関への報告 

・保健医療福祉活動全体の調整 

・会議や関係機関への情報提供 

１ 応援・県外応援保健活動スタッフ

へのオリエンテーション 

２ 被災者の健康管理 

（避難所・地域健康管理事項と同じ） 

３ 避難所の公衆衛生上の管理 

・健康課題の把握と解決 

・社会資源の把握、調整 

１ 被災者の健康管理 

・健康状況の把握、課題の抽出 

・健康相談、健康教育、家庭訪問 

・環境整備 

・社会資源の活用調整 

・活動記録 

２ 関係者との連携 
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３ 体制づくり 

・人員配置、勤務体制の調整 

・応援・県外応援保健活動スタッフの

受入れ調整 

・スタッフへの方針提示・他課との連

携調整 

・県庁や関係機関等への報告、調整 

４ 職員の健康管理 

・職員の心身疲労への対処 

５ 必要物品、設備の整備 

６ 関係者ミーティング 

・カンファレンス等の企画 

・生活衛生用品の点検 

４ 関係機関との連携 

・保健医療福祉活動チームとの連携 

・関係機関等との現地連携体制づくり 

５ 自治会責任者等との連携 

・避難所等での健康づくり 

６ 関係者ミーティング 

・保健医療福祉活動チームとの連絡調

整 

３ 企画・管理・運営部門への報告、

相談 

４ 関係者ミーティング 

・ミーティング等への参画 

・カンファレンスへの参画 

５ 必要物品の点検、補充 

・健康相談等の必要物品 

 

第４節 フェーズ毎の保健医療福祉活動 

第１項 フェーズ毎の主な活動 

フェーズ毎の主な活動を図2及び表6により示す。 

 

図２ 大規模災害時における保健医療福祉活動（公衆衛生対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

命令系統の確立 

 

人員確保 中長期的な支援体制 

大規模災害時における保健医療福祉活動（公衆衛生対応） 

フェーズ 0～1 

急性期・亜急性期 

（発災後～24時間～72時間） 

フェーズ 2～3 

亜急性期・慢性期 

（発災後4日～1週間～１、2カ月） 

フェーズ 4～ 

復旧期 

（発災後1、2カ月～） 

被災状況の 

初期評価 
被災状況の全体評価 ２次的な健康被害予防のための評価 

情報・通信の確保 

 救援物資の供給 

 適切な遺体処理 

 

水の浄化と消毒・水質サーベイランス 安全な水の供給 

避難・救出搬送 

栄養状態・口腔状態評価 

疾病サーベイランス 

メンタルサポート 

媒介生物駆除  等 

地域医療の回復 

避難所の医療と保健衛生 

要配慮者の特定と支援 

小児保健 

廃棄物・汚物処理 

巡回診療 

 
救急医療 
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表６ フェーズ毎の主な活動 

フェーズ※1 保健活動・福祉活動の内容 医療活動※2 

フェーズ０ 

【初動体制の確立】 

（24 時間以内） 

・被災者の安全確保、応急対策 

・要配慮者への支援 

・情報収集と活動方針の決定、活動計画の作成 

・被災者の健康管理・保健指導 

フェーズⅠ 

【急性期】 

（48 時間以内） 

フェーズ１ 

【緊急対策】 

生命・安全の確保 

（72 時間以内） 

・被災者の健康問題に応じた、保健・医療・福祉・介護関係派遣職員や

ボランティアの調整及び福祉避難所への移動支援並びに社会福祉施

設等への緊急入所調整 

・避難生活における二次的な健康被害等の予防 

・在宅被災者の健康把握等の対応検討 

フェーズⅡ 

【亜急性期】 

（48時間程度 

～1週間程度） 
フェーズ２ 

【応急対策】 

生活の安定、避難所対策 

（概ね4 日目～１、2 週

間） 

・情報収集と活動の方針決定 

・活動計画の見直し 

・職員の健康管理体制の検討・実施 

・避難生活者、在宅被災者の二次的な健康被害の予防等 

フェーズⅢ 

【慢性期】 

（1週間程度 

～） フェーズ３ 

【応急対策】 

避難所～応急仮設住宅入

居（概ね1、2 週間～1、

2 か月） 

・通常業務再開 

・在宅被災者の健康状況に応じた活動の実施 

・避難生活者、在宅被災者の二次的な健康被害の予防等 

フェーズ４ 

【復旧・復興対策】 

応急仮設住宅対策や新し

いコミュニケーションづ

くり等 

（概ね1、2 か月以降） 

・保健・医療・福祉・介護関係職員やボランティアの撤退にむけた調整 

・応急仮設住宅、入居者の健康状況の把握 

・応急仮設住宅でのコミュニティー支援 

・中長期活動方針の検討 

・活動状況のまとめ 

※1  出典：大規模災害時における保健師の保健活動マニュアル（全国保健師長会） 

※2 出典：第７次群馬県保健医療計画 

 

第２項 活動実施上の留意点 

(1) 災害規模や被災状況によって、初動体制や必要な保健医療福祉活動は大きく異なるため、状況に応じた

保健医療福祉活動の対応が重要である。 

(2) 災害規模や被災状況により各フェーズの移行時期が異なるため、見極めが必要となる。 

(3) フェーズ毎に完結する活動だけではなく、フェーズが移行しても継続する活動、該当フェーズで完結できな

かった活動、該当フェーズより先行して行うべき活動等があり、重層的に実施する必要がある。 

(4) 刻々と変化する状況を総合的に把握し、現状及び今後起こりうる課題等を見通した保健医療福祉活動計画が

必要である。 

 

第３項 フェーズ毎の各機関（県庁・保健福祉事務所（保健所）・市町村）の具体的な活動 

フェーズ毎の県庁、保健福祉事務所（保健所）及び市町村（保健衛生部局）の具体的な活動を表7により示す。 

なお、県及び市町村が行う災害応急対策（保健医療福祉活動）は、防災基本計画、厚生労働省防災業務計画、

群馬県地域防災計画及び市町村地域防災計画に定められているところであるが、各対策は、県と市町村がそれぞ

れの役割分担の下、連携して実施するもの、市町村からの応援要請により県が実施するものなどがあるため、市

町村が実施する災害応急対策（保健医療福祉活動）を含めて、一連の活動内容を理解することが重要であること

から、市町村の具体的な活動も参考として示す。 
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表７ フェーズ毎の各機関の具体的な活動 

フェーズ０ 初動体制の確立（災害発生後24 時間以内） 

県庁（健康福祉部） 

１ 危機管理組織（健康福祉部各班）の設置（指揮命令系統の確認及び情報ルートの整理） 

２ 施設設備の安全確保と執務体制の起動 

３ 通常業務の中止・延期等の検討と決定 

４保健医療福祉活動に必要な情報の収集と災害の規模を想定した方針の決定 

(1) 情報を多角的に収集し、災害規模、被災状況、関係機関のニーズ等を把握 

(2) 初動期の保健活動スタッフの業務稼働状況の把握、初動体制の整備を含めた保健医療福祉活動計画を立案 

５ 保健福祉事務所（保健所）からの報告のまとめ・県災害対策本部への報告 

６ 災害医療コーディネーター等との協議、DMAT の応援要請 

７ 被災地域における保健活動スタッフの確保 

(1) 健康福祉部各班に派遣調整機能を担う担当係を設置 

(2) 災害規模・被災状況に応じ、県内の応援体制及び県外保健活動スタッフの派遣の必要性を判断 

(3) 厚生労働省等関係機関との調整 

８ 関係部局関係各課・室との情報共有と保健福祉事務所（保健所）への情報提供 

保健福祉事務所（保健所） 

１ 危機管理組織（健康福祉班）の設置（指揮命令系統の確認及び情報ルートの整理） 

２ 施設設備の安全確保と執務体制の起動 

３ 通常業務の中止・延期等の検討と決定 

４ 保健医療福祉活動に必要な情報の収集と災害の規模を想定した活動方針の決定 

(1) 管内の被災状況の把握と対策の検討 

社会インフラ及びライフライン（道路・橋・電気、上下水道、ガス、屎尿処理等）の被害状況 

所管する医療機関の被災及び稼働状況、水道事業者、毒物劇物製造所等の被害状況 

(2) （福祉）避難所・救護所の設置状況 

(3) 被災市町村の保健医療福祉活動状況の把握 

保健センター等拠点施設の被災状況、職員の稼働状況、不足している医薬品・物品等 

５ 地域災害医療コーディネーターとの対応協議 

６ 人的支援の調整と派遣等 

被災市町村保健医療福祉活動の支援、被災市町村へリエゾン（保健師１ 名、事務職等１ 名）を派遣 

被災市町村の応援要請に応じた派遣を検討 

７ 緊急を要するケースの安否確認（保健所職員が担当するケース） 

人工呼吸器、吸引器、在宅酸素等を利用している難病患者や、療育児童等の安否確認 

（電話で安否確認が取れない場合は訪看事業者等への安否確認依頼） 

８ 県庁主管課への報告と応援要請 

  庁舎（ライフライン）・職員の被災状況、活動状況等の報告 

  応援保健活動スタッフや災害時健康危機管理支援チームの応援要請 

９ 市町村、関係機関への情報提供と情報共有 

被災市町村 

１～３ 県庁及び保健福祉事務所と同じ 

４ 保健医療福祉活動に必要な情報収集と災害規模を想定した活動方針の決定 

(1) 管内の被災状況の把握と対策の検討 

社会インフラ、ライフライン（道路・橋・電気、上下水道、ガス、屎尿処理等）の被害状況 

(2) 要配慮者の被災状況、所在の把握 

(3) 保健医療福祉活動状況及び必要物資等の把握 

保健センター等拠点施設の被災状況、職員の稼働状況、不足している医薬品・物品等 

５ 被災者の安全確保・救急対応 

６（福祉）避難所・救護所の開設 

７ 被災地保健福祉事務所への各種情報の提供 
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８ 必要に応じて、保健福祉事務所（保健所）へ応援保健活動スタッフ等及び保健医療福祉活動チームの派遣を要請 

救
命
・
救
護 

１ 救護所の設置・運営への参画 

日本赤十字社、郡市医師会等の依頼を決定 

・DMAT や救護活動と保健医療福祉活動の連携調整 

・医療機関と救護所の連絡・調整 

２ 救護所・避難所設置の住民への周知 

３ 医療機関の被害状況、診療状況の把握と対応 

・出産（分娩）可能医療機関の情報提供 

・移送手段等の調整・確保 

避
難
所 

１ 被災者の健康管理（感染症サーベイランス含）及び処遇調整 

(1) 要配慮者等 

・健康状態の把握、安全の確保（安全な居場所の確保等） 

・処遇調整（介護保険施設、福祉避難所への移動等） 

(2) 被災者 

・健康状態の把握、健康相談等を実施 

・健康上の問題のある者への支援（医療・福祉サービス調整等） 

(3) 被災者の健康状態に応じて、夜間の健康管理（宿直等）、有症者の個室の確保を検討 

２ 衛生管理及び環境整備 

３ 避難所設置運営部署との連携 

(1) 生活用品（衛生管理や健康上必要な物品）の確保 

(2) 被災者のプライバシー（被災者同士、障害者への配慮等）確保 

(3) 住民不安への対応（保健・医療・福祉等の情報提供、食事支援、栄養相談等） 

自
宅
滞
在
者 

１ 要配慮者の安否確認（各担当部署との連携） 

(1) 訪問、電話などによる確認 

(2) 救護所、避難所、医療機関、消防署等との連携による避難誘導及び処遇調整 

２ 保健・医療・福祉の情報提供 

 

 

 

フェーズ１ 緊急対策（災害発生後72 時間以内） 

県庁（健康福祉部） 

１ 情報の収集及び保健医療福祉活動方針の決定・保健医療福祉活動計画の立案 

(1) 情報の多角的な収集、災害規模、被災状況、関係機関のニーズ（食料・水の確保等）の把握（課題の確認） 

(2) 庁内検討会（対策方法の整理・検討） 

(3) 初動期の保健活動スタッフの業務稼働状況の把握、初動体制の整備を含めた保健医療福祉活動計画を立案 

２ 被災地保健福祉事務所（保健所）からの報告をまとめ県災害対策本部への報告 

３ 被災地域における保健活動スタッフ、保健医療福祉活動チームの確保 

(1) 災害規模・被災状況に応じ、県内の応援体制及び県外保健活動スタッフの派遣の必要性を判断 

(2) 派遣調整（関係機関、部内関係課間の調整、受援体制の整備等） 

(3) 厚生労働省等関係機関との調整、支援ニーズに対応する応援保健活動スタッフ、活動チームの応援要請 

４ 関係部局関係各課・室との情報共有と保健福祉事務所（保健所）への情報提供 

保健福祉事務所（保健所） 

１ 情報収集と支援方法の決定 

（会議における所内情報共有・保健医療福祉活動の方向性の確認） 

(1) 被災市町村の活動状況の把握と支援 

被災市町村が抱える課題を確認し、市町村と協議の上、対応方法や役割を確認し支援の方針を決定 

被災市町村保健活動計画策定に対する支援や活動に必要な情報提供 

(2) 人的支援の調整と外部への応援要請 

被災市町村からの応援要請に応じた応援保健活動スタッフの派遣調整 
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２ 救命・救護への対応（被災市町村の応援要請に応じ、医療救護班の派遣調整） 

(1) 救護所や避難所の運営支援、衛生管理の確認 

(2) 避難所の健康管理状況の把握と適正な運営に向けた調整、食事の提供状況の確認、要配慮者への配慮 

３ 難病患者等の支援（保健所の担当するケース） 

把握した問題への支援、医療機関情報（医療機能、治療薬確保方法等）や交通情報の提供 

４ 食料（要配慮者用を含む）・水の確保と供給及び衛生管理に関する支援 

５ 地域災害医療対策会議の設置に向けた準備・設置・運営 

６ 県庁主管課への報告と応援要請・活動に必要な物資等の要求 

被災市町村 

１ 情報収集 

２ 災害時保健医療福祉活動の方針の決定 

３ 通常業務の調整（中止・延期） 

４ 関係機関との調整（応援・応援要請等） 

５ 応援保健活動スタッフ等、保健医療福祉活動チームの調整 

６ 防疫活動 

７ 地域災害医療対策会議への出席 

救
命
・
救
護 

１ 救護所運営への参画・協力 

助産場所の設置・確保 

２ 要配慮者への継続支援・慢性疾患患者の医療の確保と継続支援 

（例）糖尿病、狭心症、心筋梗塞、高血圧、精神疾患、人工透析、在宅酸素療法者、人工呼吸器装着者 

  がん療養者、ストーマ保有 等 

避
難
所 

１ 被災者の健康管理（感染症サーベイランス・栄養管理含）及び処遇調整 

(1) 要配慮者等 

安全な居場所の確保、処遇調整（介護保険施設、福祉避難所への移動等による医療、福祉サービスの調整） 

(2) 被災者 

健康相談の実施、夜間の健康管理（宿直等）の実施、及び有症者の個室の確保を検討 

(3) 食事提供状況の把握 

２ 健康教育の実施 

感染症の予防、深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）の予防、生活不活発病予防、心の健康等 

３ 保健医療福祉に関する情報提供 

４ 衛生管理及び情報提供 

飲料水の衛生管理、食中毒予防、防じんマスクの配布、生活環境の衛生管理等 

５ 避難所設置運営部署との連携 

生活用品の確保、仮設トイレの確保、被災者のプライバシーの確保、住民不安への対応 

自
宅
滞
在
者 

１ 要配慮者の安否確認（各担当部署との連携） 

(1) 避難誘導及び処遇調整、医療の継続支援 

(2) 日常生活維持のための情報把握と提供・調整（水、食糧、医療、住宅、電気、トイレ、入浴、医薬品、ミル

ク、生理用品、おむつ、燃料等） 

(3) 情報伝達手段、移動手段はあるか、協力者はいるか、二次災害の危険の有無 

２ 健康相談（窓口、電話、訪問等）の実施 

必要に応じて継続支援、医療機関、専門機関等との処遇調整 

３ 保健医療福祉に関する情報提供 

感染症の予防、深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）の予防等 

４ 健康調査のための検討及び準備 

実施方法の検討（目的、項目、時期、従事者、調査用紙の作成、調査によって把握された要支援者へのフォロ

ーなどの検討 
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フェーズ２ 応急対策（おおむね４日間から１、２ 週間） 

県庁（健康福祉部） 

１ 情報の収集及び保健医療福祉活動方針を決定、保健医療福祉活動計画の見直し 

必要に応じて被災地に出向き、保健医療福祉活動状況の把握 

活動上の課題の整理・明確化による初期計画の見直し 

２ 広域的、総合的な災害に関する情報収集及び被災地への提供 

３ 応援・県外応援保健活動スタッフの動員計画の見直し 

４ 環境・衛生等の確保のための対応策の検討・国や市町村と連携した対応策の実施 

災害廃棄物に起因する害虫や悪臭等への対応 

５ 活動推進に必要な予算措置 

６ 関係部局関係各課・室との情報共有と保健福祉事務所（保健所）への情報提供 

保健福祉事務所（保健所） 

１ 地域災害医療対策会議の運営 

２ 市町村災害時保健医療福祉活動への支援 

(1) 市町村災害時保健活動計画の実施・評価・変更等への支援 

(2) 応援保健活動スタッフ等、保健医療福祉活動チームの調整等 

(3) 保健医療福祉活動計画の実施と活動の評価 

避難所における保健医療福祉活動、在宅被災者の健康状態把握、災害により中断した業務への支援 

(4) 保健医療福祉活動状況の集計・資料化 

３ 県庁主管課への情報提供・報告及び調整、活動に必要な物資の要求や管理 

４ 心のケア対策 

保健医療福祉活動チームと連携した活動の実施（広報、相談体制の確保、継続支援） 

５ 生活環境へ影響を及ぼす震災廃棄物や悪臭等への対応 

環境調査の実施、防じんマスクの配布、消毒薬や消臭剤の配布等 

６ ペットの保護等への対応 

食品・生活衛生課及び動物愛護センターが行う対応への協力（チラシ配布等） 

被災市町村 

１ 情報収集 

２ 地域災害医療対策会議への出席  

３ 災害時保健医療福祉活動計画の実施・評価・経過に応じた見直し 

４ 中止している通常業務の再開に向けた調整 

５ 応援保健活動スタッフ、保健医療福祉活動チームの活動調整 

６ 支援者・職員の健康管理（休息の確保、健康相談、必要に応じ早期受診勧奨） 

救
命
・
救
護 

１ 救護所運営への支援 

２ 救護所の継続体制や撤退時期検討への参画 

(1) 郡市医師会・関係機関等との協議・検討 

(2) 24 時間体制の必要性の検討 

(3) 救護所撤退後の医療 

供給体制（受入れ可能な医療機関）の確認と住民への周知 

３ 救護所で把握された経過観察者の引き継ぎ方法の検討・調整 
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避
難
所 

１ 被災者の健康管理（感染症サーベイランス、栄養管理含）及び処遇調整 

(1) 要配慮者等 

・安全確保（安全な居場所の確保等） 

・避難所から応急仮設住宅・自宅等に移る準備に向けての処遇調整、医療、福祉サービスの調整 

(2) 被災者 

・健康相談の実施 

(3) 食事提供状況の把握・支援 

・調理担当者、弁当業者への指導や食糧配給管理部署への助言や支援 

２ 健康教育の実施 

感染症の予防、深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）の予防、生活不活発病予防、心の健康等 

３ 保健医療福祉に関する情報提供 

４ 衛生管理及び情報提供 

飲料水の衛生管理、食中毒予防、防じんマスクの配布、生活環境の衛生管理等 

５ 避難所設置運営部署との連携 

生活用品の確保、被災者のプライバシーの確保、住民不安への対応 

６ 心のケア対策 

チラシによる周知、相談窓口の周知、専門機関との連携、専門スタッフ相談の実施 

自
宅
滞
在
者 

１ 要配慮者や健康問題がある者への支援 

(1) 医療の継続支援 

(2) 生活再建の支援援調整等 

２ 健康相談（窓口、電話、訪問等）の実施 

３ 保健医療福祉に関する情報提供 

感染症の予防、深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）の予防、生活不活発病等 

４ 心のケア対策 

(1) チラシによる周知 

(2) 相談窓口の周知 

(3) 専門機関との連携 

(4) 専門スタッフによる相談の実施 

５ 健康調査 

(1) 健康調査の実施 

(2) 調査によって発見された健康上の問題がある者等への支援、医療等関係機関との調整等 

 

フェーズ３ 応急対策（おおむね１、２週間から１、２か月） 

県庁（健康福祉部） 

１ 被災後の推移、被災地の動向等を総合的に判断し、中長期的保健医療福祉活動計画の策定 

２ 広域的、総合的な災害に関する情報収集及び被災地への提供 

３ 中長期的保健医療福祉活動計画のための応援保健活動スタッフ等の動員計画の見直し 

４ 環境・衛生等の確保のための対応策の検討・国や市町村との連携した対応策の評価、見直し 

５ 活動推進に必要な予算措置 

６ 関係部局関係各課・室との情報共有と保健福祉事務所（保健所）への情報提供 

保健福祉事務所（保健所） 

１ 地域災害医療対策会議の運営 

２ 市町村災害時保健医療福祉活動への支援（フェーズ２と同じ） 

(1) 市町村保健活動計画の実施・変更・評価等への支援 

(2) 応援保健活動スタッフ等、保健医療福祉活動チームの調整等 

(3) 保健医療福祉活動の実施 

避難所における保健医療福祉活動、在宅被災者の健康状態把握、災害により中断した業務への支援 

(4) 災害時保健医療福祉活動状況の集計・資料化 

３ 県災害対策本部（健康福祉課）への情報提供・報告及び調整 
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４ 心のケア対策（フェーズ２と同じ） 

５ 生活環境へ影響を及ぼす震災廃棄物や悪臭等への対応（フェーズ２と同じ） 

６ 支援者・職員の健康管理 

被災市町村 

１ 情報収集 

２ 地域災害医療対策会議への出席 

３ 中長期的保健医療活動計画の実施・評価、経過に応じた見直し 

４ 通常業務再開に向けても調整・再開 

５ 保健・医療・福祉・介護関係派遣職員やボランティア撤退に向けての調整 

６ 市町村内の関係機関連絡会議等の開催（長期化する場合） 

７ 支援者・職員の健康管理（休息の確保、健康相談、必要に応じ早期受診勧奨） 

救
命
・
救
護 

１ 救護所運営への支援 

２ 救護所の継続体制や撤退時期検討への参画 

(1) 医師会・関係機関等との協議・検討 

(2) 24 時間体制の必要性の検討 

(3) 救護所撤退後の医療供給体制（受入れ可能な医療機関）の確認と住民への周知 

３ 救護所で把握された経過観察者の引き継ぎ事項の確認や、地元医療機関との連絡調整への協力 

避
難
所 

１ 被災者の健康管理及び処遇調整 

(1) 要配慮者等 

避難所から応急仮設住宅・自宅等に移る準備に向けての処遇調整 

(2) 被災者 

健康相談の実施（必要に応じて夕方、夜間に実施） 

(3) 栄養提供状況の把握・支援の実施 

２ 健康教育の実施 

感染症の予防、深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）の予防、生活不活発病予防、心の健康 等 

３ 保健医療福祉に関する情報提供 

４ 衛生管理及び環境調整 

５ 避難所設置運営部署との連携 

食品の取扱いに関する全般的な衛生管理 

寝具の清潔、身体清潔保持、ゴミ・トイレの衛生管理、蚊、ハエ、ゴキブリへの対策 

動物の飼養・管理等 

６心のケア対策（フェーズ２と同じ） 

７ 応急仮設住宅入居者健康調査の検討及び準備 

(1) 実施目的の明確化と共有 

(2) 調査項目、時期、従事者、調査用紙等の検討と作成 

自
宅
滞
在
者 

１ 要配慮者や健康問題がある者への支援（フェーズ２と同じ） 

 

２ 健康相談（窓口、電話、訪問等）の実施 

３ 保健医療福祉に関する情報提供 

感染症の予防、深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）の予防、生活不活発病等 

４ 心のケア対策（フェーズ２と同じ） 

５ 健康調査 

  フェーズ２に加え、健康状態把握後のまとめ、データ整理 
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フェーズ４ 復旧・復興対策（おおむね１、２か月以降） 

県庁（健康福祉部） 

１ 被災後の状況を総合的に判断し、必要に応じて中長期的保健医療福祉活動計画の見直し 

２ 広域的、総合的な災害に関する情報収集及び被災地への提供 

３ 被災地の公衆衛生・福祉活動のまとめと検証 

フェーズに沿った災害活動や組織内対応、関係機関連携状況等の分析評価、活動のまとめ（報告書）の作成 

４ 調査研究等への積極的な支援 

５ 災害に関係した研修会、会議等の開催 

市町村の活動状況の共有、情報交換の場を設け、今後の活動につなげる 

６ 関係部局関係各課・室との情報共有と保健所への情報提供 

保健福祉事務所（保健所） 

１ 長期的な視点に立った市町村災害時保健医療福祉活動への支援 

２ 保健医療福祉活動のまとめと評価 

災害時保健医療福祉活動状況の集計・資料化 

３ 県主管課への情報提供・報告及び調整 

４ 心のケア対策 

５ 支援者・職員の健康管理 

６ 管内市町村との定期的な連絡会議の開催 

７ 打合せ会議における所内情報共有 

被災市町村 

１ 情報収集 

２ 生活再建に重点を置いた保健活動計画の実施・評価、経過に応じた見直し 

生活再建に必要な新たな活動のための施策化・予算措置 

３ 住民の健康管理及び新しい生活への支援 

定期的な健康相談の開催、健康上の問題について自治会等との協議、コミュニティーづくりへの支援 

４ 心のケア対策 

心の問題を早期発見できる体制づくりと広報の活用 

うつ傾向、閉じこもりがちの人を早期に把握し、孤立しない対策の検討 

５ 通常業務再開に向けた調整・再開 

６ 保健・医療・福祉・介護関係派遣職員やボランティア撤退時期の検討・調整 

７ 市町村内の関係機関連絡会議等の開催（長期化する場合） 

８ 支援者・職員の健康管理（休息の確保、健康相談、必要に応じ早期受診勧奨） 

救
命
・
救
護 

１ 通常の医療体制に移行 

 

 

 

 

避
難
所 

１ 健康調査・食生活調査の実施及び必要な支援 

(1) 健康調査の実施 

支援が必要な者への継続支援、医療機関・専門機関との調整 

(2) 定期的な健康相談（窓口、電話、訪問等）の実施 

２ 要配慮者（一人暮らし高齢者、高齢者世帯等）の健康状態の把握 

(1) 健康課題の早期把握、生活状況の悪化や孤立死の予防 

(2) 保健推進員、訪問ボランティア、自治組織等による安否確認（声がけ訪問）等との連携 

３ 心のケア対策 

健康相談や講演会等の実施（うつ、アルコール依存症、PTSD 等） 
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避
難
所 

４ 入居者同士のコミュニティーづくりの支援 

(1) 自治会等の地域代表と健康問題や今後の活動について話し合い 

【具体的な活動例】 

・応急仮設住宅単位での自主活動への支援 

・乳幼児の遊びの広場や高齢者等の集い場の提供 

・ボランティアの活用 

５ 応急仮設住宅から自宅等に移る者への支援 

(1) 支援が必要な者について、処遇調整（保健、福祉、介護相互の連携による） 

６ 保健・医療・福祉に関する情報提供 

自
宅
滞
在
者 

１ 要配慮者や健康問題がある者への支援 

(1) 医療の継続支援 

(2) 生活再建の支援調整等 

２ 健康相談（窓口、電話、訪問等）の実施 

３ 保健医療福祉に関する情報提供 

感染症の予防、深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）の予防、生活不活発病等 

４ 心のケア対策 

５ 新たな交流やコミュニティーづくりの支援 

 

第５節 DMAT・医療救護班による医療活動と災害時保健福祉（公衆衛生）活動の

連携 
発災直後から、フェーズ１までは、緊急対策として生命・安全の確保が最重要課題となる。 

保健福祉事務所（保健所）は、図 3 のように、ライフライン等の基本情報、地域の被災情報、医療機関情報、

避難者の状況、救護所・避難所情報等を把握し、地域災害医療コーディネーターと共有する。 

これらの情報は、「被災者の救護」や「保健医療福祉活動チームの調整」に活用される（図4）。 

保健福祉事務所（保健所）は、地元三師会や災害拠点病院の地域災害医療コーディネーターとともに，平時か

ら緊急連絡網の作成等による連絡方法等の確認を行い，管轄地域における医療活動と保健福祉活動（公衆衛生活

動）の連携を図る（表8）。 

 

表８ ＤＭＡＴ・医療救護班による医療活動と災害時保健福祉（公衆衛生）活動の連携 

 主な内容 

DMAT・医療救護班に

よる医療活動 

・病院支援（派遣先の病院の医療活動を支援） 

・現場活動（消防機関等と連携し、トリアージや緊急処置等を行う。） 

・傷病者の搬送時における診療 

・広域医療搬送（広域医療搬送拠点での臨時医療行為及び航空機内における患者の症状安定

化や処置等） 

・助産、遺体の検案への協力 

災害時保健福祉（公衆

衛生）活動 

・市町村における救護所の設置状況（①設置場所、②連絡方法及び責任者氏名、③傷病者の

状況（人数、傷病程度など）、④医療救護活動の状況、⑤医療救護班派遣の必要性、⑥医薬

品の必要性）について把握し、県医務課（医療・防疫班）に報告する。 

・被災市町村の救護所の設置への協力 

・在宅医療機器装着患者等の医療を要する要配慮者の把握と、必要な医療の確保のための連

携 

・避難所巡回や訪問活動等を通じ、医療ニーズを把握し、地域災害医療コーディネーターに

情報提供を行う。 

・避難所巡回や在宅訪問活動等を通じ、健康阻害要因を把握し、環境の改善、疾病予防のた

めの指導教育活動等を行う。 
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図３ 
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６節 群馬県災害福祉支援ネットワークとの連携 

群馬県災害福祉支援ネットワーク（以下「災害ＮＷ」という。）は、県を含む福祉関係団体の協定により

整備している災害時要配慮者対策の一つの仕組みであって、社会福祉法人群馬県社会福祉協議会が事務局と

なり運営している。  

災害時要配慮者対策の目的は、在宅、避難所等において、要配慮者の生活に必要なソーシャルワーカー、

介護福祉士、手話通訳者等の人的資源や、車椅子、障害者用携帯便器等の物的資源及び福祉サービスを確保

するとともに、社会福祉施設等への緊急入所や福祉避難所への移動など、より適切な生活環境や支援に繋ぐ

ことにより、避難生活による二次被害（災害関連死、心身の機能の低下等）を防ぐものである。 

災害ＮＷは、次の２つの柱からなるが、それぞれ、被災市町村、被災地保健福祉事務所（保健所）及び県庁（健

康福祉部）が行う災害時保健医療福祉活動と連携を図らなければならない。 

災害ＮＷと災害時保健医療福祉活動の連携上の留意点を表9に示す。 

 

表９ 災害ＮＷと災害時保健医療福祉活動の連携上の留意点 

柱（取組） 連携上の留意点 

施設間相互応援 ・社会福祉施設間で、人的・物的資源を応援し合う仕組みであるが、施設間の応援のみでは、

支援が完結しない場合が想定される。 

・また、被災施設が市町村から福祉避難所の指定を受けている場合や、福祉避難所の指定を

受けていなくとも近隣住民が施設に避難してくることが想定される。 

・災害ＮＷ事務局、被災市町村及び県（保健福祉事務所・県庁所管課）が行う要配慮者対策

に必要な情報は以下の３つに分かれる。 

①施設の被災・稼働情報（基本情報） 

②施設に必要な人的・物的支援の内容に関する情報 

③緊急入所や福祉避難所等として支援の受皿になれるか、受皿になれる場合の受入可能 

人数等に関する情報（被災地外の施設も含む） 

・これらの情報は、災害ＮＷ、被災市町村、保健福祉事務所（保健所）、県庁所管課に、そ

れぞれ断続的に収集されることになる。このため、これらの情報を一元管理し、関係機関で

共有する仕組みを整備することが必要である。 

災害派遣福祉チ

ーム 

（ぐんま 

DWAT） 

・他の保健医療福祉活動チームと同様、県災害対策本部（健康福祉部）、被災地保健福祉事

務所（保健所）、被災市町村の指揮を受け活動を行う。 

・ぐんまDWATの活動は、要配慮者等への支援であり、市町村保健師が中心となって行う

避難所での保健活動と、活動領域・内容が重複する部分がある。このため、要配慮者への効

率的、効果的な支援を行うため、両者の役割分担や連携について共通認識をもつ必要がある。 
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第２章 平常時の準備 

第１節 平常時における体制整備 

災害時に起こりうる事態に対して、危機管理意識を強く持ち、被害を最小限にできるよう、平常時から必要な

準備を行う。平時からの体制整備項目を表10 に示す。 

 

表１０ 平常時からの体制整備項目 

項 目 具体的内容（例） 

指揮命令系統・役

割の明確化と共

通理解 

(1) 年度当初に以下の内容を確認 

 ① 各組織における災害時の危機管理組織の立ち上げと指揮命令系統 

② 本指針に記載された県庁、保健所、市町村の役割及び従事内容 

③ 応援・県外応援保健活動スタッフ、保健医療福祉活動チームの応援要請手順等 

④ 各組織における業務継続計画（BCP） 

情報伝達体制の

整備 

県庁、保健福祉事務所（保健所）、市町村、関係機関間における情報伝達体制の確認と、関係者

間での周知徹底 

(1) 職員・関係機関の連絡網の整備・周知と迅速な情報伝達体制の整備 

(2) 保健医療福祉活動に関する記録様式の整備を通じ効率的な情報収集・伝達体制を整備 

災害時の支援資

源等の整備 

(1) 保健医療福祉活動チーム、災害健康危機管理支援チーム等の整備 

(2) 保健医療福祉活動チーム等及び保健活動スタッフとなる職員の資質向上（研修・訓練の実施） 

要配慮者支援体

制の整備 

（避難行動要配

慮者対策は除く） 

(1) 要配慮者の居住地や生活状況（配慮事項）等の情報が災害発生時に迅速に提供される体制、仕 

組みの整備 

(2) 支援マニュアル等の作成及び関係者や住民への周知 

活動に必要な 

マニュアル・物品

の整備及び保管 

(1) 災害時保健医療福祉活動において、重点的・優先的に進めていく事項や判断基準について、本

指針をもとに各課・保健福祉事務所（保健所）ごとに整理 

(2) 「保健福祉事務所災害自活動マニュアル（アクションカード含む）」の整備と見直し 

(3) 必要物品のリスト化を行うとともに、予めリュック等にセットし定められた場所に保管 

活動に必要とな

る書類・帳票の整

備及び保管 

(1) 避難所、救護所等において保健活動スタッフ等、保健医療福祉活動チームが使用する各種帳票

（災害診療記録、避難所アセスメントシート、健康相談票）の整備 

 ※被災者の口腔機能や栄養状態などを具体的にアセスメントするための帳票類の統一化は、今後

の検討課題 

(2) サーバー等に保存している、災害時の活動に必要なマニュアル、帳票、要配慮者台帳等につい

て、機器の損壊などによるデータの滅失、停電を考慮し、紙媒体でも保管 

(3) 重要な電子データのバックアップ 

 

第２節 県庁、保健福祉事務所（保健所）別の体制整備 

県庁、保健福祉事務所（保健所）別の体制整備にむけた具体的内容について表 11 に示す。 

 

表１１ 県庁、保健福祉事務所（保健所）別の体制整備にむけた具体的内容 

所 属 具体的内容 

県庁 (1) 県地域防災計画、本指針、各班マニュアル等の内容確認（年1 回以上） 

(2) 訓練等を通じた本指針、各班マニュアル等の見直し 

(3) 本指針、各班マニュアル等の部局掲示版への掲示及び打ち出し配備（停電を考慮） 

(4) 部職員・市町村職員等を対象とした研修会・図上訓練の企画・実施 

(5) 災害医療コーディネーター、医療・救護班、保健師チーム、DPAT、DWAT、DHEATなど災

害時の保健医療福祉に係る資源の整備（資質の向上含む） 

(6) 社会福祉施設の被害状況把握方法等の確認（災害福祉支援ネットワークとの役割分担を含む） 
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保健福祉事務所 

（保健所） 

(1) 本指針、活動マニュアル、事業継続計画（BCP）等の内容確認（年1 回以上） 

(2) 指揮命令系統や連絡体制の確認 

(3) 管内の保健医療・福祉関係機関等の社会資源の把握と連絡先リスト整備 

(4) 市町村及び災害拠点病院等関係機関と連携した訓練の企画・実施 

(5) 災害時要配慮者の支援体制の整備（市町村、訪問看護事業者等との調整） 

(6) 管内市町村との連絡体制や、医療機関等の被害状況把握方法等の確認 

(7) 管内市町村の地域防災計画、災害時保健活動マニュアル等の策定支援 

(8) 市町村防災訓練等への参加 

(9) 本指針及び災害時保健福祉事務所活動マニュアルの打ち出し配備（停電を考慮） 

(10) アクションカードの庁舎内外への複数配備 

(11) 必要物品等のリスト化及び準備 

(12) 管内避難所（福祉避難所）の場所や規模の確認 

 

第３節 地域災害医療対策会議の開催 

保健福祉事務所（保健所）は、大規模災害に備え、市町村、地域災害医療コーディネーター、地元医師会・歯

科医師会・薬剤師会、災害拠点病院や消防等関係機関との地域災害医療対策会議の開催を通じ、地域の実情に応

じた連絡・協力体制の整備と連携の強化を図る。 

 

第４節 災害時健康危機管理体制推進会議の運営 

県健康福祉部は、大規模災害に備えた健康危機管理体制を着実に整備するため、災害時健康危機管理体制推進

会議をＰＤＣＡサイクルに従って運営し、その推進を図るものとする。 

 

第５節 研修や訓練を通じた人材養成 

災害時健康危機管理体制推進会議（事務局：健康福祉課）は、県関係課、保健福祉事務所、市町村職員（保健

衛生・福祉部門等）及び関係機関等を対象とした研修会や図上訓練を開催し、それぞれの役割や連携について、

理解の促進を図るものとする。 

また、各保健福祉事務所においては、市町村職員（保健衛生・福祉部門等）を対象とした研修会や、保健福祉

事務所災害時アクションカードなども活用し、自所属職員・市町村職員並びに地域災害医療対策会議の構成機関

職員等を対象とした図上訓練を実施するものとする。 
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第３章 県内で大規模災害が発生した場合の対応 

第１節 大規模災害が発生した場合の基本的考え方 

県内で大規模災害が発生した場合の対応については、各フェーズに起こりうる健康問題を予測し、被災者の自

立を支援する視点にも留意しながら予防活動を行い、継続的に支援することが必要である。 

支援活動を円滑に実施するためには、初動・支援体制の早期確立が重要であり、安全性の確保が行われ次第、

早期に被災地に出向く体制を構築する必要がある。 

また、県内外から被災地に派遣される保健活動スタッフ、保健医療福祉活動チーム等及び物的資源を、適切に

避難所等に配置し、被災者に必要な支援を届けることが重要であり、被災地の保健福祉事務所（保健所）及び健

康福祉部は、平常時から、応援体制及び受援体制を構築し、災害発生時には、この体制に基づき保健医療福祉活

動を展開していく必要がある。 

 

１ 初動体制及び支援体制の早期確立のためのリエゾン派遣（フェーズ０～） 

災害対応を迅速に進めるため、保健福祉事務所（保健所）は、被災市町村と連絡調整（連絡が取れない場合は

依頼によらず）の上、発災直後から被災市町村に対してリエゾンを派遣し、被害状況やニーズの把握に努める。

また、県災害対策本部や被災地保健福祉事務所（保健所）が把握した情報を被災市町村に提供するとともに、必

要に応じ助言を行う（詳細は第３節）。 

 

２ 被災地保健福祉事務所（保健所）に対する広域応援体制の構築（フェーズ１～） 

庁舎・職員の被災、災害応急対策に係る業務量の増大、複数の保健医療圏域に跨がる被災等を想定し、被災地

の保健福祉事務所（保健所）と、被災地外の保健福祉事務所（保健所）による相互応援体制を構築する（詳細は

第４節）。また、必要に応じ、健康福祉部各課室から応援保健活動スタッフを派遣する体制を構築する。 

 

３ 災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）による応援・受援体制の構築（フェーズ２～） 

庁舎、職員の被災等による混乱により、健康危機管理組織の指揮調整機能が機能不全に陥ることを想定し、県

（県庁）、被災地の保健福祉事務所（保健所）においては、災害時健康危機管理支援チームの受援体制を構築する。 

 

４ 応援保健活動スタッフ等の派遣調整に係る体制整備（フェーズ１～） 

災害規模が大きいほど、多くの保健活動スタッフ、保健医療福祉活動チーム及び健康課題に応じた様々な職種

が被災地支援活動に従事する。 

このため、これらの派遣調整を行う窓口を、災害対策本部健康福祉部各班内に置き、被災地保健福祉事務所（保

健所）等への派遣調整を行う（詳細は、第５節第２項を参照）。 

また、被災地保健福祉事務所（保健所）は、派遣された保健活動スタッフ等を被災市町村（避難所等）へ配置

する等、現地における支援体制についての調整的機能を担う。 

 

第２節 応援・派遣調整体制の全体像 

応援保健活動スタッフ等、保健医療福祉活動チーム及び（応援）災害時健康危機管理支援チームの応援・派遣

調整体制の全体を図5 に示す。 

被災市町村は、保健医療福祉活動を行う人的資源が不足すると判断した場合は、早急に応援保健活動スタッフ

等及び保健医療福祉活動チームの応援要請を、リエゾンを通じて保健福祉事務所（保健所）に行う。 

保健福祉事務所（保健所）においては、第６節第２項により健康福祉部各班の派遣調整担当係（者）に、応援

要請を行う。 

健康福祉部各班の派遣調整担当は、県内の支援資源を中心に派遣調整を行うが、不足する場合は、全国へ応援

要請を拡大していく。 

また、被災により、被災地保健福祉事務所（保健所）等における指揮調整機能の麻痺等する場合は、災害時健

康危機管理支援チーム（以下「DHEAT」という。）を県内で編成し、編成ができない場合、不足する場合は、全

国へ応援要請を拡大していく。 
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図５ 
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第３節 被災市町村へのリエゾン派遣 

市町村では災害が発生した場合、必要な情報を保健福祉事務所（保健所）に報告するとともに、被害状況から

被災住民の健康課題を把握し、マンパワーを確保する必要がある。しかし、当該市町村職員は目前の住民対応に

追われ、情報の収集や発信、的確な判断が困難となることも想定されるため、保健福祉事務所（保健所）は、職

員（保健師１名、事務職等１名）をリエゾンとして市町村（保健衛生部局）に派遣し、市町村と調整の上、被害

状況の把握に努め、市町村が実施する災害時保健医療福祉活動を支援する。 

リエゾンの概要を表12 に示す。 

 

表１２ リエゾンの概要 

項 目 活動内容（例示）・留意点 

派遣先 ・被災を受け災害救助法の適用が想定される市町村 

・被災を受けた市町村の保健医療福祉活動の統括部署（保健福祉部門） 

派遣期間 ・発災直後からフェーズ2 に相当する期間までとするが、状況により派遣期間を検討する。 

・被災市町村の状況（市町村活動が軌道に乗る見通しが立った等）を考慮し派遣終了を決定する。 

派遣者 ・原則として、被災保健福祉事務所（保健所）から保健師１名、事務職等１名を派遣する。 

・リエゾンのうち、保健師は可能な限り固定化し、被災市町村に対する継続的支援に留意する。 

・派遣者は、支援業務や保健医療福祉活動について、現地の状況を的確に把握・判断ができる職員

とする。 

（例）「過去の地震等災害で保健活動等の経験のある者」 

役 割 ・市町村災害対策本部からの情報収集（市町村の活動状況、被災状況、避難所等の設置状況、応援 

保健活動スタッフの必要数や保健医療福祉活動に必要な物資等）及び県が把握した情報の提供 

・被災地保健医療福祉活動全般への助言や保健福祉事務所（保健所）との連絡調整 

 

第４節 保健福祉事務所（保健所）間の応援体制と初動活動への支援 

被災による混乱やマンパワー不足により、被災地保健福祉事務所（保健所）の機能が麻痺することを想定し、

各保健福祉事務所（保健所）間において、図６のとおり応援体制を整備する。 

被災により保健福祉事務所（保健所）機能が麻痺した場合、被災地外の保健福祉事務所（保健所）及び県庁の

保健活動スタッフが速やかに応援に入り、管轄市町村の被災状況の把握等、初動活動を支援する。 

また、応援体制にかかわらず、受入れに時間を要する場合や、県庁との通信の遮断等の事態も想定し、被災地

保健福祉事務所（保健所）は、応援が得られるまでは、指揮調整者の指揮の下、本指針に示す対応のうち、優先

的に取り組む内容を精査し、初動対応を行う。 
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図６ 保健福祉事務所（保健所）間の応援体制 

 

 

（参考） 

関東平野北西縁断層帯主部による地震 太田断層による地震(M7.1) 片品川左岸断層による地震(M7.0) 

   

 

第５節 災害時健康危機管理支援チームの編成及び応援要請 

保健医療福祉調整本部（健康福祉総務班）は、被災保健福祉事務所（保健所）から応援要請があった場合、又

は、当該保健福祉事務所（保健所）における指揮調整業務に対する補佐が必要と判断した場合は、災害時健康危

機管理支援チーム養成研修を受講した者を中心にDHEATを編成し、被災地保健福祉事務所（保健所）へ派遣す

る。県内でDHEATを編成できない場合やチームが不足する場合及び保健医療福祉調整本部においてDHEATに

よる支援が必要な場合は、厚生労働省を通じて、他都道府県に応援災害時健康危機管理支援チームを応援要請す

る。 

(M8.1) 
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第６節 応援保健活動スタッフ等、保健医療福祉活動チームの調整体制 

第１項 応援保健活動スタッフ等、保健医療福祉活動チーム調整の考え方 

自治体間における災害時の応援保健活動スタッフの応援及び派遣に関しては、災害対策基本法に基づき対応す

ることになり、自治体間で相互応援協定を結んでいれば、それに則って進める。 

応援保健活動スタッフ等及び保健医療福祉活動チームに関しては、被災住民の多様なニーズや時間経過に伴う

状況変化への対応、多職種にわたる専門職の派遣など、きめ細やかな調整が必要である。 

応援保健活スタッフ等については、被災地、避難所等における公衆衛生上の課題に応じた多職種からなる活動

チームを編成することが重要であることから、派遣調整窓口を健康福祉課（健康福祉総務班）に一元化し、健康

福祉課が医務課、保健予防課、薬務課及び食品・生活衛生課の補佐を受け、応援要請及び受入れに関する総合調

整を行うものとする。  

保健医療福祉活動チームについては、各チームの所管課が中心となり、関係機関と連絡調整を行い対応する。 

また、被災地保健福祉事務所（保健所）は、派遣された応援保健活動スタッフの協力を得ながら、応援保健活

動スタッフ等及び保健医療福祉活動チームの派遣計画を作成し、県庁と派遣調整を行う。自発的に訪れる保健・

医療・福祉に関する民間団体やNPO 団体等に対しては、被災市町村の混乱を避けるため、保健福祉事務所（保

健所）にて活動場所のマッチング等の調整を行う。 

 

第２項 県庁の派遣調整体制 

応援保健活動スタッフ等及び保健医療福祉活動チーム、DHEATの派遣調整に係る、健康福祉部における役割

を表13に示す。 

保健医療福祉活動チーム、災害時健康危機管理支援チームの各担当班（所管課）は、それぞれ派遣調整担当係

（者）を配置し、関係機関と連携して派遣調整を行う。 

 

表１３ 応援保健活動スタッフ等、保健医療福祉活動チーム、DHEATの派遣調整に係る役割 

所属名（班名） 主な役割 

健康福祉課 

（健康福祉総務班） 

１ 部内全体調整及び災害対策本部との調整 

２ 応援保健活動スタッフの派遣に係る総合調整に関すること 

３ 災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）の派遣調整に関すること 

４ 応援災害時健康危機管理支援チームの派遣調整に関すること 

５ 保健活動スタッフ等の活動状況、被害情報、課題・支援ニーズ等の把握 

６ 上で把握した情報の発信（情報共有） 

７ ＤＷＡＴの派遣調整（県社協との連絡調整）に関すること 

医務課 

（医療・防疫班） 

１ ＤＭＡＴ、医療・救護班、保健師チーム（県内市町村及び県外からの保健師チーム

に限る）の派遣調整に関すること 

２ 応援保健活動スタッフ（県庁、被災地外の保健福祉事務所（保健所）の保健師）の

派遣調整の補佐に関すること 

保健予防課 

（医療・防疫班） 

１ ＪＤＡ－ＤＡＴ、（管理）栄養士及び歯科衛生士の派遣調整に関すること 

２ 応援保健活動スタッフ等（保健予防課所管の専門職）の派遣調整の補佐に関するこ

と 

障害政策課 

（医療・防疫班） 

１ ＤＰＡＴの派遣調整に関すること 

薬務課 

（医薬品供給班） 

１ 薬剤師会チーム等の派遣調整に関すること 

１ 応援保健活動スタッフ等（薬事監視員等）の派遣調整の補佐に関すること 

食品・生活衛生課 

（衛生・食品班） 

１ 応援保健活動スタッフ等（食品衛生監視員等）の派遣調整の補佐に関すること 
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第３項 応援保健活動スタッフ等の応援要請及び受入れに関する業務内容 

応援保健活動スタッフ等の応援要請及び受入れに関する業務内容を表14 に示す。 

県庁における「派遣調整拠点（窓口）」は健康福祉部各班であり、被災市町村を管轄する保健福祉事務所（保健

所）は、現地派遣調整機能を担う「活動支援拠点」である。 

 なお、保健医療福祉活動チームの応援要請及び受入れに関する業務は、表14に準じて行う。 

 

表１４ 応援保健活動スタッフ等の応援要請・受入れに関する業務内容 

組織 応援要請に関する業務 受入れに関する業務 

健康福祉部 

(各班) 

【派遣調整拠点】 

(1) 被災保健福祉事務所（保健所）

が策定した派遣計画に基づく応

援要請規模の決定 

(2) 部内各課・被災地外の保健福

祉事務所（保健所）・県内市町村

への応援要請 

(3) 県外応援活動スタッフ派遣の

厚生労働省への協力依頼 

(1) 応援要請先と活動スタッフの保健福祉事務所（保健所）

等への配置調整 

(2) 応援要請先へ活動場所等の連絡、被災状況等の情報提供 

(3) 活動スタッフに対する指揮・連絡 

(4) 活動スタッフの活動内容・日程、体制、連絡先等の登録 

(5) オリエンテーション 

・被害状況、災害対応の進捗状況、課題・支援ニーズ等 

(6) 被災地保健福祉事務所を通じ、活動スタッフの活動状

況、収集された被害状況、支援ニーズ等の把握 

(7) 被災保健福祉事務所（保健所）からの報告を受け、派遣

終了の判断と関係機関への連絡 

保健福祉事務所 

（保健所） 

【活動支援拠点】 

(1) 被災市町村へのリエゾン派遣 

(2) 被災市町村の意思決定のため

の情報提供や助言 

(3) 被災市町村からの応援要請に

基づく、派遣計画（職種・人数・

時期・活動内容・活動場所）の策

定と健康福祉課への応援要請 

(4) 保健福祉事務所（保健所）の

機能確保・強化のための、健康福

祉課（健康福祉総務班）へ人員調

整依頼 

(1) 健康福祉課（健康福祉総務班）との活動スタッフの配置

調整 

(2) 応援を依頼する業務（活動場所・活動内容等）の調整 

(3) 活動スタッフに対する指揮・連絡 

(4) 活動スタッフの活動内容・日程、体制、連絡先等の登録 

(5) オリエンテーション 

・被害状況、災害対応の進捗状況、課題・支援ニーズ等 

・医療機関等の稼動状況、健康・生活環境情報等 

(6) 被災市町村や活動スタッフ等の活動状況、収集された被

害状況、支援ニーズ等の把握 

(7) 避難所アセスメントシート等、記録・報告のための統一

様式の提示 

(8) 活動スタッフの引継ぎ調整（課題等の引継ぎ漏れ防止） 

(9) 派遣終了の判断と報告 

市町村【活動拠点】 (1) 避難所等で活動を行う保健活

動スタッフ（保健師）の必要人員

数の算定※1 

(2) 被災地保健福祉事務所（保健

所）へ応援要請 

 

※1 本活動指針、大規模災害にお

ける保健師の活動マニュアル（日

本公衆衛生協会・全国保健師長会

発行）を参考にする 

(1) オリエンテーション 

・派遣保健師等の役割分担を明示業務内容、リーダーの紹

介、報告連絡系統 

・担当地域、避難所の所在（地図）、健康・生活環境情報、

交通手段及び要配慮者の状況（リスト等） 

(2) 被災地での保健・医療・福祉情報の提供（随時） 

(3) 活動に必要な資料の準備・提供 

・道路地図、避難所地図、医療機関等一覧、生活支援（復

興支援）の概要（担当窓口）がわかる資料等 

(4) 必要物品、災害対応器材、避難所アセスメントシート等、

記録・報告のための統一様式の提供 

(5) スタッフミーティング等（毎日１回）の実施 

・活動状況、課題等の共有 

(6) 専門職種同士の情報交換の場の提供 
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第４項 応援保健活動スタッフの必要人数及び保健活動スタッフ動員計画 

健康福祉部総務福祉班（派遣調整担当係）は、派遣に必要な情報（表15）、保健師の派遣人数の目安（表16）

を基に、保健師を中心とした保健活動スタッフの動員計画を作成する。 

応援派遣の終了時期については、厚生労働省・県・被災市町村で災害状況等を検討し、総合的に判断する。 

 

表１５ 派遣に必要な情報 

項目 必要な情報 情報入手先 

被災地の被

害状況や規

模 

・被災状況（死者、負傷者、被害家屋等）の把握 

・避難所、救護所等の設置数及び状況、被災者数（市町村別指定避難所一覧、各避難

所収容可能数の事前把握） 

・電気、水道、ガス、道路、交通状況等ライフラインの稼働状況 

・医療機関、保健・福祉等在宅ケアに関連するケアシステムの稼働状況 

・被災地の保健所、市町村施設被害状況及び保健活動スタッフの稼働状況（職員の被

災状況・出勤状況、経験年数、職位等） 

・平常業務の継続実施の必要性（今後の見込み） 

県災害対策本部 

〃 

〃 

〃、保健所等 

保健所等 

保健所等 

 

〃 

住民の避難

状況 

・避難所における避難状況の実態 ・車中泊、自宅待機者等の状況 

・要配慮者、健康上の問題がある者の把握 
保健所等 

被災地の健

康ニーズや

支援方法 

・被災市町村における対策や方針 

・応援・県外応援保健活動スタッフに期待する役割及び必要となる保健活動スタッフ

の業務量 

・具体的業務内容や体制（24 時間体制の必要性の有無と見込み等） 

・二次的な健康被害等の予防 

・健康調査（広域的なローラー作戦）等の必要性 

保健所等 

地域性の考

慮 

・地域の世帯（集落）分布、地形、気象条件等  

・住民気質 

・健康に影響を及ぼす可能性のある施設の被害状況 

保健所等 

 

表１６ 保健師の派遣人数の目安 

時 期 算定の目安 算定基準 

被災直後 被災状況 

避難所支援活動 

◆避難所数 

◆被災者数等 

・避難所１か所あたり（被災者1,000 名以上）保健師2 名とする。 

・避難所１か所あたり被災者数が1,000 名以下の場合、500 名規模の避

難所であれば、２か所に対して2 名とする。 

・24 時間体制の必要がある場合は、2 チーム交代体制を整備する。 

・被災状況やフェーズに応じて算定する。 

発災後2 週間以降 地区活動 

◆地区単位 

◆世帯数等 

・家庭訪問等個別性の高い活動を行う場合は、15～20 世帯/1 日/保健師1 

名とする（地域特性により差は生じる。）。 

 

第７節 災害時保健医療福祉活動に係る組織の役割 

第１項 県庁・保健福祉事務所（保健所）・市町村毎の役割 

大規模災害時においては、県庁（県災害対策本部）では、健康福祉部各班が、県地域機関（地方部・現地

対策本部）では、保健福祉事務所（保健所）が、市町村（災害対策本部）では、保健衛生及び福祉担当部門

が、それぞれの役割に従い、お互いに連携を図って保健医療福祉活動を行わなければならない。 

県庁、保健福祉事務所（保健所）及び市町村毎の役割分担を表17に示す。 
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表１７ 県庁・保健福祉事務所（保健所）・市町村毎の役割 

組織名 役   割 

県庁 

健康福祉部 

（各班） 

１）県全体の保健医療福祉活動に係る総合調整 

２）被災地保健福祉事務所が整理分析した情報の取りまとめ 

３）県災害対策本部各部、保健福祉事務所及び厚生労働省との情報連携 

４）県全体の災害時保健医療福祉活動方針の決定、計画等の立案・評価・見直し 

５）保健活動スタッフ等の人的資源及び必要な物資の確保（厚生労働省、被災地外の保健 

福祉事務所及び市町村等との派遣調整含む） 

６）保健医療福祉活動チームその他関係機関との連絡及び情報連携 

７）保健医療福祉活動チームに対する指揮・連絡と被災地保健福祉事務所への派遣調整 

８）被害状況、保健医療ニーズ等について、関係機関との緊密な情報連携 

被災地保健

福祉事務所 

（保健所） 

１）管内の保健医療福祉活動に係る総合調整 

２）管内の被災状況等の情報収集、整理及び分析 

３）管内市町村、県災害対策本部（健康福祉部各班）及び管内関係機関との情報連携 

４）管内における保健医療福祉活動計画の策定・評価・見直し 

５）保健活動スタッフ等人的資源及び物資の健康福祉部各班への応援要請 

６）保健医療福祉活動チームに対する指揮・連絡と避難所等への派遣調整 

７）保健医療福祉活動チームの活動内容、保健医療福祉ニーズ等の整理及び分析 

８）被害状況、保健医療福祉ニーズ等について、関係機関との緊密な情報連携 

被災市町村 

（保健衛生

部門・福祉

部門） 

１）管内の被災状況等の情報収集、整理及び分析 

２）管轄保健福祉事務所（保健所）・関係機関との情報連携 

３）管内における保健医療福祉活動計画の策定・評価・見直し 

４）保健活動スタッフ等人的資源及び物資を管内保健福祉事務所を通じ応援要請 

５）保健医療福祉活動チームに対する指揮・連絡 

６）保健福祉事務所と連携した保健医療福祉活動チームの活動内容、保健医療福祉ニーズ 

等の整理及び分析 

 

第２項 県庁の組織 

県災害対策本部が設置された場合、群馬県災害対策本部の組織及び運営に関する規程第５条の規定により

健康福祉部及び部内各班を設置する。健康福祉部は、「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備につ

いて」（平成29年7月5日厚生労働省各局長等連名通知）に示される「保健医療調整本部」の機能を持つ。  

また、被災者の健康に関する諸課題について、県庁関係課、被災地保健福祉事務所（保健所）、及び災害

医療コーディネーターなど関係機関で情報共有し、効果的な対策を検討するため、「健康福祉部災害対策連

絡調整会議（仮称）」を運営する。 

 

第８節 被災地保健福祉事務所（保健所）の活動組織 

第１項 被災地保健福祉事務所（保健所）の活動体制 

県災害対策本部地方部が設置された場合、群馬県災害対策本部の組織及び運営に関する規程第９条の規定

により、保健福祉事務所内に、保健福祉班を設置する。 

また、保健福祉班は、被災者の健康に関する諸課題について、市町村、地域災害医療コーディネーター、

災害拠点病院、地元医師会など関係機関で情報共有し、効果的な対策を検討するため、「地域災害医療対策

会議」を設置する。 

 

第２項 保健福祉班の組織と活動内容 

緊急時に設置される保健福祉班は、あらゆる災害に対応するために、組織の運用を標準化したマネジメン
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ト体制であり、全国衛生部長会や全国保健所長会が保健医療分野への導入を検討しているICS（緊急時総合

情報システム）の考え方を採用する。 

災害時保健医療福祉活動は、災害の規模、被災状況や各フェーズ、支援ニーズ等状況の変化に応じて展開

する必要があることから、保健福祉班は、状況に応じて臨機応変に組織を再編・統合及び拡大・縮小する。   

また、各任務の遂行が可能な災害の状況と保健福祉事務所（保健所）の規模や参集した人員に即した現実

的な組織を編成するものとし、状況に応じて、兼務や特定の任務に専念する分班を組織する。 

保健福祉班の各部門等の機能を表18に、組織系統及びフェーズ０における所要人数（見込み）を図7に、指揮

調整者となる班長の職務を行う者を表19に、活動内容と対応部門を表20に示す。 

 

表１８ 保健福祉班（保健福祉事務所）各部門等の機能 

区 分 機  能 

指揮調整者 ・マネジメントのトップに立ち、総合的判断を行う 

・関係機関との連携を確立し、目的、戦略、優先順位を確立 

実行部門 ・計画の実行（被災市町村や災害拠点病院へ派遣されるリエゾンや、保健福祉事務所の 

通常業務（感染症対策など）を処理） 

※ 避難所等で直接的支援を行う応援・県外応援保健活動スタッフは、広義の実行部 

門である。 

計画情報部門 ・情報の受信・発信、情報の整理・分析、見える化（文書の作成） 

・支援チーム、保健活動スタッフ等の動員計画など計画の立案・評価 

・資源の追跡（活動状況等の把握） 

後方支援部門 ・保健医療福祉活動に必要な人的・物的資源の手配、通信、活動スペース、輸送手段・

燃料等サービスの供給 

総務財務部門 ・資機材等の購入契約、支出 

・職員の勤務ローテーション管理など労務管理 

 

図７ 群馬県災害対策本部地方部保健福祉班（○○保健福祉事務所）組織系統図 

 

※(  )内の数字は所要人数の見込みを示す。 

 

 

 

 

係員（兼） 係員（1） 係員（3）

市町村派遣

（2*?）
（医療機関確認） （難病者支援）

計画情報課長
（1）

文書管理係長
（兼）

情報分析・計画
係長（1）

災害拠点病院派遣

(2)

実行課長
（兼）

（副班長）

係員（0） 係員(0)

クロノロ係長
（1）

班長（１） 副班長(1)

保健福祉事務所長 

後方支援部長
（兼）

保健所長

総務財務課長
（1）

後方支援係長
（1）

総務調整係長
（1)

連絡係長
(1)

資源管理係長
（兼）

係員（4） 係員（0）

（課長） （情報分析・計画係長）

（総務財務課長）
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表１９ 保健福祉班長の職務を行う者 

順位 職 名 備 考 

第一順位 保健福祉事務所長  

第二順位 保健所長  

班長に事故があったとき、又は、班長が欠けたときは、

班長の職務を代理又は代行する。 

第三順位 保健課長 第一順位及び第二順位の者に事故があったとき、又は、

欠けたときは、班長の職務を代理又は代行する。 

企画福祉課長及び保健課長の配置がない保健福祉事務

所にあっては、危機管理専門官 

第四順位 企画福祉課長 

 

表２０ 活動内容及び対応部門 

業  務  内  容 

実
行
部
門 

計
画
情
報
部
門 

後
方
支
援
部
門 

総
務
財
務
部
門 

災害時指揮命令系

統の決定と周知 

ミーティングの上決定した指揮命令系統・所内体制図をホワイトボー

ドにより職員に周知（随時見直し） 
 ●   

保健福祉事務所（保

健所）機能の確保 

職員の安否確認、緊急招集・参集可能職員の把握、業務継続計画（BCP）

の実行 
●    

庁舎（ライフライン・火災・倒壊等）の被災状況把握 

各種機器（電気・通信・事務機器など）の被災状況把握 

業務の可否の判断・必要に応じた応急復旧対策・臨時活動拠点の立ち

上げ等 

●    

通信機器の確保 

活動に必要な物品のリスト、不足物品リストの集約と発注 

関係機関（者）連絡先一覧（マニュアル等） 

  ● ● 

職員（保健活動スタッフ）のローテーションなど労務管理    ● 

不足する職員（保健活動スタッフ）の応援要請   ●  

ＤＨＥＡＴ応援要請（保福合同チーム）   ●  

連絡体制の確保 

連携すべき他部門との連絡体制の確立 

① 上位危機管理部門との連絡体制の確認 

② 市町危機管理部門との連携体制の確認 

③ 地域関係機関との連絡体制の確認 

 ●  

 

情報収集 

災害に関する情報収集（内容・規模） 

地域の被災状況に関する情報取集 

① 道路・橋梁等の被災状況 

② ライフライン（電気・水道・ガス）の被災状況 

 ●  

 

市町村へのリエゾン派遣 

被災情報、避難所設置・避難状況、市町村職員の不足状況、その他の

支援ニーズ収集 

●   

 

１）医療機関の被災状況の把握 

① 入院医療機能の把握（ライフライン・倒壊） 

② 受入れ患者状況 

③ E M I Sへの病院被災情報代理入力 

④ 救急患者の搬送体制の状況把握 

 ●  

 

⑤ 先遣隊（地域災害拠点病院、把握できない医療機関等 ●    
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業  務  内  容 

実
行
部
門 

計
画
情
報
部
門 

後
方
支
援
部
門 

総
務
財
務
部
門 

情報収集 

２）医療救護所・救護班の設置状況把握（ 設置場所・数、救護班の

組織・体制） 
 ●  

 

３）避難所の開設状況および在宅被災者の状況 

① 避難所の設置数・場所・収容人数 

② 在宅被災者の状況等 

 ●  

 

４）医療依存度の高い者の状況と支援ニーズ把握 

① 人工呼吸器の使用等、医療依存度の高い在宅の難病患者の把握 
 ●  

 

② 難病患者等の安否確認と支援調整（本人・支援者に連絡が取れ

ない場合） 
●   

 

５）社会福祉施設の被災状況把握 

県災害対策本部保健福祉総務班又は要援護者班から情報を入手 
 ●  

 

情報の一元管理 

① クロノロ作成（板書・ＰＣ入力）  ●   

② クロノロから連絡先リスト作成 

③ 地図へのプロット（見える化） 
 ●  

 

情報の発信 

１）報告・情報提供 

① 収集した各種情報（必要情報）を整理の上、県災害対策本部地方

部（行政県税事務所）、県災害対策本部（各班）、市町村災害対策

本部へ報告 

② 管内の市町、医療機関、関係機関・団体へ情報提供 

 ●  

 

情報の整理・分析 

ニーズの把握 

計画立案 

支援調整 

１）情報の分析とニーズの把握 

① クロノロから保健・医療・福祉に関する情報を整理・分析 

（ニーズとリソースのミスマッチ） 

② クロノロから問題リスト（ＴｏＤｏリスト）作成 

③ 活動方針・計画の策定 

・優先的に実施すべき対策 

・保健医療福祉活動チーム、保健活動スタッフ等の動員計画 

・域内搬送計画の立案 

 ●  

 

２）支援調整（保健医療活動チーム・災害時健康危機管理支援チーム

の派遣調整） 
－ － ● 

 

① 医療救護班（地元医師会・ＪＭＡＴ・日赤・県内病院他）   ●  

② 市町村応援ＤＨＥＡＴ・保健師チーム   ●  

③ ＤＰＡＴ・ＪＤＡ－ＤＡＴ   ●  

地域災害医療対策

会議立ち上げ 

・地域災害医療コーディネーターへの状況報告、対策会議開催の協議   ●  

・会場の確保・設営（ﾃｰﾌﾞﾙ・椅子・ＯＡ機器・プロジェクター・ホ 

ワイトボード・通信機器等） 
  ● 

 

・構成員との連絡調整   ●  

業務継続計画（BCP）

に基づく通常業務 
・毒物劇物対策・保健所所管水道事業者等への指導等 ●   

 

 

第９節 応援・県外応援保健活動スタッフに依頼する業務 

応援保健活動スタッフ及び県外応援保健活動スタッフに依頼する業務は、被災者及び被災地自治体等職員に対

する直接的支援の他、被災地保健福祉事務所（保健所）の調整機能強化や通常業務への支援も依頼する。（表21） 
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32 

 

 

表２１ 応援・県外応援保健活動スタッフに依頼する主な業務及び活動内容 

項 目 具体的内容 

被災者等への直接的支援 ・避難所における健康管理 

・全戸訪問による健康ニーズ調査 

・応急仮設住宅入居者に対する健康状況把握にための訪問 

・被災自治体等の職員の健康管理 

・市町村保健衛生部局及び保健福祉事務所（保健所）通常業務への従事 等 

被災地保健福祉事務所

（保健所）の調整機能強

化のための支援 

・市町村、関係機関団体との連絡調整（できるだけ被災地の地理的状況や保健医療福祉の

状況に詳しい保健活動スタッフを配置する。） 

・応援・県外応援保健活動スタッフの活動調整（活動前のオリエンテーション、支援活動

後のヒアリング） 

・情報収集分析、統計処理、資料作成等の事務 

 

第１０節 災害時保健医療福祉活動に用いる調査票について 

保健活動スタッフ等及び保健医療福祉活動チームが避難所等で用いる調査票は、「大規模災害時の保健医療活動

に係る体制の整備について」（H29.7.5付厚生労働省関係局長通知）に示された別添１「災害診療記録」及び別添

２「避難所情報  日報（共通様式）」、「健康相談票（共通様式）」とする（様式の見直しがあった場合も含む。）。 
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2020/11/18 

（一財）ダイバーシティ研究所 

尾島班 NPO との連携チーム事例参考資料 

「平成 30年 7月豪雨における坂町被災者アセスメント調査の実施について」 

 

●調査概要 

調査報告書（https://diversityjapan.jp/heavy-rain-2018/）から一部抜粋 

• 調査の目的 

平成 30 年 7月豪雨の被災状況を把握し、避難生活での被害拡大を防ぎながら生活再建

期・コミュニティ再生期への移行をサポートすることを目的として、被災世帯への聞き

取りによる調査を実施した。なお、本調査で得た情報は、「坂町地域支え合いセンター」

運営の基礎資料として活用する前提で実施した。 

※ 町役場では、保健師（役場＋応援）による要配慮者の安否・健康状況確認が行われ

ていたが、被災世帯数が多く、在宅避難者の把握が全くできていない状況 

 

• 調査方法 

対象となる地区の全ての世帯に対し、調査員が直接訪問して聞き取りを行う形式で実

施。 

1） 被害状況や被災者の状況を踏まえた調査票を作成 

2） 福祉専門職を含む 2 人１組の調査員チームが被災者宅等を訪問し、調査票に基づ

いて聞き取り調査を実施 

3） 調査結果は、ウェブ上に構築した、セキュリティ管理を備えたデータベースに入力

し、世帯を単位とする調査データを作成 

4） 調査項目毎の集計及び生活再建に関する事項についてのクロス集計による分析を

実施 

5） 「災害ケースマネジメント」に沿った世帯毎の判定を実施 

 

• 調査対象及び訪問結果 

・ 特に被害が大きかった小屋浦地区、坂地区、横浜地区の被災世帯 2,482 世帯が対象 

・ 1,551世帯の聞き取り完了（回収率 62.5％）。 

地区 
聞き取り 

完了 
不在 

居住の有無

不明 
調査拒否 合計 

小屋浦 446 216 42 9 713 

坂 1,067 536 57 52 1,712 

横浜 8 4 0 0 12 

水尻 8 10 0 1 19 

植田 22 3 1 0 26 

合計 1,551 769 100 62 2,482 

資料 4 
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• 調査日程及び調査員実働状況 

延べ 451 の調査員により、プレ調査から第四次調査までを下記日程で実施 

日程 
専門調査員 

(人) 

サポート調査員 

（人） 

プレ調査 8月 25 日(土) 小屋浦地区 6 - 

第一次調査 

9月 22 日(土) 

小屋浦地区 

15 8 

9月 23 日(日) 23 13 

9月 24 日(月) 30 6 

第二次調査 

10月 6日(土) 
坂地区及び 

小屋浦地区 

25 13 

10月 7日(日) 41 16 

10月 8日(月) 31 17 

第三次調査 
10月 13 日(土) 

坂地区 
44 21 

10月 14 日(日) 40 16 

第四次調査 
10月 20 日(土) 

横浜地区 
26 20 

10月 21 日(日) 28 12 

合計調査員数（のべ） 309 142 

※ 専門調査員 

社会福祉士、医療ソーシャルワーカー等の福祉専門職や同様のアセスメント調査で

の活動経験を持つ調査員  

※ サポート調査員 

福祉専門職やアセスメント調査経験者ではない専門調査員以外の調査員 

 

• 実施体制及び協力機関等 

実  施： 坂町、坂町地域支え合いセンター 

調査機関： （一財）ダイバーシティ研究所 

協力機関：  

・ 中間支援組織（情報交換及び調査当日運営支援他） 

（特）ひろしま NPO センター、（特）全国災害ボランティア支援団体ネットワーク、ひ

ろしまネットワーク会議、（特）岡山 NPOセンター 

・ 職能団体 （調査票アドバイス及び調査員募集協力、調査運営協力） 

広島県社会福祉士会、広島県弁護士会、広島県建築士会、広島県行政書士会、日本医療

社会福祉協会、広島県済生会（たかね荘こやうら）、士業連絡会 

・ 連携行政機関等 （調査実施調整及び調査票アドバイス、調査運営他） 

広島県、広島県社会福祉協議会 

 

※ 坂町地域支え合いセンターは、広島県済生会が受託（平時の地域包括も同様） 

• 調査項目・調査結果（別添：調査票、報告書概要版） 

 

  

- 113 -



●調査に関連する各種機関と経過 

7月 6日 発災 

8月 13 日 坂町ボランティアセンター、支援団体を訪問、現地確認（後述写真） 

8月 20 日 坂町役場保険健康課、広島県健康福祉局 

8月 24 日 プレ調査 

8月 27 日 広島県医療ソーシャルワーカー協会訪問（協力依頼） 

  広島県社会福祉士会は町役場・準備中の支え合いセンターを通じて依頼 

9月 3日 広島県建築士会、広島県弁護士会（協力依頼） 

9月 10 日 広島県社協（協力依頼・調査票の調整） 

9月 14 日 調査対象地区への説明 

9月 22 日〜10月 21日 本調査（発災から約 2ヶ月半後） 

 

※ 坂町役場側の取りまとめは保険健康課 

※ ひろしま NPO センター・JVOADの連携会議に出席 

※ 坂町ボランティアセンター（町社協）、支援団体のサテライトは、都度訪問 

※ 調査員には、被災者から話しを聞く、被災者の言動から危険を察知することが求め

られるため、日常業務でケースワークを行っている医療・福祉系専門職への協力を

求めた 

 

●調査運営関係 

・ 調査当日は、町保険健康課の課長、係長、職員（保健師含む）が参加。JVOAD スタッフ

の運営サポートもあった。 

・ 町の保健師が 8月中に行った要配慮者の安否確認・健康状況確認を行っており、個別の

ケース支援も同時に行われている状況 

・ 聞き取りを行った調査票の内容を、当日中に保険健康課が確認。調査票の「見守りの必

要性」にチェックがある場合で役場が把握していない世帯が見つかった場合は、町の保

健師等が近日内に確認の訪問 

・ 調査票の「土砂のこりの可能性」にチェックがある場合は、訪問内容をボランティアセ

ンターに市役所から連絡 

・ 坂町支え合いセンターが発足し、センターから調査データベースの閲覧可能な状態へ

変更 
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発災から約 2ヶ月半後（8月 13 日）小屋浦地区 

在宅避難（被災した家屋で生活）している家、周辺の様子 

  

  

  

奥の家は生活している様子がある      公園に立ち上がった支援団体のサテライト 

・ この頃は、避難所で足湯ボランティアや環境改善支援などが行われていた。 

・ 町役場や避難所などでの相談窓口が開設されていたが、情報を知らない、行けないという被

災者も多かった。 

・ 公共交通機関のダメージが大きく、移動困難となる被災者が存在。JA（ATM）や集落内唯一の

スーパーが被災したため、現金化や買い物も難しい。 

・ 衛生面の制限で炊き出しはほとんど行われておらず、仕出し弁当と菓子パンが食事の中心。 
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平成30年7月豪雨
被災者アセスメント調査

（概要版）
第⼀次調査 9/22・9/23・9/24
第⼆次調査 10/6・10/7・10/8
第三次調査 10/13・10/14
第四次調査 10/20・10/21

平成30年7月豪雨の被災状況を把握し、避難生活での被害拡大を防ぎながら生活再建
期・コミュニティ再生期への移行をサポートすることを目的として、被災世帯への聞
き取りによる調査を実施した。なお、本調査で得た情報は、「坂町地域支え合いセン
ター」運営の基礎資料として活用する前提で実施している。

【調査方法及び訪問結果】

l 福祉専門職を含む二人組の調査員が直接訪問し、
聞き取りを実施。

l 延べ451名の調査員が活動。
l 合計2,482世帯への訪問を行い、1,551世帯の聞き
取りを完了。

l 見守りの必要性が極めて高い世帯が見つかった場
合は、坂町による確認訪問に引き継がれた。

【実施体制及び協力機関等】

実 施：坂町・坂町地域支え合いセンター
調査機関：（一財）ダイバーシティ研究所

協力機関：（特）ひろしまNPOセンター

（特）全国災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援団体ﾈｯﾄﾜｰｸ
ひろしまネットワーク会議、

（特）岡山NPOセンター

広島県社会福祉士会、広島県弁護士会、
広島県建築士会、広島県行政書士会、

日本医療社会福祉協会、

広島県済生会（たかね荘こやうら）、
士業連絡会

連携行政機関等：広島県、広島県社会福祉協議会

地区
聞き取り
完了

不在
居住有無
不明

調査拒否 合計

合計 1,551 769 100 62 2,482

1

調査対象
⼩屋浦地区・坂地区・横浜地区の約2,400世帯

調査機関
⼀般財団法⼈ダイバーシティ研究所

資料５
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平成30年7月豪雨の概要
7月5日から本州付近に停滞する梅雨前線の活動が活

発になり、記録的な豪雨となった。6日昼過ぎから7
日朝にかけて大雨となり、坂町では初めて大雨特別

警報を発表した。

人的被害状況

１人世

帯

16.1%

２人世

帯

21.1%

３人世帯

0.7%

該当し

ない

61.4%

不明

0.6%

2

浸水被害なし

844 世帯

54.4%

床上浸水

463 世帯

29.9%

床下浸水

196 世帯

12.6%

不明・未回答

48 世帯

3.1%

土砂被害なし

823 世帯

53.1%

床上の土砂被害

396 世帯

25.5%

床下の土砂被害

199 世帯

12.8%

不明・未回答

133 世帯

8.6%

全壊

107 世帯

17.5%

大規模半壊

164 世帯

26.9%
半壊

184 世帯

30.2%

一部損壊

53 世帯

8.7%

被害内容不明

102 世帯

16.7%

高齢者のみ世帯の割合
（高齢者のみ1人世帯・2人世帯・3人世帯） 浸水被害の状況 土砂被害の状況

罹災証明取得済み610世帯の
被害の内容

不調が継続

244 世帯

15.7%

不調から回復

230 世帯

14.8%

変わりない

976 世帯

62.9%

不明・未回答

101 世帯

6.5%

不調が継続

278 世帯

17.9%

不調から回復

194 世帯

12.5%

変わりない

933 世帯

60.2%

不明・未回答

146 世帯

9.4%

発災後の健康状況
（からだ）

発災後の健康状況
（こころ）

調査結果概要（聞き取りを完了した1,551世帯の結果）

世帯

状況

調査対象地区の聞き
取りを完了した1,551
世帯の37.9％が高齢
者のみの世帯

浸水

土砂

浸水被害を受けた世帯は、
659世帯、42.5％
土砂被害を受けた世帯は、
595世帯、38.3％

家屋

被害

罹災証明を取得済み
610世帯のうち、
全壊、大規模半壊が
44.4％

健康

状態

発災後、約30％の世帯で健康状況（か
らだ・こころ）の不調があり、そのう
ち15.7％がからだの不調が継続、
17.9％がこころの不調が継続

避難した
665 世帯

42.9%避難しなかった
813 世帯

52.4%

その他・無回答
73 世帯, 4.7%

避難の状況

避難

状況

避難した世帯は

42.9％。
避難しなかった世

帯は、52.4％。
避難しなかった理

由は、「移動が危

険だと思ったか
ら」が一番多い。
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地区 死者 行方不明者 計

坂 １ ０ １

横 浜 ０ ０ ０

小屋浦 １６ １ １７

計 １７ １ １８

（単位：人）H31.1.1現在

避難の状況等（避難指示等の経緯）

避難者数が最大となったのは、7月7日5時で1,353人。
（7月8日時点で坂町災害対策本部が把握した避難者数）

期日 時間 内 容

7月6日 15：00 避難所（4箇所）の開設

17：35 土砂災害警戒情報

17：40 避難勧告発令

19：40 大雨特別警報

19：40 避難指示発令

7月7日 10：50 大雨特別警報解除（避難勧告継続）

7月10日 10：00 避難勧告解除（坂・横浜地区）

※小屋浦地区は避難勧告継続
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被害状況と現在の居所（単位：％,n=610）

※それぞれの割合は、罹災証明の内容に占める割合

被害状況と今後の居住希望（単位：世帯）

居住希望について回答した世帯数
・全体の回答数：1,031 ・罹災世帯回答数：386

大きな被害を受けた

住宅に居住している
在宅避難者が存在

在 宅 避 難 者

調査に基づく地図上の罹災証明発行状況

全体の約90％が、災

害前と同じ地区での
居住を希望

全壊の世帯の64.2％、

大規模半壊の世帯の

88.1％が、災害前を
同じ地区での居住を

希望

同じ地区に

居住を希望

3
3

罹災証明発行状況（小屋浦地区） 罹災証明発行状況（坂地区）

全壊 ⼤規模半壊

半壊 ⼀部損壊

※住所の特定を防ぐため地図にぼかし加工をしています
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災害ケースマネジメントによる分析

4

フルレポートに

関するお問い合わせ

坂町民生部保険健康課

〒731-4393 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目１番１号
☎ 082-820-1504 e-mail：kenkou@town.saka.lg.jp

一般財団法人ダイバーシティ研究所（大阪事務所）

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 1-8-33 日宝新大阪第2ビル802

☎ 06-6152-5175 e-mail：office@diversityjpan.jp

仙台市（※1）
2014年3⽉1⽇時点
（発災から約3年後）

熊本市（※2）
2016年11⽉15⽇現在
（発災から7ヶ⽉後）

坂町
2018年9⽉〜10⽉時点
（発災から約3ヶ⽉後）

⽣活再建可能世帯 66.0％ 62.6％ 61.4％
5,686世帯 2,326世帯 952世帯

住まいの再建⽀援世帯 24.8％ 21.9％ 15.6％
2,133世帯 812世帯 242世帯

⽇常⽣活⽀援世帯 6.3％ 7.0％ 12.0％
540世帯 261世帯 186世帯

⽇常⽣活・住まいの
再建⽀援世帯

2.9％ 8.5％ 11.0％
251世帯 315世帯 171世帯

表4-8 災害ケースマネジメントによる世帯分類の比較
※1東日本大震災仙台市復興五年記録誌より
※2自治総研通巻467号 （2017年9月号）「熊本地震における応急仮設住宅等と地域支え合いセンターの現状と課題」伊藤久雄

)!0-'&� 

• 78;����#�
����	�

• �";��'&�$5

0-�#�3� 

• �����#�*+�
,�����

• )!0-
.
��	
�<�	�

)!0->���
��#'&� 

• �����#��"�
8:�0-
6<��
�

�����#
'&� 

• �����#(9�*
+�,����	�

• �";
����	�
��8:���2
6

<���

�����#
�/%�=�

�����#
�/%���

)!0-4
1%���

)!0-4
1%�=�

聞き取りが完了した1,551世帯について

調査結果を数値化することにより、災害
ケースマネジメントによる世帯分類を試

みた。

「住まいの再建実現性」「日常生活自立

性」の2軸により、被災世帯を4つのカテ
ゴリーに分類した。

l 生活再建可能世帯

l 住まいの再建支援世帯

l 日常生活支援世帯
l 日常生活・住まいの再建支援世帯

それぞれの世帯の状況に応じ、必要とさ

れる支援を組み合わせ、坂町ささえあい

センターを核とした生活再建支援に繋げ
る。

調査結果から世帯状況を分析

各世帯に合った支援を組み合わせ

生活再建へ
0� �������!
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�����
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熊本地震における NPO と専門職との連携事例 

報告：認定 NPO 法人レスキューストックヤード（RSY） 
   常務理事 浦野 愛 

 
１．ヒアリング先 

明城徹也氏（認定NPO 法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）事務局長） 
※JVOAD とは 

東日本大震災での経験を踏まえて、2013 年 7月「JVOAD準備会」を発足。11 月 1日にNPO
法人化。行政、社協、市民セクター（NPO・企業等）との「連携の促進」および「支援環境の整
備」を目的に活動している。 

 
２．ヒアリング内容 

２－１．火の国会議 

 2016 年熊本地震発生後、内閣府・県との連携のもと、JVOAD と地元中間支援 NPO（のち
の NPO 法人くまもと災害ボランティア団体ネットワーク（KVOAD）／2016 年 10 月設立）
が協働し、「火の国会議」を開催（最終的に約 300 団体が参加・現在も継続中）。活動拠点は県
庁内に設置。副大臣からの、「避難所と避難者が急激に増えたため、行政だけでは手が回らな
いので民間の手を借りて何とかしたい」という発言を受け、各地で避難所支援に当たっていた
支援団体らと情報共有。共通課題として、「避難所の管理・運営」「物資ニーズへの対応」「要
配慮者対応」「避難所での娯楽」「外国籍の方への配慮」などが浮上。その後、様々なジャンル
で活動している団体を、下記 12 のテーマ別に分け、課題解決に向けた相談や、関係機関との
調整、解決のための実働を図りやすい環境を整備。また、これらの枠組で活動する中心団体に
対しては、市町村への身分保障として、熊本県から腕章を発行。「NPO 被災者支援チーム」と
して一体化することで、受け入れ側の不要な不安を解消し、迅速で円滑な連携への足掛かりと
なった。 
（12 分野の分類） 

 ①炊き出し・食事 
②避難所の生活環境 
③がれき撤去や家屋の清掃 
④物資配布・輸送 
⑤医療・レスキュー 
⑥障がい者・高齢者などの要配慮者支援 
⑦子どもや子育て世代への支援 
⑧外国人等のマイノリティ支援 
⑨ボランティア派遣・ボランティアセンター支援 
⑩団体間のコーディネート 
⑪資金助成 
⑫調査・アセスメント 

資料 6 
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２―２．NPO 避難者支援チーム（避難所の生活環境班） 

     2015 年関東・東北豪雨水害で、共に避難所運営にあたった NPO やボランティア団体、外 
国人、子ども、障がい者等の脆弱者層への支援を得意とする NPO らが、独自のルートを使っ
て、西原村、御船町、益城町等で活動し、物理的環境の改善や、要配慮者の特定、日中活動プ
ログラムの企画・運営サポート等に当たっていた。この模様は、火の国会議で情報共有してい
たが、A 市や B 市など、震源地から離れた地域、かつ、支援者が入っていない地域について
は、情報がほとんど把握できていないことが大きな課題となった。 

 
２－３. 避難所アセスメント 

    4 月 25 日、JVOAD が仲介し、熊本県とNPO 被災者支援チームとの間で情報共有会議を実
施。DMATの避難所調査の情報が共有された。これにより、自主避難所も含めた全体情報が網
羅できていないことが判明。4 月 29 日、抜けている部分に関しては、火の国会議に参加している
NPO らによるアセスメントの実施が検討された。 

    最終的に、5月 2 日～4日にかけて、独自に調査を行う熊本市、及び保健師巡回時の調査によ
り一定情報を把握している避難所を除いた 118 ヶ所（結果、33 ヶ所が閉鎖しており、85 ヶ所）
について、NPO らでアセスメントを実施した。 

    また、今回の調査先である、A市の保健センターより、「福祉避難所として、要支援者を受け
入れることになったが、ノウハウがないため悩んでいる」という情報を入手。JVOADを通じ
て、RSY 専門職アドバイザーの愛知医科大学准教授や、東日本大震災で大規模避難所のコーディ
ネートに当たったメンバーを派遣。保健師らと共に、段ボールベッドの設置、避難者に配慮した
導線の確保などを実施した。 

     
２―４. 避難所管理に関わる研修会の開催 

     6月 2日、Ｂ市保健センターにて、隣接する A 市・B 市合同で避難所管理に係る研修会が開
催され、NPO 避難者支援チーム（避難所の生活環境班）からファシリテーターを派遣。避難
所担当職員、保健師、医師等が参加。現状の課題について意見交換し、解決策の検討や過去の
災害での好事例の共有、今後の連携・協力の必要性について確認した。 

 
 ※参考：研修会の議事メモ 
  避難所を運営する課が明確になっていないため、A 市と B 市では下記内容が避難所で実施されてい

なかったり、避難所毎に管理が異なる現状がある。 
１．避難所の生活ルールの確立、生活ルールの周知、提示の実施。 

      避難所の生活のルールや日課が決められていない、周知されていない。 
２．居住区画が明確になっておらず、居住組の構成もされていない。 

      入所者が勝手に居住スペースを変更し、管理者も何処に誰がいるのが不明な避難所もあり。
（本来であれば居住スペースマップに誰がいるのかを管理する、居住組の組長等を決める。） 

３．避難者名簿の入・退所の管理、避難者台帳の作成 
      避難所名簿が各避難所で異なる。今回保健チームで避難所の全数調査を実施したデータ、
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入・退所の管理についても保健チームが作成したが、避難所台帳に反映されいない。 
 （保健チームで活用について周知を行っている。） 

４．入所者と協働の避難所運営になっている。 
      基本的な生活や環境整備（トイレの清掃、換気、食事の配付等）入所者への協力依頼ができ

ておらず、職員も入所者も職員が実施するものという意識がある。 
      （トイレの清掃ができていないと住民からクレームがある。）  

５．Ｂ市、Ｃ市の一部職員の意見 
      避難所の物資、健康問題、管理者の配置等は担当課で実施しているが、避難所を総合的にマ

ネジメントする組織が無い。 
  その他、Ｂ市に応援に入っている県外チームから避難所の運営マニュアルが無い、内閣府の避難所

ガイドラインにある当然実施すべき内容が実施できていないことの指摘あり。Ｂ市の本部会議にも
提案をしていくとの事。 

  
２―５. 避難所の統合 

   5月 8日、熊本市内 180 カ所の避難所を 21 カ所に集約するため、市より、統合先となる避難施
設の環境整備の支援要請。NPO 避難者支援チーム（避難所の生活環境班）が派遣され、避難所の
レイアウト、生活スペースの整備（段ボールベッド、パーディションの導入）、福祉避難スペー
ス、交流スペース、学習スペース、授乳スペース、洗濯＆洗濯干場等）、要配慮者の特定と救護班
への報告などを実施。 

 
（浦野所感） 

 ●広域災害の場合、行政だけで自主避難所も含めた全ての避難所の状況を把握するのは不可能。民間 
セクターの協力を得ることで、早期把握、早期対応が可能となった。そのためには、素人でも判断 
できるアセスメントシートと、県域での情報共有の場が必要。 

 ●避難所の運営に関しては、多くの行政職員が初めての経験だったため、医療・保健・福祉の専門職 
であっても、避難所の開設や運営に関するノウハウを持っている方がほとんどいなかった。統合支 
援や研修会のように、民間セクターの経験者のマンパワー投入や、お悩み相談の場を作ることによ 
り、より早い環境整備や改善、行政職員のガス抜きやモチベーションの向上（現状への納得感、他 
地域との比較による安心感、過去の災害の好事例の入手など）の一助となった。 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）  
分担研究報告書  

 
避難者・在宅者等の情報把握・支援の検討 

 
研究分担者  相馬幸恵（新潟県三条地域振興局健康福祉環境部(三条保健所)地域保健課長） 

研究協力者 奥田博子（国立保健医療科学院健康危機管理研究部 上席主任研究官） 

川田敦子（静岡県健康福祉部医療保健局健康増進課 班長） 

佐々木亮平（岩手医科大学教養教育センター人間科学科体育学分野 助教） 

鈴木由佳理（宮城県気仙沼市保健福祉部地域包括ケア推進課技術補佐 

兼地域包括ケア推進係長） 

山崎初美（神戸市健康局担当部長（保健企画担当）） 

 
研究要旨： 

 災害直後から被災者の二次健康被害の最小化に向け、早期から必要なサービス等を提供

することが求められる中、昨年度は避難所の情報把握方法のひとつとして早期に避難所ア

セスメントを行うため、避難所日報の様式及び記載要領を作成した。今年度は、在宅等避

難者の情報把握及び支援方法について検討を行うため、特に災害時早期に避難支援が必要

である災害時要配慮者（避難行動要配支援者）に対する平時の準備体制や発災時対応の実

際とその課題等について４自治体に聞き取りし検討を行った。各自治体における避難行動

要支援者の支援体制づくりは進んでいる一方で、担当する部署間の庁内の情報の共有化、

地域支援者の具体的対応や現有体制内での役割分担の明確化、人工呼吸器装着者等の在宅

医療ケアが必要な者への具体的対応の明確化、個別支援計画の推進、早期かつ効果的に支

援を行うための情報や物資等の提供及び集約の拠点づくり等の課題が出された。 

 
Ａ．研究目的 

 災害時、被災者は避難所に避難する一方で、

急激な豪雨水害等により避難所に行けない者、

新型コロナウイルス感染症拡大による避難所

に行かないと選択する者、プライバシー確保

のため車中泊を行う者など、避難所に避難せ

ず在宅等に避難する者が増加している。避難

所は 1 ヶ所集団で情報集約や支援をしやすい

が、在宅等避難者は地域に点々としており、

居場所の確認も含め、情報収集及び必要な支

援をスムーズに行うことが難しい現状もある。

また、在宅等避難者の必要な支援を行うため、

ある時期には保健師を中心とした支援者によ

る健康調査が実施されることが多いが、災害

直後は保健師支援チーム等、外部からの応援

がなく人員が不足したり、また昨今は NPO や

福祉チームなども早期に応援に入り、在宅者

への調査や訪問等の活動も実施されていると

ころである。 

そのため、在宅等避難者に早期かつ効果的

に必要な支援ができるよう、特に災害時早期

に避難支援が必要である災害時要配慮者（避

難行動要配慮者）の情報把握及び支援方法に

ついて検討し、課題を検討した。 

 

Ｂ．研究方法 

災害時避難行動要支援者（在宅人工呼吸器

装着者を含む）の避難支援について、各自治

体における平時の準備体制や発災時の実際と

その課題について、４自治体に聞き取り調査

を行った。項目は資料１のとおり。 

その聞き取り調査をもとに、現状と課題を

検討した。                                                   

※「避難行動要支援者」とは、災害時要配慮

者のうち、災害が発生し又は災害が発生する
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おそれがある場合に自ら避難することが困難

な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確

保を図るため特に支援を要するもの。（災害

対策基本法第 49 条） 

 

Ｃ．研究結果 

聞き取り調査結果の概要については資料１

のとおりまとめた。 

１ 各自治体における現状について 

（１）平時の準備 

・災害時要配慮者及び避難行動要支援者の統

括管轄部署は、高齢者を管轄する部署となっ

ており、名簿の情報管理（更新、対象の把握）

は各担当課が行っている。 

・災害時要配慮者の要件は、高齢者、障害者

など自治体によってほとんど差はないが、具

体的な要件は異なっている。 

・避難行動要支援者の要件は、災害時要配慮

者をベースにしながら、本人家族、民生委員

等などからの申し出により各自治体が必要と

認めた者も追加されている。また、避難行動

要支援者名簿の作成は、各自治体で行ってお

り、地域関係者（自治会長、民生委員など）

への情報提供に同意を得た者、手上げ方式で

希望した者については名簿登録し台帳作成し

ている。 

自治会長、民生・児童委員、消防団、防災

福祉コミュニティ、ふれあいのまちづくり協

議会等、地域の役員や団体等であるが、提供

する台帳は、一律に提供する自治体、要援護

者支援の取組を行う意向がある地域団体に提

供する自治体がある。 

・台帳を提供された地域関係者の役割は、平

時からの声かけ、防災訓練への参加への働き

かけ、訪問による安否確認・避難方法の確認

などである。 

・避難行動要支援者の個別支援計画は、対象

者全員の作成までに至っていない現状がある。

また、計画の作成者は民生委員、自治会等で

あり、計画の内容は緊急連絡先、避難誘導時

の留意事項、避難時に携行する医薬品等、自

治体によって内容は様々であり、自主防災組

織、民生委員などで共有している。また、人

工呼吸器装着している在宅難病患者など医療

支援が必要な方については、政令市保健所保

健師が計画を作成し、電源確保、緊急受入れ

医療機関、連絡先、具体的な避難方法等、詳

細な計画を作成し、支援関係機関で共有して

いる。保健所をもたない市町村においては、

個別支援計画を作成していない。 

・医療機器装着者等の要医療ケアが必要な者

については、避難行動要支援者の要件として

明記がなく、その把握は、身体障害者手帳所

持者による把握（特記事項等に記載）、介護

支援専門員等からの難病患者や人工呼吸器装

着者としての把握など市町村により様々であ

る。 

・その他、災害時支援が必要な者として、在

宅酸素利用者、寝たきり者のうち電動エアマ

ットを利用している者等がある。 

（２）避難勧告時の対応 

・避難勧告時の対応は、自治体からの指示に

より避難行動要支援者名簿台帳を提供してい

る関係者（自治会長、民生・児童委員、消防

団、防災福祉コミュニティ等）が、見守りや

避難誘導を行っている。その他、ケアマネー

ジャーや地域包括支援センターが、民生委員

や自治会長と連携し、対象者の見守り指示、

避難誘導する自治体もある。 

・避難行動要支援者を見守りや避難誘導等す

る際に、確認する事項の部署間共有情報シー

トは作成していない。  

・人工呼吸器装着している等在宅難病患者に

ついては、保健所が難病患者支援の一環とし

て電話等による連絡による状況確認等を行っ

ている。その際の市町村との共有の有無は

様々である。 

（３）発災時の動き 

・発災直後の安否確認、健康ニーズの把握に

ついては、在宅高齢者や障害者等は民生・児

童委員等が行い、在宅人工呼吸器装着者は保

健師が行う。 
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・避難支援が必要な場合は、福祉避難所への

トリアージは保健師を含む職員が行い、要医

療者対応は保健師が行う。 

・安否確認や健康ニーズ把握等の情報共有シ

ートはない、又は作成中であった。 

（４）課題等について 

・在宅避難者の安否確認や健康ニーズを把握

するためには、特に初動時は人員が必要であ

り、地域関係者も含めた庁内外支援者の確保

とともに、必要な情報収集項目及び対応策の

平準化が必要である。 

・早期に対応しなければならないニーズにつ

いては、命の危険性のある在宅人口呼吸器装

着者、服薬の必要な者、通常支援が受けられ

ないことによる虐待の危険性が高くなる者な

どであった。 

・情報収集の方法としては、専門職や地域包

括支援センターや介護支援専門員、民生委員

等からの連絡、報告がスムーズに行われるネ

ットワーク体制が必要である。 

 

Ｄ．考察 

 平成 25 年災害対策基本法の一部改正にお

いて、避難行動要支援者名簿の作成や活用に

関する規定が新たに追加された。これを受け、

「避難行動要支援者の避難行動支援に関する

取組指針」が策定され、各自治体では災害時

要配慮者への支援について、高齢者を管轄す

る部署を中心に具体的に進められているとこ

ろである。４自治体の聞き取りをもとに、在

宅等避難者、特に避難行動要支援者の災害時

支援体制について検討しまとめた。（資料２

のとおり）様々な背景をもち支援が必要な被

災者ついては、災害直後から自治体内外の多

くの関係機関・関係者が関わり、避難誘導・

支援、安否確認、在宅生活のニーズ把握、健

康ニーズ把握、在宅等サービス調整等様々な

支援が行われている。在宅等避難者の安否確

認及び健康ニーズ把握を早期に行うためには、

情報収集・集約を効果的に進めていく必要が

あり、自治体内の連携、地域支援者間の連携、

自治体内外との連携等、多角的連携による人

員体制及び支援体制が必要であり、様々な課

題が考えられた。 

（１）人員体制の強化 

発災直後からの安否確認や健康ニーズの把

握は、平時から避難行動要支援者台帳の提供

がある自治会長や民生・児童委員など地域関

係者をはじめ、地域包括支援センターや介護

居宅支援事業所（ケアマネージャー）等が担

当する対象者に対して行っている。また、在

宅人工呼吸器装着者については、保健所、市

町村、訪問看護ステーション、医療機器メー

カー等が行っており、行政をはじめ、地域関

係者や在宅生活を支援者等様々な関係機関が

行っている現状がある。保健師チーム等の専

門職による保健医療活動チームは、年々迅速

に派遣されてきているものの、災害規模にも

よるが、災害直後からの多くの応援は望めな

い場合も多く、直後は地元地域の支援者によ

る活動ができるよう人員体制づくりが必要で

ある。しかしながら、その関係機関も被災者

自身である可能性も高いこと、避難所という

集団に対応することに比べ広範囲に分散して

いること等から、より多くの人員の確保が必

要である。そのため、行政、民生委員、地域

関係団体の他、地域住民や NPO 法人、ボラン

ティア等、できる限り早期に人海戦術で対応

できる多くの人員を確保する必要があり、平

時から協働できる地域の関係団体を把握し、

協力体制の構築が必要である。 

（２）関係機関間の情報の共有化 

避難行動要支援者の安否確認や避難支援、

健康ニーズの把握等は、様々な分野の関係機

関や自治会長、民生委員、自主防災組織等が

高齢者や障害者、医療ケアを必要とする者な

ど、それぞれ担当する対象者に対し行ってい

るが、その際に必要な支援につなぐための確

認事項等の情報は明確になっていないようで

ある。またそれぞれが把握している情報は、

所管する部署が把握し災害対策本部に報告、

共有されるが、各自治会内等で支援する者は
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管轄する部署に報告するが、地域内での支援

者間の情報の共有がされていないと思われた。

そのため、自治体内、自治体と地域の関係機

関・団体、民間等と、避難行動要支援者に対

する各々の対応、把握する必要な情報の明確

化、その共有化が必要である。 

（３）早期に健康ニーズ等情報収集・共有化

するための支援拠点づくりと情報を提供する

方法の検討 

避難所における情報把握・集約は、随時行

うことができ、災害対策本部に一括集約され、

適宜必要な支援が受けやすいが、在宅等避難

者の安否確認や情報把握は、様々な支援者が

行い、時間も要してしまい、タイムリーな支

援につながらない場合も考えられる。そのた

め、安否確認や避難所への誘導は、自治会長

や民生委員、自主防災組織等が行政区等のま

とまった単位内で行われている現状もあり、

各地区での支援拠点を設置し、情報収集、情

報共有を行い、迅速な支援につなげる必要が

ある。単位としては、自治会単位なのか、地

域包括支援センター単位なのか、小学校単位

なのかは今後の検討課題ではあるが、情報や

物資等が集約されている基幹避難所や避難所

も含めた拠点づくりを検討していく。 

また、自主防災組織は、町内会単位を基準

に結成されているところが多く、結成率や活

動状況は自治体により様々であるが、平時の

防災訓練、災害時の避難行動要支援者対策、

避難所運営に取り組むことが期待されている

ところである。平時から地域支援者との連携

を図り、避難行動要支援者を含めた防災訓練、

避難訓練を地域住民と行うことを期待したい。

今後拠点づくりを検討していく上で、自主防

災組織との連携も踏まえていく。 

行政が必要な情報を収集する一方で、在宅

等避難者は孤立しやすく、避難生活の中で情

報が入りにくい状況がある。在宅等避難者が

安心・安全に避難生活を続けるためにも、被

災状況や生活のインフラをはじめ、医療や保

健、生活支援に必要な情報や相談窓口等の情

報を早くから得られることが必要であり、そ

の情報を提供する SNS 等の方法を検討してい

く必要がある。また情報と併せて物資につい

ても、支援拠点ごとに集約し提供できるよう

にしておくことで早期対応につながると思わ

れる。 

（４）人工呼吸器装着者等の在宅医療ケアが

必要な者への具体的対応の明確化 

難病患者の在宅人工呼吸器装着者について

は、保健所が中心となり、その把握、災害時

個別支援計画の作成を行っているが、その他

在宅医療ケアが必要な者については、自治体

によっては避難行動要支援者の要件として特

記しているところもみられるが、要件として

明確になっておらず、身体障害者手帳保持者

としての把握となっている傾向が強いと思わ

れた。そのため、民生委員や自治会長等が安

否確認を行っている地域が、具体的な支援に

ついては共有されていないと思われた。 

また、難病患者在宅人工呼吸器装着者につ

いても、電源確保や医療機関受け入れなどの

具体的な個別支援計画は作成されているが、

保健所と市町村、防災部局等との連携はどこ

までされているかは不明である。 

災害時最も早期に迅速に対応が必要な者は、

命の危険性がある要医療者であるため、その

避難行動要支援者としての対象者のリスト化、

関係機関の共有、個別支援計画の作成と地域

住民も含めた共有化が望まれる。 

（５）個別支援計画作成の推進 

 避難行動要支援者の個別支援計画の作成に

ついては、法的に位置付けられているもので

はなく、避難行動要支援者の避難行動支援に

関する取組指針において、「市町村が個別に

避難行動要支援者と具体的な打合せを行いな

がら、個別計画を策定することが望まれる」

とされている。約４割弱の市区町村では未作

成という現状である。（令和元年６月１日現

在、消防庁調べ）実際の個別支援計画の項目

についても自治体によって様々であり、作成

対象者が多い中、一律な項目ではなく、介護

- 126 -



 

保険認定者や高齢者、障害者、要医療ケア者

等、対象者によって最低限必要な項目とした

計画とすることが作成の推進につながると思

われる。 

（６）早期に対応しなければならないニーズ

を持つ対象の明確化と具体的支援 

 避難行動要支援者の中でも、特に命の危険

に関わる医療的ケアが必要な者（人工呼吸器、

在宅酸素、透析、ストーマ、特別な薬が必要

な者など）は、早期に対応する必要があるが、

その他、各地域において迅速な対応が求めら

れる対象者については、ケアマネージャーや

訪問看護ステーション、地域包括支援センタ

ー等が関っている者、また自治体保健師等が

把握している者等からリスト化し、早期に対

応する必要がある。 

（５）在宅避難者自身からの情報発信 

災害発生時初期は、公助には限界がありタ

イムリーな情報把握ができない場合も想定さ

れるため、基本は自助であることを前提とし、

本人から情報発信することができる SNS 等の

活用の検討も必要である。 

 

Ｅ．結論 

 在宅等避難者の早期かつ効果的に支援を行

うためには、避難行動要支援者に対する支援

者間の顔の見える関係づくりによる具体的な

支援ネットワークを構築していく。そのため

には、自治体内における総務・防災部署と医

療保健福祉部署の連携のもと、①地域支援者

となりうる関係者の把握と関係づくり、②安

否確認、健康ニーズ等の必要な情報項目の共

有化、③情報収集・提供、物資提供等の支援

拠点づくりと情報提供方法の検討、④人工呼

吸器装着者等の在宅医療ケアが必要な者のリ

スト化と具体的な個別支援計画の作成、⑤在

宅避難者自身からの情報発信等があげられた。 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 
 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし
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認

⾼
齢

者
⼀

⼈
暮

ら
し

、
⽼

⼈
世

帯
 

な
ど

 
＊

福
祉

避
難

所
へ

の
⼊

所
調

整
、

介
護

保
険

申
請

調
整

、
福

祉
施

設
へ

の
⼊

所
調

整
⺟

⼦
乳

幼
児

・
妊

産
婦

 
 

＊
産

後
ケ

ア
等

⺟
親

の
⼼

⾝
の

ケ
ア

必
要

物
品

（
お

む
つ

、
ミ

ル
ク

、
⾷

事
等

）
の

確
保

 
＊

多
国

語
に

よ
る

情
報

発
信

、
⽀

援
そ

の
他

（
⽀

援
が

必
要

な
者

◎
基

幹
避

難
所

（
救

護
所

等
併

設
）

 
○

避
難

所
、

保
健

セ
ン

タ
ー

、
地

域
包

括
⽀

援
セ

ン
タ

ー
な

ど

必
要

な
情

報

必
要

な
物

資
医

薬
品

、
⾷

料
品

、
飲

料
⽔

、
電

源
（

充
電

器
）

等
 

【
資

料
２

】
災

害
時

の
在

宅
避

難
者

⽀
援

体
制

の
現

状
に

つ
い

て

〇
被

災
状

況
（

死
傷

者
数

、
避

難
者

数
（

在
避

難
者

、
通

所
避

難
者

）
、

道
路

情
報

）
〇

⽣
活

イ
ン

フ
ラ

復
旧

状
況

（
電

気
・

⽔
道

・
ガ

ス
・

通
信

・
道

路
な

ど
）

、
学

校
の

再
開

状
況

〇
保

健
・

医
療

・
福

祉
・

介
護

に
関

す
る

情
報

（
医

療
拠

点
（

病
院

、
診

療
所

（
⻭

科
含

）
、

薬
局

）
の

復
旧

状
状

況
、

介
護

保
険

・
障

害
者

⽀
援

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
の

復
旧

状
況

、
相

談
窓

⼝
（

こ
こ

ろ
と

か
ら

だ
、

⽣
活

⽀
援

等
）

〇
⾏

政
サ

ー
ビ

ス
の

復
旧

状
況

 
〇

⽀
援

者
の

活
動

状
況

な
ど

⽀ 援 拠 点 案

情
報

集
約

・
提

供
、

物
資

⽀
援

の
場

所

外
国

⼈

⽀
援

内
容

全
般

医
療

ケ
ア

児
・

者 障
害

者

【
住

⺠
・

地
域

組
織

】

【
⺠

間
組

織
】

・
サ

ー
ビ

ス
関

係
者

（
利

⽤
者

の
み

へ
の

⽀
援

）
・

NP
O法

⼈
災

害
⽀

援
団

体

【
⾏

政
】

・
市

町
村

・
保

健
所

⽀ 援 対 象 者

【
災

害
時

保
健

医
療

活
動

チ
ー

ム
 

等
】

⽀ 援 者

⾃
主

防
災

組
織

（
町

内
会

）
、

⺠
⽣

児
童

委
員

、
地

域
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
、

（
⺟

⼦
）

保
健

推
進

員
、

近
隣

者
な

ど

＊
呼

吸
器

等
の

電
源

確
保

、
医

療
ケ

ア
の

継
続

⽀
援

＊
在

宅
医

療
の

継
続

の
可

否
判

断
、

必
要

物
品

の
確

保
、

⼊
院

調
整

医
療

機
関

、
医

療
機

器
メ

ー
カ

ー
、

ケ
ア

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

、
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
、

介
護

ヘ
ル

パ
ー

、
施

設
（

障
害

者
・

⾼
齢

者
な

ど
）

地
域

包
括

⽀
援

セ
ン

タ
ー

、
社

会
福

祉
協

議
会

全
国

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

⽀
援

団
体

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
JV
O
AD

）
、

災
害

⽀
援

団
体

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
、

外
国

⼈
⽀

援
団

体
、

等

防
災

部
局

、
保

健
部

局
、

⾼
齢

障
害

部
局

、
⺟

⼦
部

局
、

消
防

署
、

警
察

保
健

所
（

災
害

医
療

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

）

DM
AT

、
⽇

本
⾚

⼗
字

チ
ー

ム
、

保
健

師
チ

ー
ム

、
JM

AT
、
DH

EA
T、

DP
AT

、
JP
AT

、
JD
A‐
DA

T、
⽇

本
⻭

科
医

師
会

、
⽇

本
薬

剤
師

会
、

⽇
本

看
護

協
会

、
DW

AT
な

ど
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避難行動要支援者避難支援個別計画 

令和○○年○月○○日作成 

ふりがな  けせんぬま たろう 
性 別 男 ・ 女 

氏  名 気仙沼 太郎 

生年月日 明治・大正・昭和・平成 年  月  日 年 齢 ８８ 歳 

住  所 気仙沼市 八日町一丁目１番１号 行政区  八日町１区 

連絡先（自宅等） ０２２６（２２）○○○○ ＦＡＸ番号 ０２２６（２２）○○○○

携帯電話番号 ０９０－○○○○－○○○○ メールアドレス なし 

緊急時の 

連絡先① 

ふりがな けせんぬま じろう 要支援者との関係 

氏  名 気仙沼 次郎   次男 

住 所 東京都○○○○

連 絡 先 
電話番号：090-○○○○-○○○○ FAX：030-○○○○-○○○○

メールアドレス：kesennuma＠××××

緊急時の 

連絡先② 

ふりがな けせんぬま さちこ 要支援者との関係 

氏  名 気仙沼 幸子   長女 

住 所 気仙沼市唐桑町○○○○

連 絡 先 
電話番号：090-△△△△-△△△△ ＦＡＸ：３２－△△△△

メールアドレス： kesennuma＠××××

かかりつけ医 病 院 名 気仙沼市立病院 電話番号 ２２－７１００ 

緊急通報システム １ 有  ２ 無 救急医療情報キット １ 有  ２ 無 

避難時に配慮し

なくてはならな

い事項 

（あてはまるものすべてに☑） 

☑立つことや歩行ができない ☑音が聞こえない（聞き取りにくい）

□物が見えない（見えにくい） □言葉や文字の理解がむずかしい

□危険なことを判断できない □顔を見ても知人や家族とわからない

□その他

要介護度 3で，１人では歩行が困難，避難時は車いすの手助けが必要です。 

家族構成及び 

同居状況等 

妻 気仙沼 花子 83歳 
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玄関 
普段いる部屋 

※1 避難準備情報とは市が住民に対して避難準備を呼び掛けるとともに，高齢者や障害者などの避難行動要支援 

者に対して早目の段階で避難行動の開始を求めるものです。 

 

避難

支援

者① 

 
ふりがな 

 
からくわ いちろう 

要支援者 

との関係 

避難

支援

者② 

 
ふりがな 

 
もとよし じろう 

 
要支援者 

との関係 

 
氏名 

 
唐桑 一郎 

 
近所 

 

氏名 
 

本吉 次郎 近所 
 

住所 

 
 気仙沼市八日町一丁目１－○ 住所 

 
 気仙沼市八日町一丁目１－△ 

 
連絡先 

 
電話：２２－○○○○ 

ＦＡＸ：２２－○○○○ 

メールアドレス： karakuwa＠××××       

連絡先 

電話：２２－△△△△ 

ＦＡＸ：２２－△△△△ 

メールアドレス： motoyosi＠×××× 

 

避難

支援

者③ 

 
ふりがな 

 
おおしま はなこ 

要支援者 

との関係 

避難

支援

者④ 

 
ふりがな 

 
はしかみ さぶろう 

 
要支援者 

との関係 

 

氏名 
 

大島 花子 
 

近所 
 

氏名 
 

階上 三郎 
 

自治会役員 

 

住所 

 
 気仙沼市八日町一丁目１－□ 

 
住所 

 
気仙沼市八日町一丁目１－× 

 

連絡先 

 
電話： 090-□□□□-□□□□ 

ＦＡＸ：２２-□□□□ 

メールアドレス：ooshima＠×××× 

 

連絡先 

 

電話：２２－×××× 

ＦＡＸ：２２－×××× 

メールアドレス：hashikami＠×××× 

【特記事項】 

◎普段いる部

屋、寝室の位置 

◎不在時の目

印、避難済みな

どの目印 

◎避難準備情

報※1 等の入手

方法 

 

寝室 

 

 

  

              

  居 間 
      

 

避難場所等情報 ※位置・経路・移動するまでの注意すべき事項など 
 

緊急避難場所等 気仙沼市役所 指定避難所 気仙沼市役所 

 

外出はしない，普段は１階で生活している。避難準備情報は防災無線， 

エリアメール，災害エフエムで確認する。 
家具 

不在表示 
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様式第１号 

糸魚川市避難行動要支援者登録申請書（兼個別支援計画書）

住

所 

・ 

氏

名

等 

住 所 行政区 班・組 世帯主氏名 自宅電話 

糸魚川市 

災害時要援護者 性別 生年月日 世帯状況、身体状況等 

世帯主との続柄（   ） 

男・女 

明 

大   年 月  日 

昭 

平 

（該当するものに○をつけてください。） 

①世帯状況（ ・独居  ・高齢世帯  ・その他 ） 

②要介護認定（ ・有    ・無  ） 

③障害者手帳等の保持（ ・有    ・無  ） 

緊

急

連

絡

先 

家族等の連絡先氏名 続柄 住所 自宅電話 勤務先等 勤務先等電話 勤務先等

１． 

２． 

３． 

医

療 
かかりつけの医療機関（ ） 受診科目（ ） 

支

援

内

容 

緊急避難の時、何を手伝ってほしいですか。（該当番号に○をつけてください。） 

１．視覚、聴覚等の理由で災害情報の把握が困難のため、情報伝達と安否確認のみお願いしたい。 

２．自力歩行や行動が困難のため避難の手助けをお願いしたい。 

３．その他（希望を空欄にご記入ください。） 

避

難

支

援

者 

あなたの周辺に避難を支援してくれる方がいますか。（ いる いない ） 

いる場合はどなたですか 

住所 氏名   住所  氏名 

住所 氏名   住所  氏名 

特

記

事

項 

担当民生委員児童委員 電 話 

避難先 

避難方法 避難支援に必要な人数（ 人）  用具等（ ） 

 その他 

糸魚川市長 様 

私は、災害時要援護者名簿登録制度の趣旨に賛同し、登録することを希望します。また、私が届け出た上記個

人情報が市の関係部署や警察署、民生委員児童委員、自治会・自主防災組織、介護等サービス提供事業者など避

難支援する方に提供されることを承諾します。 

令和 年 月   日 

申請者氏名 ㊞ 
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研究成果の刊行に関する一覧

 書籍    

 著者氏名  論文タイトル名
書籍全体の
 編集者名

 書 籍 名 出版社名  出版地 出版年  ページ

尾島俊之
公衆衛生・医療か
ら考える感染症

池田考司、
杉浦真理編
著

感染症を学校でど
う教えるか

明石書店 東京都 2020 19-25

尾島俊之

新型コロナウイル
ス感染症とその感
染の拡大、新型コ
ロナウイルス感染
症への対応

図説国民衛生の動
向2020／2021 

厚生労働
統計協会

東京都 2020 

  雑誌・学会発表  

発表者氏名 論文タイトル名 発表誌名 巻号 ページ  出版年

尾島俊之
新型コロナウイルス感
染症流行下での避難所
対応、福祉との連携

公衆衛生情報 50(8) 6-7 2020 

高杉友, 梅山吾
郎, 島崎敢, 横
山由香里, 原岡
智子, 池田真幸, 
岡田栄作, 尾島
俊之

熊本地震における要配
慮者に対する保健医
療・福祉分野の災害対
応に関する課題と対策 
質的研究を通して

保健医療科学 69(3) 296-305 2020 

原岡智子, 池田
真幸, 早坂信哉, 
尾島俊之

日本における災害被災
地での入浴支援に関す
る研究

日本健康開発雑誌 41 33-43 2020 

Kimura M, 
Ojima T, Ide K, 
Kondo K. 

Allaying Post-COVID 
19 Negative Health 
Impacts Among Older 
People: The "Need To 
Do Something With 
Others"-Lessons From 
the Japan 
Gerontological 
Evaluation Study. 

Asia Pac J Public 
Health 32(8) 479-484 2020 

Miyawaki A, 
Tomio J, 
Nakamura M, 
Ninomiya H, 
Kobayashi Y. 

Changes in Surgeries 
and Therapeutic 
Procedures During the 
COVID-19 Outbreak: 
A Longitudinal Study 
of Acute Care 
Hospitals in Japan. 

Ann Surg 273(4) e132-e134 2021 

杉山雄大, 今井
健二郎, 東尚弘, 
冨尾淳, 田宮菜
奈子

COVID-19後の公衆衛
生対応の強化に向け
て：米国CDCの概説と
日本版CDC構想への論
点整理

日本公衆衛生雑誌 67(9) 567-572 2020 
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古屋好美, 中瀬
克己, 武村真治, 
長谷川学, 冨尾
淳, 片岡克己, 
佐藤修一, 永田
高志, 久保達彦, 
小坂健, 寺谷俊
康, 和田耕治, 
久保慶祐, 神原
咲子 

わが国における健康危
機管理の実務の現状と
課題 公衆衛生モニタ
リング・レポート委員
会活動報告 

日本公衆衛生雑誌 67(8) 493-500 2020 

尾島俊之、浦野
愛、佐々木裕
子、高橋知子、
栗田暢之 

新型コロナウイルス流
行下での避難生活の検
討 

第66回東海公衆衛
生学会学術大会、
東海公衆衛生雑誌 

8(1) 45 2020 
（7月） 

尾島俊之 
新型コロナと混合研究
法：公衆衛生学的見地
から（特別パネル） 

第6回日本混合研
究法学会年次大会   2020 

（10月） 

中里栄介、野田
広、高木佑介、
坂本龍彦、近藤
久禎、木脇弘
二、服部希世
子、池邉淑子、
藤田利枝、尾島
俊之 

令和元年佐賀豪雨災害
における保健医療調整
本部活動報告 

第79回日本公衆衛
生学会総会、日本
公衆衛生雑誌 

67(10 特別
付録) 439 2020 

（10月） 

尾島俊之、原岡
智子、藤内修
二、池田真幸、
菅磨志保、相馬
幸恵、池田和
功、冨尾淳 

大規模災害時の保健医
療調整本部設置の計画
等の状況と関連要因 

第31回日本疫学会
学術総会、 
J Epidemiol 

31 
(suppl 1) 137 2021 

（1月） 

尾島俊之、池田
真幸、原岡智
子、池田和功、
冨尾淳 

令和元年の一連の風水
害の保健医療調整本部
等に関する調査 

第26回日本災害医
学会総会・学術集
会 

  2021 
（3月） 

尾島俊之 
NPO・住民組織等によ
る運営を想定した避難
所における感染対策 

第26回日本災害医
学会総会・学術集
会 

  2021 
（3月） 

菅磨志保 
災害時における多様な
主体の連携に基づく対
応体制の経緯と課題 

第93回日本社会学
会大会（一般研究
報告:災害3）遠隔
大会 

  2020 
（11月） 

山本千恵・田村
太郎・菅磨志保 

災害ケースマネジメン
トにつなげる被災者生
活実態調査の現状と課
題 

日本災害復興学会
2020 年度遠隔大会 予稿集 17-20 2020 

（12月） 

坪井塑太郎・菅
磨志保 

大阪府北部地震におけ
る建物被害と被災者支
援状況に関する研究―
大阪府茨木市を事例と
して 

日本災害復興学会
2020 年度遠隔大会 予稿集 61-64 2020 

（12月） 

山本千恵・田村
太郎・菅磨志保 

「災害ケースマネジメ
ント」に向けた被災者
実態調査の可能性と課
題―令和 2 年 7 月豪
雨における人 吉市・八
代市の調査事例より 

第7回震災問題研究
交流会（社会学系4
学会連合、遠隔大
会） 

  2021 
（3月） 
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菅磨志保・白鳥
幸太・内田加代
子・坪井塑太郎
ほか 

『災害ケースマネジメ
ント』に基づく被災者
支援の可能性と課題―
2016 年鳥取県中部地震
における 4 年間の実践
事例の分析より 

第7回震災問題研究
交流会（社会学系4
学会連合、遠隔大
会） 

  2021 
（3月） 

冨尾淳 

地域社会における災害
対策・危機管理に関す
る公衆衛生学的研究
（奨励賞受賞講演） 

第79回日本公衆衛
生学会   2020 

（10月） 

冨尾淳 

新型コロナウイルス感
染症に対する公衆衛生
対応：日本の取り組み
と課題 

COVID-19日韓学術
ウェビナー 日韓の
コロナ対応、その
違いと協力の可能
性－非対面社会の
生・老・病・死を
中心に 

  2021 
（3月） 
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